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1 鳴門市防災会議条例 

昭和 37年 11月 1日 

条例第 25号 

（目的） 

第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 16条第 6項の規定に基づき

鳴門市防災会議(以下「防災会議」という。)所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第 2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

一 鳴門市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 水防計画を調査審議すること。 

三 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

四 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

2 会長は市長をもつて充てる。 

3 会長は会務を総理する。 

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

二 自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 

三 徳島県の職員のうちから市長が任命する者 

四 徳島県警察官の警察官のうちから市長が任命する者 

五 市長が市の職員のうちから指名する者 

六 教育長 

七 消防長及び消防団長 

八 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

九 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

十 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者 

6 前項の委員の定数は四十五人以内とする。 

7 第5項第8号、第9号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

8 前項の委員は再任されることができる。 
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（専門委員） 

第 4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、徳島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第 5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は会長が防災会議にはかつて定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則(昭和 51年 6月 26日条例第 40号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成 12年 3月 27日条例第 7号) 

 この条例は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

   附 則(平成 19年 6月 28日条例第 20号) 

 （施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 （鳴門市水防協議会条例の廃止） 

2 鳴門市水防協議会条例（昭和 62年条例第 42号）は、廃止する。 

附 則（平成24年10月9日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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2 鳴門市防災会議運営規程 

鳴門市防災会議運営規程（昭和 40年鳴門市訓令第 6号）の全部を改正する。 

（目的） 

第 1条 この規程は、鳴門市防災会議条例(昭和 37年条例第 25号。以下「条例」という。)第

5条の規定に基づき鳴門市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（会長の職務を代理する委員） 

第 2 条 条例第 3 条第 4 項に規定する会長の職務を代理する委員は、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67号）第 152条第１項の規定により市長の職務を代理する副市長の職にある委員とす

る。 

（招集） 

第 3条 会議は、必要に応じ会長が招集する。 

2 委員は、会議の必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会

長に会議の招集を求めることができる。 

3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならな

い。 

4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、委員の属する機関の職員又は

団体の役員のうちから、当該委員が指名する者をもつて代理出席させることができる。 

（議事手続） 

第 4条 会議の議事は、会長が主宰する。 

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（会長の専決処分） 

第 5条 会長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は専決処分することができる。 

一 緊急を要する事態が発生し、会議を開く時間的余裕がないとき。 

二 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係ある事項で、早急に措置を要するとき。 

三 軽易な事項で、早急に措置を要するとき。 

2 会長は、前項の規定による専決処分をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとす

る。 

（補則） 

第 6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成 20年 4月 1日から施行する。 



区分
整理
番号 氏　名 職　　　　　名 法　区　分 備考

会長 － 泉　　理彦 鳴門市長 －

国土交通省四国地方整備局

徳島河川国道事務所旧吉野川出張所所長

国土交通省四国地方整備局

徳島河川国道事務所徳島国道出張所所長

国土交通省海上保安庁

第五管区海上保安本部徳島海上保安部長

陸上自衛隊中部方面隊

第１４旅団第１５普通科連隊第２中隊長

5 浜崎　貢 徳島県東部県土整備局＜徳島＞副局長（鳴門担当）

6 森　裕二 徳島県東部保健福祉局長

7 梅﨑　康典 徳島県東部農林水産局長

8 時谷　俊寛 徳島県鳴門警察署長 第４号（県の警察官）

9 谷　重幸 鳴門市副市長

10 山内　秀治 鳴門市企業局長

11 三木　義文 鳴門市政策監

12 安田　修 鳴門市教育長 第６号（教育長）

13 榊　孝典 鳴門市消防長

14 立見　進 鳴門市消防団長

15 川口　良浩 西日本電信電話株式会社徳島支店支店長

16 小野　周一 四国電力株式会社徳島支店副支店長兼総務部長

四国旅客鉄道株式会社徳島駅

管理総括助役

本州四国連絡高速道路株式会社

鳴門管理センター所長

西日本高速道路株式会社四国支社

徳島高速道路事務所所長

20 綾野　哲也 徳島県エルピーガス協会鳴門地区地区長

21 矢野　壽美子 鳴門市婦人防火クラブ連合会会長

22 小川　泰範 鳴門市自主防災会連絡協議会会長

23 岩切　健一郎 国立大学法人鳴門教育大学理事　

3　鳴門市防災会議委員名簿

（平成２８年度）

委
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員

1 南本　秀行

第１号
（指定地方行政機関

の職員）

4 白井　宏幸
第２号

（自衛隊の自衛官）

17 近藤　克信

18 眞邉　保仁

19 車　義政

2 小竹　良

3 紀野　重幸

第３号
（県の職員）

第５号
（市の職員）

第７号
（消防長及び
消防団長）

第８号
（指定公共機関又は
指定地方公共機関

の職員）

第９号
（自主防災組織を構成
する者又は学識経験

のある者）
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区分
整理
番号 氏　名 職　　　　　名 法　区　分 備考

（平成２８年度）

24 武市　文伸 徳島通運株式会社鳴門支店支店長

25 福田　徹夫 鳴門市医師会会長

26 川根　正則 徳島県薬剤師会鳴門支部支部長

27 中岸　敏昭 鳴門商工会議所会頭

28 齋藤　忠恒 大麻町商工会会長

29 佐竹　弘通 鳴門・松茂地区農業協同組合運営協議会会長

30 福山　德 鳴門市水産振興協議会会長

31 日野出　裕美 徳島県看護協会徳島Ⅰ支部支部長

32 邉見 達彦 徳島県鳴門病院院長

33 平野　正治 徳島バス株式会社常務取締役営業部長

34 田村　嘉啓 鳴門市民生委員児童委員協議会総務部会長

35 岩本　憲治 鳴門市自治振興連合会会長

36 多智花　亨 鳴門市社会福祉協議会会長

37 井川　　哲 株式会社テレビ鳴門代表取締役社長

38 開発　英之 鳴門市水道指定業者協同組合理事長

39 井上　一弘 徳島県建設業協会鳴門支部支部長

40 友枝　幹雄 公益社団法人徳島県建築士会鳴門地域会会長

委
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員

第１０号
（市長が防災上
必要と認める者）

5
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4 鳴門市災害対策本部条例 

昭和 37年 11月 1日 条例第 26号 

 

（目的） 

第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 23条 7項の規定に基づき鳴

門市災害対策本部(以下｢災害対策本部｣という。)に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（組織） 

第 2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し本部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

第 3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。 

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

4 班長は、班の事務を掌理する。 

（雑則） 

第 4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 8年 3月 27 日条例第 5号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年10月9日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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5 鳴門市災害対策本部運営規程 

（昭和 40年 5月 22日 訓令第 7号） 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、鳴門市災害対策本部条例(昭和 37年条例第 26号)第 4条の規定に基づき

鳴門市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（災害対策本部の組織） 

第 2条 災害対策副本部長は、副市長、政策監、教育長及び企業局長の職にある者をもつてあ

てる。 

2 災害対策本部長に事故があるときは、副市長、政策監、教育長、企業局長の順序によりそ

の職務を代理する。 

3 すべての災害対策副本部長に事故があるときは、災害対策本部員のうちから、災害対策本

部長が指名する者がその職務を代理する。 

4 災害対策本部長及びすべての災害対策副本部長にともに事故があるときは、災害対策本部

に参集している災害対策本部員がその職務を代理する。この場合における当該職務を代理す

る災害対策本部員は、災害対策本部員の合議により決定する。 

5 災害対策本部員は、防災計画の組織計画に定めるところによる。 

（各班の組織及び任務） 

第 3条 各班の組織及び任務は、防災計画において定めるものとする。 

（支部の設置） 

第 4条 各地における災害応急対策を円滑に実施するため支部を置く。 

2 支部の組織及び任務については、防災計画において定めるものとする。 

（配備体制） 

第 5条 災害対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速、か

つ、強力な推進を図るため職員の配備体制を整えるものとする。 

2 配備体制は、防災計画の定めるところによる。 

  附 則 

この訓令は、昭和 40年 5月 22日から施行する。 

  附 則 

この訓令は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この訓令は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成24年10月9日訓令第10号） 
この訓令は、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する

条例（平成24年鳴門市条例第36号）の施行の日から施行する。 
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6 指定各機関 

 

(1) 指定行政機関（災害対策基本法第 2条第 3号） 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、

財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、 

中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、

防衛省 

(2) 指定地方行政機関（災害対策基本法第 2条第 4号） 

沖縄総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、水戸原子力事務

所、地方厚生局、都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業

局、産業保安監督部、那覇産業保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、

地方航空局、管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境事務所、地方防衛局 

(3) 指定公共機関（災害対策基本法第 2条第 5号） 

独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人日本 

原子力研究開発機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研 

究機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人 

土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港 

湾空港技術研究所、独立行政法人水資源機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機 

構、独立行政法人原子力安全基盤機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、東日本高 

速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会 

社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、新関 

西国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株 

式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅 

客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、 

西日本電信電話株式会社、日本郵便株式会社、東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦 

瓦斯株式会社、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式 

会社、西濃運輸株式会社、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、北 

陸電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式 

会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社、電源開発株式会社、日本原子力発電株式会社、 

KDDI株式会社、株式会社NTTﾄﾞｺﾓ、ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社、ソフトバンクテレコ 

ム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社、 

公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人日本医師会 

(4) 指定地方公共機関（災害対策基本法第2条第6号） 

四国ガス株式会社徳島支店、徳島通運株式会社、四国放送株式会社、一般社団法人徳島新聞

社、板名用水土地改良区、吉野川土地改良区、那賀川南岸土地改良区、一般社団法人徳島県

医師会、株式会社エフエム徳島、一般社団法人徳島県エルピーガス協会、阿佐海岸鉄道株式

会社、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会、一般社団法人徳島県バス協会、一般社団法人徳

島県トラック協会、公益社団法人徳島県看護協会、一般社団法人徳島県助産師会徳島県支部、

一般社団法人徳島県歯科医師会 
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7 徳島県市長会を構成する各市の 

災害時相互応援に関する協定書 

 

（趣  旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１２号の

規定に基づき、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な

火事若しくは爆発等の災害時における応急対策の一層の充実及び強化を図ることを目的と

して、徳島県市長会を構成する各市（以下「協定市」という。）が相互に協力して被災した

協定市（以下「被災協定市」という。）に対し、物資、労力等の応援を行うことについて定

める。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は次のとおりとする。 

（１） 食糧、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 

（２） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３） 救護活動に必要な車両等の提供 

（４） 被災者を一時収容するための施設の提供 

（５） 被災児童、被災生徒等の一時受入れ 

（６） 救護、応急復旧、重要な市役所業務の継続等に必要な職員の派遣 

（７） 前各号に定めるもののほか特に要請があった事項 

（応援要請の手続等） 

第３条 応援を受けようとする被災協定市は、原則として、次の事項を明らかにして、電話等

による要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（１） 災害の状況 

（２） 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資の品名、物

資の数量等 

（３） 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、収容を要する被災者の状況及び

人数 

（４） 前条第５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、被災児童、被災生徒等の学年、

人数等 

（５） 前条第６号に掲げる応援を要請する場合にあっては、派遣職員の職種別人員 

（６） 応援場所及び応援場所への経路 

（７） 応援を必要とする期間 

（８） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（実  施） 

第４条 応援を要請された協定市は、当該協定市が管轄する区域に係る災害対策業務に重大な

支障がある場合等を除き、極力その要請に応じるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、被災協定市以外の協定市は、災害の実態に照らし、特に緊急を

要し被災協定市が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは、被災協定市からの応

援要請を待たず、必要な応援を行うことができるものとする。 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として、被災協定市の負担とする。 

２ 被災協定市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災協定市から要請が

あった場合は、応援する協定市が支弁し、応援終了後、被災協定市に請求するものとする。 
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（平常時における協力体制） 

第６条 協定市は、災害発生時において適切な情報の提供を行うことができる体制の構築及び

応援が行われる際の活動環境の整備を促進するものとする。 

２ 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、職員の相互交流及び共同研究等

に努めるとともに、相互の防災訓練等への参加、協力を行うものとする。 

（連絡責任者） 

第７条 この協定の確実かつ円滑な実施を図るため、各協定市の防災担当課長等をあらかじめ

連絡責任者として定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。 

（その他） 

第８条 この協定に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、各協定市が協議して定める

ものとする。 

 

  この協定を証するため、本書８通を作成し、各協定市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年１０月５日 

 

 

徳 島 市     吉野川市 

   徳島市長  原  秀樹    吉野川市長  川真田 哲哉 

  

 

 

 

鳴 門 市     美 馬 市 

   鳴門市長  泉  理彦    美馬市長  牧田  久 

 

 

 

 

小松島市     阿 波 市 

   小松島市長  稲田 米昭    阿波市長  野崎 國勝 

 

 

 

 

阿 南 市     三 好 市 

    阿南市長  岩浅 嘉仁    三好市長  俵 徹太郎 
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8 大規模災害時の相互応援に関する協定 

（趣   旨） 

第 1条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 8条第 2項第 12号の規定

に基づき、伊丹市、青梅市、大竹市、岡崎市、唐津市、蒲郡市、桐生市、倉敷市、津市、周

南市、常滑市、戸田市、鳴門市、府中市、丸亀市、坂井市及箕面市（以下「協定市」という。）

において、地震等による大規模災害が発生し、被災した協定市では十分に被災者の救援等の

災害応急措置が実施できない場合に、協定市間の応援を迅速に遂行するため、必要な事項を

定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第 2条 協定市は、大規模災害に備えて連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局、担当責任

者、電話番号その他連絡に必要な事項を相互に明らかにしておくものとする。 

（応援の要請） 

第 3条 協定市は、大規模災害が発生して応援を求めようとするときは、連絡担当部局を通じ、

大規模災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援を要請するものとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 

 (4) 災害応急活動に必要な職員（以下「応援職員」という。）の派遣及び車両の提供 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項 

（応援の実施） 

第 4条 応援を要請された協定市は、応援を的確かつ円滑に行うよう努めるものとする。 

（応援の経費） 

第 5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した協定市の負担とする。 

（災害補償等） 

第6条 応援職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121

号)の定めるところによる。 

2 応援職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が災害応急活動中に生じたものについ

ては 応援を要請した協定市が賠償の責めを負い、応援を要請した協定市への往復経路の途中

に生じたものについては、応援を行う協定市が賠償の責めを負うものとする。 

（資料の交換） 

第 7条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるように毎年 1回地域防災計画その

他参考資料を相互に交換するものとする。 

（協  議） 
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第 8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議の

上別に定めるものとする。 

 附 則 

  この協定は、平成 19年 4月 2日から施行する。 

  

この協定の成立を証するため、この協定書を 17 通作成し、協定市は、記名押印のうえ各自

その 1通を保有する。 

   平成 19年 4月 2日 

 

   伊丹市長 藤 原 保 幸          津 市長 松 田 直 久 

 

   青梅市長 竹 内 俊 夫          常滑市長 石 橋 誠 晃 

 

   大竹市長 入 山 欣 郎          戸田市長 神 保 国 男 

 

   岡崎市長 柴 田 紘 一          鳴門市長 亀 井 俊 明 

 

   唐津市長 坂 井 俊 之          府中市長 野 口 忠 直 

 

   蒲郡市長 金 原 久 雄          丸亀市長 新 井 哲 二 

 

   桐生市長 大 澤 善 隆          坂井市長 坂 本 憲 男 

 

   倉敷市長 古 市 健 三          箕面市長 藤 沢 純 一 

 

周南市長 河 村 和 登 
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9 板野郡５町並びに鳴門市相互間の災害時応援協定書 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）に基づく災害

時の応援に関し、板野郡５町並びに鳴門市（以下「６市町」という。）は、次のとお

り「板野郡５町並びに鳴門市相互間の災害時応援協定」（以下「協定」という。）

を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、法第６７条第１項の規定による応援が迅速かつ円滑に実施され 

るよう、必要な事項を定めるものとする。 

 （応援の内容） 

第２条 この協定に基づく応援は、次により行うものとする。 

 (1) 災害応急措置及び被災市町の業務の継続等に必要な職員の派遣 

 (2) 食料、飲料水及びその他の生活必需品の提供 

 (3) 被災者の一時避難及び収容のための施設の提供 

 (4) 救護、医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

 (5) 救助及び救援活動に必要な車輌及びその他の資機材の提供 

 (6) 被災児童、生徒等の一時受入れ 

 (7) その他被災市町の長から特に要請のあったもの 

 （応援要請の手続き） 

第３条 被災市町の長は、被災市町以外の長に対し、次の各号に掲げる事項を明らか 

にし、応援を要請するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 応援の内容 

 (3) 応援の期間 

 (4) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (5) その他必要な事項 

２ 前項の規定による要請は、電話、ＦＡＸ等（以下「電話等」という。）により行 

い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 （応援の実施） 

第４条 前条第１項の規定により要請された協定市町は、当該協定市町が管轄する区 

域に係る災害対策業務に重大な支障がある場合等を除き、その要請に応じるものと 

する。 

 （自主応援） 

第５条 被災市町以外の長は、災害の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災市町の
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長が第３条に規定する要請を行うことができない状況にあると判断されるときは、

同条の要請を待たず第２条に規定する応援を実施することができるものとする。こ

の場合には、同条の要請があったものとみなす。 

 （応援費用の負担区分） 

第６条 応援に要した費用は、被災市町が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、被災市町の長の求めがあったときは、応援を実施した被災地以外

の市町が一時繰り替え支弁するものとする。 

３ 前２項の規定によりがたい場合は、被災市町と応援を実施した被災地以外の市町

の間で協議して定めるものとする。 

 （他の協定との関係） 

第７条 この協定は、災害対策基本法及び消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 

等に基づき締結している、他の相互応援協定を排除するものではない。 

 （その他） 

第８条 この協定の実施に関し、必要な事項については、６市町が協議して別に定め

るものとする。 

 （適用） 

第９条 この協定は平成２５年１月３０日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、協定書には６市町の長が記名、押印して、本   

書６通を作成し、各１通を保有するものとする。 

 

  平成２５年１月３０日 

 

 

                鳴門市長 

 

                松茂町長 

 

                北島町長 

 

                藍住町長 

 

                板野町長 

 

                上板町長 
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10 鳴門市及び境港市の災害時相互応援協定書 

 

鳴門市及び境港市（以下「協定市」という。）は、協定市の行政区域において、災害対策基

本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害（以下

「災害」という。）が発生した場合に、被災した市が応急対策及び復旧活動を円滑に実施でき

るよう、法第８条第２項第１２号の規定により、次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の供給並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救援、防疫及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

(5) 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供 

 (6) 被災した児童及び生徒等の教育機関への一時受入れ 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請する市（以下「要請市」という。）は、原則として、次に掲げる事項を明

らかにした上、電話その他の方法により応援を要請し、後日、速やかに当該事項を記載した

文書により提出するものとする。 

(1) 災害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、当該供給又は提供

を必要とする物資、資機材及び車両等の品名、規模並びに数量その他必要な事項 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、当該派遣を必要とする職員の職種、

人員及び業務内容 

(4) 前条第５号及び６号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入人数その他必要な事

項 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 応援を必要とする期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を受けるために必要な事項 

（応援の実施） 

第３条 前条の規定により応援の要請を受けた市（以下「応援市」という。）は、これに速や

かに応じるものとする。 
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２ 協定市は、前条の規定による要請がない場合であっても、協定市及びその周辺市町村の被

災状況等から応援の必要があると認めた場合は、自らの判断により自主応援活動を実施する

ことができるものとする。この場合において、当該自主応援活動は、前条の規定による要請

を受けて行ったものとみなす。 

（費用の負担） 

第４条 応援に要した費用は、原則として、要請市の負担とする。 

２ 要請市が前項の費用を支弁するいとまがないため、法第９２条第２項の規定により当該費

用の一時繰替え支弁の要請を行ったときは、応援市は、当該費用の一時繰替え支弁を行い、

応援終了後、要請市に請求するものとする。 

（実施細目） 

第５条 この協定を実施するために必要な細目については、協定市が協議のうえ、別に定める

ものとする。 

（その他） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市

が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各自署名押印の上、１通ずつを保有

する。 

 

平成２５年 ２月１４日 

 

 

徳島県鳴門市 

 

鳴門市長   泉  理彦        印 

 

 

 

鳥取県境港市 

 
境港市長  中村 勝彦       印 
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11 徳島県及び市町村の災害時相互応援協定 

（趣  旨） 

第１条 この協定は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第６７条第１項及

び第６８条第１項の規定に基づき，県内で災害が発生し，被災した市町村のみでは十分な対策を講じること

が出来ない場合に，徳島県（以下「県」という。）及び県内市町村が応援を迅速かつ円滑に実施するため，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は次のとおりとする。 

（１） 応急対策等に必要な職員の派遣 

（２） 食料，飲料水及び生活必需物資の提供 

（３） 避難及び収容のための施設の提供 

（４） 救護，医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

（５） 救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びその他資機材の提供 

（６） 被災児童，被災生徒等の一時受入れ 

（７） ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供 

（８） 遺体の火葬のための施設の提供 

（９） その他被災市町村から特に要請があった事項 

 

（応援要請の手続等） 

第３条 応援を受けようとする被災市町村（以下「受援市町村」という。）は，原則として，次の事項を明ら

かにして，他の市町村に電話等による要請を行い，後日速やかに文書を提出するものとする。 

（１） 被害の状況 

（２） 応援を要請する内容（人員の派遣については職種・人数，物資・資機材等の搬入については物資等 

の品目・数量） 

（３） 応援場所及び応援場所への経路 

（４） 応援を必要とする期間 

（５） 前各号に掲げるもののほか，必要な事項 

２ 受援市町村において，前項の規定による個別の要請をするいとまがないときは，前項各号に掲げる事項 

を明確にして，県に対して応援を要請することができるものとする。この場合，県は速やかに他の市町村 

と調整を行うものとする。 

 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された市町村は，応援の内容を要請した受援市町村及び県に連絡し，応援を実施する。 

ただし，特別な事情により応援できない場合は，その旨を直ちに連絡する。 

２ 応援を行う市町村（以下「応援市町村」という。）は，応援状況等について，適宜，県に対して情報を提 

供するものとする。 
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（自主応援の実施） 

第５条 県及び市町村は，通信の断絶等により被災市町村と連絡が不可能であり，かつ災害の実態に照らし 

特に緊急を要し被災市町村が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは，被災市町村からの応援 

要請を待たず，必要な応援を行うことができるものとする。 

この場合，第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

２ 前項の規定により市町村が応援を行う場合は，県にその旨通知するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は，原則として，受援市町村の負担とする。 

２ 受援市町村において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには，応援を行っ 

た県又は応援市町村は，当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第７条 この協定の確実かつ円滑な実施を図るため，県及び各市町村の防災担当課長等をあらかじめ連絡責 

任者として定め，災害が発生したときは，速やかに情報を相互に連絡するものとする。 

 

（連絡協議会の設置） 

第８条 県及び市町村は，この協定に基づいて応援が円滑に行われるよう，徳島県災害時相互応援連絡協議 

会を設置し，定期的に研究・協議するものとする。 

 

（県の役割） 

第９条 県は，この協定が円滑に実施できるよう，市町村を応援し，又は必要な調整を行うものとする。 

２ 県は，災害の規模が激甚などの理由により，被災市町村が十分な災害応急対策活動を行うことができな 

いと判断した場合，県職員を派遣し，市町村災害対策本部の運営等の支援を行うものとする。 

３ 県は，災害の規模，場所又は受援市町村からの応援要請内容に照らし，必要と認めた場合，速やかに法 

第７４条の２第１項の規定に基づき国に応援を求めるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第10条 この協定は県又は市町村で既に締結されている協定,及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げ 

るものではない。 

 

（その他） 

第11条 この協定に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は，県及び各市町村が協議して定めるものと 

する。 

 

この協定を証するため，本書２５通を作成し，各自１通を保有する。 

 

平成２５年４月５日 
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徳 島 県                          美 馬 市 

徳島県知事  飯泉 嘉門                  美馬市長  牧田  久 

 

 

 

 

徳 島 市                          三 好 市 

徳島市長  原  秀樹                   三好市長  俵 徹太郎 

 

 

 

 

鳴 門 市                          勝 浦 町 

鳴門市長  泉  理彦                   勝浦町長  中田 丑五郎 

 

 

 

 

小松島市                          上 勝 町 

小松島市長  濱田 保徳                  上勝町長  笠松 和市 

 

 

 

 

阿 南 市                           佐那河内村 

阿南市長  岩浅  嘉仁                    佐那河内村長 原 仁志 

 

 

 

 

吉野川市                          石 井 町 

吉野川市長  川真田 哲哉                 石井町長  河野 俊明 

 

 

 

 

阿 波 市                           神 山 町 

阿波市長  野崎 國勝                   神山町長  後藤 正和 
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那 賀 町                           板 野 町 

那賀町長  坂口  博文                  板野町長  玉井 孝治 

 

 

 

 

牟 岐 町                           上 板 町 

牟岐町長  福井  雅彦                  上板町長  納田 伸春 

 

 

 

 

美 波 町                           つるぎ町 

美波町長  影治  信良                  つるぎ町長  兼西  茂 

 

 

 

 

海 陽 町                          東みよし町 

海陽町長  五軒家 憲次                  東みよし町長  川原 義朗 

 

 

 

 

松 茂 町 

松茂町長  広瀬  憲発 

 

 

 

 

北 島 町 

北島町長  古川  保博 

 

 

 

 

藍 住 町 

藍住町長  石川  智能 



 

21 
 

12 徳島県広域消防相互応援協定書 
徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理者と海部消防組合管

理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中央広域連合連合長と

美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよし広域連合連合長と那賀町長(以下それぞれ

「管理者」という。)とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号以下「法」という。）第

39 条の規定に基づき、広域消防相互応援について、次のとおり協定を締結する。 
 
（目  的） 
第１条 この協定は、徳島県下の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

（以下「消防機関」という。）相互の消防広域応援体制を確立し、もって大規模又は

特殊な災害に対処することを目的とする。 
（協定区域） 
第２条 この協定の実施区域は、徳島県下の消防機関が管轄する地域（以下「協定区域」

という。）とする。 
（地域区分） 
第３条 協定区域を次のブロックに区分する。 

⑴ 第１ブロック 
小松島市消防本部、阿南市消防本部、海部消防組合消防本部、那賀町消防本部 

⑵ 第２ブロック 
徳島市消防局、鳴門市消防本部、板野東部消防組合消防本部、板野西部消防組合消

防本部、名西消防組合消防本部 
⑶ 第３ブロック 

美馬西部消防組合消防本部、徳島中央広域連合消防本部、美馬市消防本部、みよし

広域連合消防本部 
（災 害 等） 
第４条 この協定において「災害等」とは、次の各号に定めるもので消防の相互応援を必

要とするものをいう。 
⑴ 大規模火災、爆発その他の特殊な災害であって、次に掲げるもの。 
ア 林野、ビル、危険物施設及び高圧ガス施設等で発生した大規模又は特殊な火災 
イ 航空機又は列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事案 
ウ 地震、風水害その他大規模な自然災害 
エ 毒性物質、核物質、生物剤及び化学剤に起因する災害 
オ 上記のほか特に社会的影響が大きいと考えられる災害 

⑵ 協定区域内において消防機関相互の境界付近で発生した火災又は救急・救助事案等       

⑶ 管轄外の区域において、遭遇した火災又は救急・救助事案等 
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（応 援） 
第５条 協定区域内において災害等が発生した場合、被災地を管轄する消防本部（以下「被

災地消防本部」という。）の管理者又はその委任を受けた消防長（以下「管理者等」

という。）は他の消防本部の管理者等に応援消防隊、救助隊又は救急隊（以下「応援

隊」という。）の派遣を要請することができる。 
２ 応援要請を受けた消防本部の管理者等は、その管轄する地域の消防の任務に重大な支

障を及ぼさない範囲において、要請に基づき必要な応援を迅速に行わなければならない。 
３ 応援を行う消防本部（以下「応援消防本部」という。）の管理者等が、災害等を覚知

し、第１項に定める要請がない場合であっても、緊急のため応援隊を派遣した場合は、

これを要請に基づく応援とみなす。 
（応援の種別） 
第６条 応援の種別は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ ブロック内広域応援 
被災地消防本部が属するブロック内の消防本部が行う応援 

⑵ 県内広域応援 
県内全域の協定消防本部で行う応援 

⑶ その他の広域応援 
第４条第２項及び第３項に定めるものに対する応援、又は特殊な消防力を必要とする

応援 
（応援要請の方法） 
第７条 被災地消防本部の管理者等は、応援消防本部の管理者等に対し次の事項を明らか

にして、応援を要請しなければならない。 
⑴ 災害等の種別、概要 
⑵ 災害等の発生日時、場所 
⑶ 応援消防力 
⑷ 応援隊の受入れ場所 
⑸ その他必要な事項 

２ 被災地消防本部の管理者等は、応援要請後、速やかに前項各号の事項を明記した文書

を応援消防本部の管理者等に提出しなければならない。 
３ 被災地消防本部の管理者等は、第７条第１項各号と応援内容を徳島県消防保安課に通

報するものとする。 
（応援派遣の方法） 
第８条 応援消防本部の管理者等は、被災地消防本部の管理者等に対し次の事項を明らか

にして、応援隊を派遣しなければならない。 
⑴ 応援隊の出発時刻 
⑵ 応援隊の到着（予定）時刻 
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⑶ 応援隊の隊長名 
⑷ 応援隊の消防力 
⑸ その他必要な事項 

２ 応援消防本部の管理者等は、応援隊派遣後、速やかに前項各号を明記した文書を被災

地消防本部の管理者等に提出しなければならない。 
（経費の負担） 
第９条 この協定を実施するために要した経費は、次により負担するものとする。 
⑴ 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償費は、応援隊を派遣した管理者等

の負担とする。 
⑵ 前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、応援を要請した管理者等の負担とする。 
⑶ その他多額の経費を要する場合は、その都度関係管理者等が協議の上、定める。 

（改 廃 等） 
第 10 条 この協定を改正し、又は廃止する場合は、すべての管理者が協議の上、定める。 
（運   用） 
第 11 条 この協定に定めるもののほか、応援の範囲及び応援消防力等必要な事項につい

ては、徳島県消防長会において協議の上、別途定める。 
（施 行 日） 
第 12 条 この協定は、平成 27 年 12 月１日から施行する。 
 
附  則（昭和 55 年３月 31 日協定） 

この協定は、昭和 55 年４月１日から施行する。 
昭和 51 年３月 31 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と板野東

部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合

管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防

相互応援協定及び当該協定に係る運用細目協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 
 
附  則（昭和 59 年 12 月 18 日協定） 

この協定は、昭和 60 年１月１日から施行する。 
昭和 55 年３月 31 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と名西消

防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿北消防組合管理

者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締

結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施 
行と同時に廃止する。 
 
附  則（平成６年２月 21 日協定） 

この協定は、平成６年２月 28 日から施行する。 
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昭和 59 年 12 月 18 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と名西消

防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿北消防組合管理

者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締

結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 
 
附  則（平成９年３月 31 日協定） 

この協定は、平成９年４月１日から施行する。 
平成６年２月 21 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と名西消防

組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者

と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行

政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃止

する。 
 
附  則（平成 14 年４月 30 日協定） 

この協定は、平成 14 年５月１日から施行する。 
平成９年３月 31 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と名西消防

組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者

と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行

政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃止

する。 
 
附  則（平成 19 年３月 31 日協定） 

この協定は、平成 19 年４月１日から施行する。 
平成 14 年４月 30 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と名西消

防組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理

者と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡

行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃

止する。 
 
附  則（平成 26 年４月１日協定） 

この協定は、平成 26 年４月１日から施行する。 
平成 19 年３月 31 日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理

者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中

央広域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよ 
し広域連合連合長とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に

廃止する。 
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附  則（平成 27 年 12 月１日協定） 

この協定は、平成 27 年 12 月１日から施行する。 
平成 26 年４月１日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理者

と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中央

広域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよし広域連合連合長と那賀町

長とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 
 

この協定の締結を証するため、本書 13 通を作成し、管理者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 
 

徳  島  市  長        原   秀  樹 
 

鳴  門  市  長        泉   理  彦 
 

小  松  島  市  長        濱 田 保 徳 
 

阿 南 市 長        岩 浅 嘉 仁 
 
みよし広域連合連合長        川 原 義 朗 

 
美馬西部消防組合管理者        兼 西   茂 

 
徳島中央広域連合連合長            川 真 田 哲 哉 

 
美 馬 市 長        牧  田  久 

 
板野東部消防組合管理者        石 川 智 能 

 
板野西部消防組合管理者        玉 井 孝 治 

 
名西消防組合管理者  石井町長   小 林 智 仁 

 
海部消防組合管理者        影 治 信 良 

 
那 賀 町 長        坂 口 博 文 
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13 徳島県広域消防相互応援協定に基づく 

高速自動車道に関する覚書 
徳島県広域消防相互応援協定（以下「協定」という。）第１０条に基づき、徳島市消防局、

鳴門市消防本部、板野東部消防組合消防本部、板野西部消防組合消防本部、徳島中央広域

連合消防本部、美馬市消防本部、美馬西部消防組合消防本部、みよし広域連合消防本部（以

下「協定消防本部」という。）は、高速自動車道の鳴門ジャンクションから井川池田インタ

ーチェンジ及び鳴門インターチェンジから板野インターチェンジまでの間における消防の

相互応援に関し、次のとおり覚書を交換する。 
（目    的） 
１ この覚書は、協定の運用に必要な事項を定めることを目的とする。 
（出動消防隊等） 
２ 協定に基づき出動する消防隊及び救急隊（以下「消防隊等」という。）は、原則として

常備消防機関の消防隊等とする。 
（出 動 区 間） 
３ ⑴ 出動する消防隊等の出動区間は、別表のとおりとする。 

⑵ 火災、救急及び救助（以下「災害等」という。）で発災地点が不明確な場合は、前

項の規定にかかわらず、第１次担当及び第２次担当消防機関が同時に出動するもの

とする。 
⑶ 火災が発生した場合は、別表にかかわらず発災地を管轄する協定消防本部は、出

動するものとする。 
⑷ 災害等の規模もしくはその他の理由により必要があるときは、別表にかかわらず

相互に応援を要請することができる。 
（消防業務の処理） 
４ ⑴ 消防業務の事務処理は、発災地を管轄する協定消防本部が行う。 ただし、救急事

故の事務処理は、その救急事故を取り扱った協定消防本部が行うものとする。 
⑵ 災害等を覚知し出動した時は、直ちにその状況を相互に通報連絡するものとする。 
⑶ ⑴による事務処理を行う場合において、一連の事務処理の一部を出動した協定消

防本部へ依頼することができる。 
⑷ 出動した消防隊等の消防長は、その消防活動を別記様式により速やかに管轄消防

長に報告するものとする。 
（医 療 機 関） 
５ ⑴ 協定消防本部は、管轄区域内の医療機関の所在地等について、その状況 

を相互に連絡し、救急搬送業務の円滑化を図るものとする。 
⑵ 救急出動に伴う受け入れ医療機関への連絡は、出動消防本部が行うものとする。

ただし、状況により出口インターチェンジ所在の消防本部に依頼することができる。 
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（情報の交換） 
６ この覚書の適正な運用を期するために消防情報を相互に交換するものとする。 
（疑義等） 
７ この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度協定消防本部の消防長

が協議して定めるものとする。 
（実 施 期 日） 
８ この覚書は、平成２７年３月１４日から実施する。 
（附   則） 
９ 平成１４年７月１日付けで鳴門市消防本部及び板野西部消防組合消防本部の間で締結

した「徳島県広域消防相互応援協定に基づく高速自動車道に関する覚書」並びに平成１

９年３月３１日付けで徳島市消防局、板野東部消防組合消防本部、板野西部消防組合消

防本部、徳島中央広域連合消防本部、美馬市消防本部、美馬西部消防組合消防本部及び

みよし広域連合消防本部の間で締結した「徳島県広域消防相互応援協定に基づく高速自

動車道に関する覚書」は廃止する。 
 
この覚書の成立を証するため、本書８通を作成し、関係者記名押印の上、各自１通を保

有する。 
 
平成２７年３月１０日 

 
徳 島 市 消 防 局 長    岡  田  陽  彦 

 
鳴門市消防本部消防長   青  木  利  治 

 
板野東部消防組合消防本部消防長  大  西  利  夫 

 
板野西部消防組合消防本部消防長  賀  川  誠  一 

 
徳島中央広域連合消防本部消防長   住  友  正   

 
美馬市消防本部消防長    岡  本  博  久 

 
美馬西部消防組合消防本部消防長  河  野  徳  美 

 
みよし広域連合消防本部消防長  池  西  哲  朗 
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14 高松自動車道（鳴門 IC～引田 IC）における 

火災及び救急業務等に関する覚書 

 鳴門市消防本部、板野西部消防組合消防本部、大川広域消防本部（以下「消防本部」という。）

及び日本道路公団四国支社（以下「公団」という。）は、高松自動車道鳴門インターチェンジ

から引田インターチェンジまでの区間のうち、消防本部が担当する区間（以下「高速道路」と

いう。）における火災及び救急業務（以下「救急業務等」という。）を迅速かつ適切に実施する

ため、下記のとおり覚書を交換する。 

記 

1 消防本部は、高速道路において発生した救急業務等を行うものとする。 

2 公団は、消防本部に出動を要請するにあたって事故の状況、現場の位置等消火又は救急活動に

必要な情報を提供するものとする。 

3 公団は、消防本部の消防隊又は救急隊が出動する場合、高速道路の通行施設の利用について積

極的に協力するものとする。 

  また、事故現場において交通の整理、消防隊又は救急隊の誘導等を行い、消火、救急活動に協

力するものとし、二次災害の防止に努めるものとする。 

4 消防本部及び公団は、高速道路における救急業務等の実施について、必要な情報の交換を相互

に行うものとする。 

5 この覚書によるほか、高速道路における救急業務等の実施について必要のあるときは、その都

度協議のうえ決定するものとする。 

6 この覚書は、平成14年7月21日から実施する。 

7 なお、平成13年1月29日付けで締結した「高松自動車道（板野 IC～引田 IC）における火災及び

救急業務等に関する覚書」は廃止する。 

  この覚書を証するため、本書4通を作成し、関係者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 

 

平成 14年 6月 21日                  

鳴門市消防本部消防長      矢 野 正 夫 

 

板野西部消防組合消防本部消防長 毛登山 秀 幸 

 

大川広域消防本部消防長     古 市 忠 夫 

 

日本道路公団四国支社営業部長  亀 田   博 
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16 徳島県消防防災ヘリコプター応援協定 

（目  的） 

第 1条 この協定は、徳島県内の市町村及び消防の一部事務組合（以下「市町村等」という。）

が、 災害による被害を最小限に防止するため、徳島県が所有する消防防災ヘリコプター（以下

「航空機」という。）の応援を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（協 定 区 域） 

第 2条 この協定の実施区域は、徳島県全域とする。 

（災害の範囲） 

第 3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 1条に規定する水

火災又は地震等の災害をいう。 

（応 援 要 請） 

第 4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」という。）

の長が、次の各号のいずれかに該当する活動のため、航空機の応援を必要と判断した場合に、徳

島県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

(1) 災害が他の市町村等に拡大し又は影響を与えるおそれがあると認める場合 

(2) 要請市町村等の消防力のみによっては、災害防御が著しく困難であると認める場合 

(3) その他救急救助活動等において、緊急性があり、かつ、航空機による活動が最も有効な場合 

2  応援要請は、徳島県消防防災航空隊事務所に、電話等により次に掲げる事項を明らかにして行

うものとする。 

(1) 災害の種別及び被害の状況 

(2) 災害の発生日時及び場所 

(3) 災害現場の気象状況 

(4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法 

(5) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(6)  応援に要する資機材の品物及び数量等 

(7) その他必要な事項 

（消防防災航空隊の派遣） 

第 5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害現場の気象状況等を確認の上、

消防防災航空隊を派遣するものとする。 

2 前条の規定による要請に応じることができない場合は、知事は、その旨を速やかに要請市町村等

の長に通報するものとする。 
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（消防防災航空隊の隊員の指導） 

第 6条 前条 1項の規定により、第 4条第 1項各号に定める活動（以下「消防活動」という。）を応

援する場合において、災害現場における消防防災航空隊の隊員（以下「隊員」という。）の指揮は、

要請市町村等の長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。 

この場合において、航空機に搭乗している指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めた

ときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第 7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から隊員を派遣

している市町村等の長に対し、徳島県市町村消防相互応援協定（以下「相互応援協定」という。）

第 5条に規定する応援要請があったものとみなす。 

（経 費 負 担） 

第 8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、徳島県（以下「県」という。）が負担するもの

とする。 

2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第 11

条規定にかかわらず、県が負担するものとする。 

（そ の 他） 

第 9条 この規定に定めのない事項は、県及び市町村等が協議して定めるものとする。 

（適   用） 

第 10条 この協定は、平成 10年 4月 1日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 60 通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印の上、そ

れぞれ 1通を保有する。 

 

   平成 10年 4月 1日 

 

徳 島 県 知 事    圓  藤  寿  穂  印 

徳  島  市  長    小  池  正  勝  印 

鳴  門  市  長    山  本  幸  男  印 

小  松  島  市  長       西    川   政    善  印 

阿   南   市   長      野    村        靖  印 

勝 浦 町 長      川    口  幸    一  印 

上 勝 町 長      山    田    良    男  印 

佐 那 河 内 村 長      楠        崇    宏  印 
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石 井 町 長      坂    東  忠    之  印 

神 山 町 長      高    橋  宏    輔  印 

那 賀 川 町 長      小    泉   隆    一  印 

羽 ノ 浦 町 長      生    野  善    章  印 

鷲 敷 町 長      助    岡  克    則  印 

相 生 町 長      久    龍  直    通  印 

上 那 賀 町 長      和    田  淳    二  印 

木 沢 村 長      中    東  利    延  印 

木 頭 村 長       藤    田          惠   印 

由 岐 町 長      松    村  靜    夫  印 

日 和 佐 町 長      近    藤  和    義  印 

牟 岐 町 長      皆    谷  又    男  印 

海 南 町 長      五 軒 家   憲    次  印 

海 部 町 長     三    浦        治  印 

宍 喰 町 長      多    田   保    政  印 

松 茂 町 長      広    瀬  憲    発  印 

北 島 町 長      齋    藤  武    尚  印 

藍 住 町 長      堀    江  長    男  印 

板 野 町 長      犬    伏  正    昭  印 

上 板 町 長      吉    岡  義    人  印 

吉 野 町 長      竹    重   敦   美  印 

土 成 町 長     板    東       正  印 

市 場 町 長    水  田  文  夫  印 

阿 波 町 長    安  友     清  印 

鴨 島 町 長    戸  田     稔  印 

川 島 町 長    内  田     昇  印 

山 川 町 長    山  内  正  晴  印 

美 郷 村 長    伊  井     昇  印 

脇 町 長    佐  藤     淨  印 

美 馬 町 長    藤  田  利  胤  印 

半 田 町 長    逢  坂     亘  印 

貞 光 町 長    南        豊  印 

一 宇 村 長    立  道  里  見  印 
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穴 吹 町 長    佐  藤  宏  史  印 

木 屋 平 村 長    西     正  二  印 

三 野 町 長    竹  重  義  博  印 

三 好 町 長    真  鍋     晃  印 

池 田 町 長    丸  岡  敬  幸  印 

山 城 町 長    西        徹  印 

井 川 町 長    中  瀧  清  文  印 

三 加 茂 町 長    檜     惠  一  印 

東 祖 谷 山 村 長    出  口     操  印 

西 祖 谷 山 村 長    尾  茂  光  男  印 

阿南消防組合管理者    野  村     靖  印 

名西消防組合管理者    坂  東  忠  之  印 

海部消防組合管理者    近    藤  和    義  印 

板野東部消防組合管理者   堀  江  長  男  印 

板野西部消防組合管理者   犬  伏  正  昭  印 

阿北消防組合管理者    戸  田     稔  印 

美馬東部消防組合管理者   佐  藤     淨  印 

美馬西部消防組合管理者   藤  田  利  胤  印 

三好郡行政組合管理者    丸  岡  敬  幸  印 
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17 徳島県市町村消防相互応援協定 

（目的） 

第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 21条の規定に基づき、徳島県

内において災害が発生した場合に、徳島県内の市町村及び消防の一部事務組合（以下「市町

村等」という。）がそれぞれの消防力を活用して、消防の相互応援を行うことにより、災害に

よる被害を最小限に防止することを目的とする。 

（協定の区域） 

第 2条 この協定の実施区域は、徳島県全域とする。 

（災害の範囲） 

第 3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第 1条に規定する水火災又は地震等の災害

（以下「災害」という。）で、他の市町村等の応援を必要とするものとする。 

（他の応援協定との関係） 

第 4 条 この協定は、市町村等の長が別に消防組織法第 21 条により締結している消防の相互

応援に関する他の協定を排除するものではない。 

（応援要請） 

第 5条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」とい

う。）の長が、次の各号のいずれかに該当する場合に、他の市町村等の長に対して行うものと

する。 

 (1) 災害が他の市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれがあると認める場合 

 (2) 要請市町村等の消防力のみによっては、災害防御が著しく困難であると認める場合 

2 前項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 

 (1) 災害の種別及び被害の状況 

 (2) 災害の発生日時及び場所 

 (3) 必要とする車両、資機材等の種別及び数量並びに人員 

 (4) 応援隊の到着希望日時及び集結場所 

 (5) その他必要な事項 

3 要請市町村の長は、事後、速やかに前項各号の事項を明記した文書を、応援要請をした市

町村等の長に提出するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第 6 条 前条の規定により応援要請を受けた市町村等（以下「応援市町村等」という。）の長

は、特別の理由がない限り、その管轄する地域の消防の任務に重大な支障を及ぼさない範囲

において、応援を行うものとする。 

2 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請市町

村等の長に通報するものとする。 
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3 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市

町村等の長に通報するものとする。 

（応援の特例） 

第 7条 応援要請がない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、市町村等の長は応

援隊を派遣して応援することができる。 

 (1) 市町村等が、当該市町村等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当該地

域周辺部において発生した災害で、その状況から判断して緊急に応援の必要があると認め

た場合 

 (2) 通信網の途絶等によって、災害が発生した市町村等との連絡が取れない場合で、応援

の必要があると認めた場合 

2 前項に規定する応援は、第 5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。 

  また、応援市町村等の長は、できる限り速やかに災害が発生した市町村等の長に連絡する

ものとする。 

（応援隊の指揮） 

第 8条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が応援隊の長を通じて行うものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、前条第 1 項第 2 号の場合において連絡が復旧するまでの間は、

応援隊の長は、災害が発生した市町村等の長の指示を待たず応援隊を指揮し、活動すること

ができる。 

（報告） 

第 9条 応援市町村等の長は、応援活動の結果を速やかに要請市町村等の長に報告するものと

する。 

2 要請市町村等の長は、災害活動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等の長に報告する

ものとする。 

（連絡会議） 

第 10 条 この協定に係る事務の円滑な推進を図るため、必要の都度、市町村等間における連

絡会議を開催するものとする。 

（経費負担） 

第 11条 応援に要した経費については、次により負担するものとする。 

 (1) 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償は、原則として応援市町村等の負担

とする。 

 (2) 前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、原則として要請市町村等の負担とする。 

 (3) その他多額の経費を要する場合は、その都度関係市町村等の長が協議の上、定める。 

（疑義の協議） 

第 12 条 この協定について疑義を生じたときは、市町村等の長が協議の上、定めるものとす

る。 
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（実施細目） 

第 13 条 この協定の実施について必要な事項は、市町村等の長が協議の上、別に定めること

ができるものとする。 

（改廃） 

第 14 条 この協定の改廃は、市町村等の長が協議の上、行うものとする。 

（適用） 

第 15 条 この協定は、平成 10年 4月 1日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 53 通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、それぞ

れ 1通を保有する。 

 

  平成 10年 4月 1日 

 

徳  島  市  長    小  池  正  勝  印 

鳴 門 市 長    山  本  幸  男  印 

小  松  島  市  長       西    川   政    善  印 

阿  南  市  長      野    村        靖  印 

勝浦町長      川    口  幸    一  印 

上勝町長      山    田    良    男  印 

佐那河内村長      楠        崇    宏  印 

石井町長      坂    東  忠    之  印 

神山町長      高    橋  宏    輔  印 

那賀川町長      小    泉   隆    一  印 

羽ノ浦町長      生    野  善    章  印 

鷲敷町長      助    岡  克    則  印 

相生町長      久    龍  直    通  印 

上那賀町長      和    田  淳    二  印 

木沢村長      中    東  利    延  印 

木頭村長       藤    田          惠   印 

由岐町長      松    村  靜    夫  印 

日和佐町長      近    藤  和    義  印 

牟岐町長      皆    谷  又    男  印 

海南町長      五 軒 家   憲    次  印 

海部町長     三    浦        治  印 
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宍喰町長      多    田   保    政  印 

板野町長      犬    伏  正    昭  印 

上板町長      吉    岡  義    人  印 

吉野町長      竹    重   敦   美  印 

土成町長     板    東       正  印 

市場町長    水  田  文  夫  印 

阿波町長    安  友     清  印 

鴨島町長    戸  田     稔  印 

川島町長    内  田     昇  印 

山川町長    山  内  正  晴  印 

美郷村長    伊  井     昇  印 

脇町長    佐  藤     淨  印 

一宇村長    立  道  里  見  印 

穴吹町長    佐  藤  宏  史  印 

木屋平村長    西     正  二  印 

三野町長    竹  重  義  博  印 

三好町長    真  鍋     晃  印 

池田町長    丸  岡  敬  幸  印 

山城町長    西        徹  印 

井川町長    中  瀧  清  文  印 

三加茂町長    檜     惠  一  印 

東祖谷山村長    出  口     操  印 

西祖谷山村長    尾  茂  光  男  印 

阿南消防組合管理者    野  村     靖  印 

名西消防組合管理者    坂  東  忠  之  印 

海部消防組合管理者    近    藤  和    義  印 

板野東部消防組合管理者   堀  江  長  男  印 

板野西部消防組合管理者   犬  伏  正  昭  印 

阿北消防組合管理者    戸  田     稔  印 

美馬東部消防組合管理者   佐  藤     淨  印 

美馬西部消防組合管理者   藤  田  利  胤  印 

三好郡行政組合管理者    丸  岡  敬  幸  印 
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18 神戸淡路鳴門自動車道消防相互応援協定 

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸淡路鳴門自動車道のう

ち垂水ジャンクションから鳴門インターチェンジまでの間（以下「協定区域」という。）にお

ける消防及び救急業務（以下｢消防業務等｣という。）の実施とその処理について、神戸市、淡

路広域消防事務組合及び鳴門市（以下「協定市等」という。）の相互間において、次のとおり

消防相互応援協定を締結する。 

（目的） 

第 1条 この協定は、協定区域における消防業務等の円滑化を図るため、協定市等が相互に応

援することを目的とする。 

（管轄境界） 

第 2条 この協定による神戸市と淡路広域消防事務組合との境界は、明石海峡大橋中央径間の

中央部とし、淡路広域消防事務組合と鳴門市との境界は、大鳴門橋中央径間の中央部とする。

（以下「管轄境界」という。） 

（応援の種別及び方法） 

第 3条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。 

 (1) 通常応援 

 協定市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発

生した火災又は救急事故等を覚知した場合（当該災害発生地を管轄する市等からの応援要

請があった場合を含む）に、消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させる

応援 

 (2) 特別応援 

 協定市等が、協定区域において前号に規定する通常応援では対処することができない災

害が発生した場合に、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の規定により応援出動し

た協定市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援 

（応援の出動隊） 

第 4条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等

とする。 

（特別応援の要請） 

第 5条 第 3条第 2号に規定する特別応援の要請は、協定市等の消防本部を通じて行うものと

する。 

（応援隊の指揮） 

第 6条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する協定市等の長の委任を受けた

消防長が当たるものとする。 
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（災害（救急事故を除く。）対応後の事務処理） 

第 7 条 災害（救急事故を除く。）の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本

部が行うものとする。 

（救急事故の事務処理） 

第 8条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものと

する。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急

事故の発生した区域を管轄する消防本部が事務処理の一部を行うものとする。 

（応援に要する経費の負担） 

第 9条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に揚げるところによる。 

 (1) 消防職員の公務災害補償 

 地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）の規定に基づき応援を行った協定市等

（以下「応援市等」という。）が負担する。 

 (2) 車両及び機械器具等の燃料費等 

 車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応

援市等が負担する。 

 (3) 旅費及び出動手当 

   消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。 

 (4) 化学消火薬剤 

化学消火薬剤費等の資機材費は、応援を要請した協定市等（以下「受援市等」という。）

が負担する。 

 (5) 現場活動中において第三者に生じた損失補償 

 現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担す

る。 

 (6) 交通事故による損害賠償等 

応援のため受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者

に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。 

2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議する

ものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定市等が

協議のうえ定めるものとする。 

（委任） 

第 11 条 この協定の実施要領その他必要な事項については、協定市等の消防長が協議して定

めるものとする。 
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附 則 

（実施期日） 

1 この協定は、平成 19年 3月 22日から実施する。 

（旧協定の廃止） 

2 本州四国連絡道路消防相互応援協定書（平成10年 3月 1日締結）は廃止する。 

（旧協定の廃止） 

3 この協定の締結前に廃止前の本州四国連絡道路消防相互応援協定書（以下「旧協定」とい

う。）に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 

4 この協定の成立を証するため、協定書 3通を作成し、協定市等の長が記名押印のうえ、各 1

通を保有する。 

  平成 19年 3月 22日 

 

 

             神  戸  市  長       矢田  立郎  印 

 

 

 

            淡路広域消防事務組合管理者    中田  勝久  印 

 

 

 

            鳴 門 市 長        亀井  俊明  印 
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別表（第 3条関係） 

 

通常応援出動区分表 

応援市等名 応援区域 

神   戸   市 
協定区域のうち、神戸市と淡路広域消防事務組合との管轄境界 

から淡路インターチェンジまでの区間の下り線の区域 

淡 路 広 域 消 防 

事 務 組 合 

協定区域のうち、淡路広域消防事務組合と神戸市との管轄境界 

から垂水ジャンクションまでの区間（ランプ出口料金所までを 

含む。）の上り線の区域及び淡路広域消防事務組合と鳴門市の管 

轄境界から鳴門北インターチェンジまでの区間の下り線の区域 

鳴   門   市 
協定区域のうち、鳴門市と淡路広域消防事務組合との管轄境界 

から淡路島南インターチェンジまでの区間の上り線の区域 
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19 広域消防相互応援協定書 

消防組織法（昭和22年法律第226号）第３９条の規定に基づき、消防に関する相互応援について、

次のとおり協定する。 

（目 的） 

第 1条 この協定書は、消防業務の円滑を図るため消防相互の協力体制を確立し、不測の事態

に対処することを目的とする。 

（協定市等） 

第 2 条 この協定は、次に掲げる市及び広域行政組合（以下「協定市等」という。）の相互間

において行うものとする。 

 (1) 鳴門市 

 (2) 東かがわ市 

 (3) 大川広域行政組合 

（災害の範囲） 

第 3条 この協定において、災害とは、大規模又は特殊火災、救急事故その他の突発的災害で

応援活動を必要とするものをいう。 

（応援出場の範囲） 

第 4条 この協定による応援は、次に掲げるものとする。 

 (1) 協定市等の区域内に災害が発生した場合に発生地の市長及び行政組合管理者（以下「受

援側の長」という。）から要請を受けた場合。 

 (2) 協定市等相互間の境界地域及び当該地域周辺で災害が発生し、消防業務の応援の必要

があると判断した場合。 

（応援要請の方法） 

第 5条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援

市長及び行政組合管理者（以下「応援側の長」という。）に対して行なうものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害の発生場所 

(3) 所要人員及び機械器具・消火薬剤等の種別員数 

(4) 応援隊受領（誘導員配置）場所 

(5) その他必要事項 

（応援隊の派遣） 

第 6条 前条の規定により、応援要請を受けた応援側の長は、当該区域内の消防業務に支障を

生じない範囲において要請事項に基づき応援隊を派遣するものとする。 

  ただし、特に緊急のため、要請を待ついとまがないと認め応援隊を派遣した場合は、これ
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を要請に基づく応援とみなすものとする。 

（応援隊の指揮） 

第 7条 応援隊は、受援側の指揮下にはいるものとする。 

（費用負担） 

第 8条 応援出場に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、多額の負担を必

要とする等これによりがたい場合は、当事者間において協議のうえ決定する。 

（改 廃） 

第 9条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行なうものとする。 

（疑義等の決定） 

第 10 条 この協定で定めた事項について疑義があるとき、又はこの協定で定めのない事項で

特に必要のあるときは、協定市町等協議のうえ決定する。 

 

附 則 

1 引田町鳴門市相互応援協定書（昭和 34年 12月 1日締結）は廃止する。 

2 広域消防相互応援協定書（昭和 62年 8月 1日締結）は廃止する。 

3 この協定は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

4 この協定の締結を証するため、本書 3 通を作成し、協定市町等の長が記名押印のうえ各 1

通を保有する。 

 

平成 22年 4月 1日 

 

 

鳴  門  市  長               泉  理  彦  印 

   

  東  か  が  わ  市  長               藤 井 秀 城  印 

 

大川広域行政組合管理者              大 山 茂 樹  印 
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20 徳島飛行場、小松島飛行場周辺における航空 

事故の連絡、調整体制に関する協定 

徳島県知事、徳島県警察本部長、徳島市長、鳴門市長、小松島市長、阿南市長、那賀川町長、

羽ノ浦町長、松茂町長、北島町長、藍住町長、阿南消防組合管理者、板野東部消防組合管理者、

小松島海上保安部長、徳島空港事務所長、高松防衛施設事務局長、徳島教育航空群司令及び小

松島航空隊司令は、徳島飛行場、小松島飛行場周辺において航空事故並びに航空事故に伴う災

害が発生した場合の連絡調整体制について次のとおり協定する。 

第 1章 総    則 

（目   的） 

第 1条 この協定は、徳島飛行場、小松島飛行場周辺において、航空事故並びに航空事故に伴

う災害（以下「航空災害」という。）が発生した場合における関係機関相互の連絡、調整体

制について必要な事項を定め、もって応急救助活動等を適切かつ迅速に実施することを目的

とする。 

 

第 2章 連絡、調整体制 

（関係機関及び連絡先） 

第 2 条 この協定における関係機関とは、徳島県、徳島県警察、徳島市、鳴門市、小松島市、

阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、松茂町、北島町、藍住町、阿南消防組合、板野東部消防組合、

小松島海上保安部、徳島空港事務所、高松防衛施設事務所、徳島教育航空群及び小松島航空

隊をいうものとする。 

2 関係機関総合の連絡、調整先は、別表第 1のとおりとする。 

3 関係機関総合の連絡、調整は、連絡責任者を通じて行うものとする。 

4 関係機関は、連絡責任者に移動（変更）があった場合、速やかに徳島教育航空群連絡責任

者へ通知するものとする。 

5 徳島教育航空群連絡責任者は、前項の通知があった場合、各関係機関に通知するものとす

る。 

（航空災害等発生通報） 

第 3条 航空災害が発生した場合、徳島教育航空群及び小松島航空隊の連絡責任者は、直ちに

災害発生地を管轄する警察、消防又は海上保安部関係機関の連絡責任者に対して通報するも

のとする。 

2 警察、消防又は海上保安部関係機関の連絡責任者は、航空災害に関する情報を入手した場

合は直ちに、徳島教育航空群及び小松島航空隊の連絡責任者に対し通報するものとする。 

3 航空災害発生通報の連絡系統は、別図・連絡、通報系統図のとおりとする。 
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（通報の内容） 

第 4条 前条の通報を行う場合には、次のうち判明した事項について通報するものとする。 

(1) 航空機災害の種類（墜落、不時着、器物落下等） 

(2) 航空災害の発生時刻及び位置 

(3) 当該航空機の特徴（種類、機番号、塗装等） 

(4) 当該航空機の搭載物件の状況（燃焼、弾薬等） 

(5) 乗員及び乗客の状況 

(6) その他判明している事項 

（現場連絡所の設置） 

第 5条 関係機関は、協議のうえ必要に応じ、災害現場における応急救助活動等を調整するた

め、現場連絡所を設置するものとする。 

（応急救助活動等の分担区分） 

第 6条 関係機関は、応急救助活動等の実施に際して、相互の保有機能を効果的に発揮するた

め別表第 2に掲げる分担区分を標準として、調整を図りつつ活動するものとする。 

 

第 3章 雑   則 

（そ の 他） 

第 7 条 この協定に定める以外の事項及びこの協定により難しい事項に関しては、その都度、

関係機関の調整により処理するものとする。 

2 前項にかかわる連携、調整、及び庶務は、徳島教育航空群が行うものとする。 

 

附 則 

1 この協定は、昭和 54年 9月 1日から施行する。 

2 この協定書は、協定当事者が各 1通を保持する。 

 

 徳島県知事 

 

徳島県警察本部長 

 

徳島市長 

 

鳴門市長 
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小松島市長 

 

阿南市長 

 

那賀川町長 

 

羽ノ浦町長 

 

松茂町長 

 

北島町長 

 

藍住町長 

 

阿南消防組合管理者 

 

板野東部消防組合管理者 

 

小松島海上保安部長 

 

徳島空港事務所長 

 

高松防衛施設事務局長 

 

徳島教育航空群司令 

 

小松島航空隊司令 
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別表第 1 

連絡・調整先一覧表 
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別表第 2 

応急救助活動等分担区分 

応急救助 

活 動 等 

 

関係機関 

人  命  救  助 

消火活動 

財 産 保 護 

救助活動 応急手当 
入院 

(輸送、庶務) 

立入制限 

交通規制 
警  備 

 

県 

 

○ ○ ○    

 

市  ･  町 

 

○ ○ ○    

 

警    察 

 

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

消    防 

 

◎ ◎ ◎ ◎ ○  

 

海上保安部 

 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

空港事務所 

 

○ ○ ○    

防 衛 施 設 

事 務 所 
○ ○ ○    

 

海上自衛隊 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 注：1 ◎印は、主務機関を示す。 

   2 ○印は、協力機関を示す。 

   3 海上保安部は、海上における活動に限る。 
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21 徳島空港及びその周辺における 

消火救難活動に関する協定 

徳島空港事務所及び鳴門市長は、徳島空港（以下「空港」という。）及びその周辺における

消火救援活動について、次のとおり協定する。 

（目   的） 

第 1条 この協定は、空港及びその周辺における航空機に関する火災若しくは空港におけるそ

の他の火災又はそれらの発生のおそれのある事態（以下「緊急事態」という。）に際し、徳

島空港事務所（以下「甲」という。）と鳴門市消防本部（以下「乙」という。）が緊密な協力

のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。 

（区   分） 

第 2条 空港における緊急事態の消火救難活動は、甲が第 1次的にこれにあたり、乙は必要に

応じて出動するものとする。 

2 空港周辺における緊急事態の消火救難活動は、乙が第 1 次的にこれにあたり、甲は必要に

応じて出動するものとする。 

（緊急事態の通報） 

第 3条 空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対して速やかに通報するものとし、空

港周辺に緊急事態が発生した場合には、乙は甲に対して速やかに通報するものとする。 

2 前項の通報は、次の事項について電話その他の方法により行う。 

 (1) 緊急事態の種類 

 (2) 航空機の機種及び搭乗人員 

 (3) 緊急事態発生の場所及び時刻 

 (4) 消防隊及び救急隊の到着すべき場所 

 (5) その他必要な事項 

3 通報に応じて出動した機関は、現場に到着したときは、速やかに通報した機関に連絡する

ものとする。 

（費用の負担） 

第 4条 消火救難活動のために要する費用の負担については、別に両者協議して定めるものと

する。 

（調査に対する協力） 

第 5条 甲及び乙が消火救難活動を実施するにあたっては、当該航空機の状態、現場に於ける

痕跡その他火災事故等の調査に必要な資料の保存に留意するものとする。 

（通   報） 

第 6条 甲又は乙が単独で消火救難活動に従事したときは、速やかにそのてん末を相互に通報
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するものとする。 

（訓   練） 

第 7条 甲及び乙は、協議して緊急事態における消火救難活動に対する計画を立案し、総合訓

練を定期的に実施するものとする。 

（資料の交換） 

第 8 条 甲及び乙は、空港に発着する航空機、空港における諸施設、相互の消防機器人員等、

消火救難活動に必要な資料を交換するものとする。 

（そ の 他） 

第 9条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。 

 

 

昭和 45年 12月 1日 

 

  徳島空港事務所 

  空 港 長 

 

  鳴 門 市 長 
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22 徳島県排出油等防除協議会会則 

（目的） 

第1条  この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136

号）第 43条の６第 1項の協議会として，主として徳島県沿岸海域において大量の油又は

有害液体物質が排出した場合の防除活動に必要な事項を協議し、事故に関する情報を共

有しつつ、会員がそれぞれの立場で行う防除活動の調整を実施し、もって排出された油

又は有害液体物質による被害の局限化を図ることを目的とする。 

（協議会の名称） 

第 2条 この協議会の名称を「徳島県排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。）とする。 

（協議会の業務） 

第 3条 協議会は次の業務を行う。 

 (1) 排出油等の防除計画の策定 

 イ 情報の共有化 

 ロ 人員、船艇及び防除資機材等の動員に関する調整 

 ハ 出動船艇相互間の通信連絡 

 ニ その他必要事項 

 (2) 排出油等の防除に必要な設備及び防除資機材等の整備の推進 

 (3) 排出油等の防除活動の連携の推進 

 (4) 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

 (5) 排出油等の防除に関する研修及び訓練の実施 

 (6) その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

 (7) その他排出油等の防除に必要な事項 

（組織） 

第 4条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。 

  2 会長は、徳島海上保安部長をもってあて、会務を総理する。 

  3 副会長は、徳島県危機管理局長をもってあて、会長を補佐する。 

  4 会員は、徳島県沿岸海域において排出油等の防除に関係ある別表に掲げる機関の長又   

はその指定する職員とする。 

（会議） 

第 5条 協議会の会議は、定例会議及び臨時会議とし、会長が招集する。 

  2 定例会議は年 1回開催し、臨時会議は必要がある場合開催する。 

（地区協議会） 

第 6条 協議会の円滑かつ実効ある活動を確保するため、鳴門、徳島、小松島、阿南及び海部

の 5地区に地区協議会をおく。 
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   2 地区協議会は、原則として各地区において排出油等防除に関係ある別表に掲げる機関

の長又はその指定する職員によって構成する。 

   3 地区協議会に、地区会長及び地区副会長を置く。 

   4 地区会長及び地区副会長は、地区内の市、町又は消防機関の中から会長が指名する。 

   5 地区協議会に必要な細則は、別に定める。 

（資料の提出等） 

第 7条 会員は、排出油等の防除に必要な次の資料を年 1回（4月 1日現在）会長へ提出する。 

   ただし、防除能力に大幅な変更又は連絡系統に変更等があった場合には、その都度、会

長へ報告する。 

  ① 設備及び資機材の整備並びに保有状況 

  ② 情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間時の連絡先） 

  ③ その他必要な事項 

   2 会長は、資料を取りまとめ、会員へ配布するとともに、協議会と地理的に隣接する協

議会（以下「隣接協議会」という。）にも配布する。 

（訓練） 

第 8条 排出油等の事故発生時における会員の防除活動を演練するため、毎年 1回以上訓練を

実施する。 

（情報提供） 

第 9条 会長は、大量の油又は有害液体物質の排出があったとき、若しくはそのおそれがある

ときは、別に定める連絡系統により会員に対し、すみやかに事故に関する情報を提供す

るものとする。 

（防除活動等） 

第 10 条 会員は、それぞれの立場に応じて、事前に調整された排出油等の防除活動、二次災       

害防止等の対策を実施するものとする。  

（隣接協議会等との協力） 

第 11条 協議会は、隣接協議会等との「排出油等防除の相互応援に関する協定書」に基づき、

排出油等防除活動に関し相互に協力するものとする。 

（総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第 12 条 会長は、会員による排出油等防除活動が行われる場合、必要に応じて総合調整本部

を設け、情報の共有化を図るとともに、防除活動の調整を行うものとする。 

  2 会長は、必要に応じて、原因者、PI 等の保険機関担当者（保険査定人を含む。）、独立

行政法人海上災害防止センターの職員及びその他防除措置を講ずるために有効であると

認められる者等協議会会員以外の関係者も総合調整本部に参加させることができる。 

（活動状況の連絡） 

第 13 条 会長は、会員及び隣接協議会の会員が出動している場合、その状況に応じて活動状
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況について各会員に連絡する。 

（災害対策本部等との連携） 

第 14 条 前条の総合調整本部は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23条第 1項

に基づく「災害対策本部」又は石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84

号）第 29条第 1項に基づく「石油コンビナート等現地防災本部」等が設置された場合

には、当該本部と密接な連携のもとに活動を行う。 

（経費の求償） 

第 15 条 排出油等の防除活動に要した経費の求償は、それぞれの会員が行うものとし、協議

会は必要に応じて事務が円滑に行われるよう調整を図るものとする。 

（災 害 補 償） 

第 16 条 排出油等防除活動に出動した者が、そのために死亡し、負傷し若しくは疾病し、又

は著しい障害を有することとなった場合における災害補償については、法令に別段の

定めがあるもののほか、当該被災した者が所属する会員（機関）があたるものとする。 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第 17 条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 43条の 6第 2項の規定に

基づき、会員の協議により必要と認める場合は、徳島県沿岸海域に係る同法第 43条の

5 第 1 項の排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し意見を述べることがで

きるものとする。 

（経費） 

第 18 条 協議会の運営に必要な経費は、会員である徳島海上保安本部、徳島県及び市町が負

担する。 

     ただし、会議において定めるところにより、他の会員にも負担させることができる。 

（会計） 

第 19 条 会長は、協議会における毎年度の経費の歳入歳出予算を、その年度の定例会議に提

出し、承認を受けなければならない。 

   2 会長は、経費の歳入歳出の収支決算書、金銭出納簿等を備え、協議会の出納の一切

をこれに登録し、収入支出証拠を保存しなければならない。 

   3 会長は、毎年度末における歳入歳出の収支決算書を調整して、定例会議に提出し、     

会員の承認を受けなければならない。 

（庶務） 

第 20 条 協議会の庶務は、徳島海上保安部において行う。 

 

（協議） 

第 21 条 この会則に疑義が生じた場合又はこの会則に定めがない事項について協議の必要が

ある場合は、その都度協議し決定する。 
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附  則 

 この会則は、平成 9年 7月 14日から施行する。 

改  正 

 平成 10年 9月 1日 

 平成 12年 3月 1日 

 平成 13年 4月 1日 

 平成 16年 6月 28日 

  平成 17年 5月 30日 

 平成 19年 5月 22日 

 平成 20年 6月 13日 

 

 



 58

23 徳島県排出油等防除協議会 運営要領 

1 防除活動の範囲について（第 1条関連） 

  防除活動の範囲は、原則として徳島県沿岸海域とするが、その海域以外で発生した排出油

等についても、徳島県沿岸海域に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合及びそ

の排出油等が発生している隣接協議会等から資機材の動員要請があった場合、会長は、副会

長及び地区会長と協議し対応する。 

2 地区協議会について（第 6条関連） 

  会則第 6 条第 5 項に基づく細則は、別添 1（徳島県排出油等協議会地区協議会細則）のと

おりとする。 

3 資料の提出について（第 7条関連） 

(1) 排出油等防除に必要な施設及び資機材の整備並びに保有状況等に関する資料は、別添 2

により整理するものとし、会員はこの様式により資料の提出を行う。 

(2) 会長は、その他排出油等防除に関する資料が必要と認める場合には、その都度会員に対

し、必要事項の調査及び資料の提出を要請する。 

(3) 会長は、協議会の業務に資するため、隣接協議会から配布された資料についても、これ

を会員に配布する。 

4 訓練について（第 8条関連） 

 (1) 訓練は、会議の承認を得て実施する。 

 (2) 訓練は、原則として 2～3年間に各地区が参加できる訓練とする。 

 (3) 訓練に要する経費については、原則として訓練に参加する機関が個々に負担する。 

5 情報提供について（第 9条関連） 

 (1) 会長は、大量の油若しくは有害液体物質が排出され、又は排出のおそれがある場合に

は、その油（予想量）、排出場所等を関係会員に対し通知する。  

 (2) 情報の通知手段は、別途各地区排出油等防除計画に定めるものとする。 

6 排出油等防除活動の実施について（第 10条関連） 

 (1) 会員がそれぞれの立場で行う排出油等防除活動等は、各会員の能力、権限に応じて、

おおむね次のとおりとする。なお、各会員の実施可能な標準的活動等の内容は、次に参

考掲載する。 

  ① 情報の収集及び伝達 

   イ 事故に関すること 

   ロ 付近海域及び地域に関すること 

   ハ 原因者の措置等のこと 

   ニ その他排出油等防除活動に必要なこと 
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 ② 警戒区域の安全対策 

  イ 警戒区域の設定 

  ロ 火気使用の制限 

  ハ 航行の制限、管制、立入禁止 

  ニ 移動命令、避難命令 

 ③ 広報活動 

  イ 沿岸住民、漁業関係者及び船舶等への広報 

  ロ 報道機関への広報 

 ④ 排出油等防除資材の提供及び輸送 

  オイルフェンス、油処理剤、油吸着剤等の提供及び輸送 

 ⑤ 排出油等防除作業 

  イ 排出源の油等瀬取り等排出防止作業 

  ロ オイルフェンス等の展張作業 

  ハ 油処理剤、油吸着剤等による排出油等の除去作業 

  ニ 油回収船等による排出油等の回収作業 

  ホ 砂浜、構造物等の沿岸及び海岸施設の清掃作業 

 ⑥ 廃棄物等の処理 

  イ 使用済み吸着剤等の処理 

  ロ 回収油等の処理 

 ⑦ 人命救助及び救護作業 

 (2) 防除活動等を行う会員は、使用する資機材の量、出動人員及び船艇名、出動予定時間、

現場到着時間、現場責任者及び連絡手段（携帯電話等）等、排出油等防除活動勢力の把

握に必要な事項を総合調整本部に連絡する。なお、出動勢力等に変更を生じた場合も同

様とする。 

 (3) 防除活動等を行う会員の現場責任者は、総合調整本部と逐次連絡をとり、現場の状況

及び作業の進捗状況を報告するとともに、必要な情報を入手して排出油等防除活動を実

施する。 

    なお、会長は、通信手段を有しない船艇等に対しては、海上保安官等無線機を保有す

る者を同乗させること等により、連絡手段の確保を図る。 

7 総合調整本部の設置等について（第 12条関連） 

(1) 設置場所は、徳島海上保安部又は事故現場に近い適当な事務所等とする。 

(2) 構成は、原則として出動機関の職員及び原因者（防除費用負担義務者）の代表者による

が、必要に応じ、会員以外の者を参画させることができる。 

(3) 総合調整本部では、次の業務を行う。 
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 ① 事故実態の把握及び防除活動に必要な情報の収集･分析・整理 

 ② 排出油等防除活動計画に関する調整 

 ③ 排出油等防除活動の把握、調整、推進及び記録 

 ④ 会員以外の機関等との調整 

 ⑤ 広報に関する事項 

 ⑥ その他必要な事項 

(4) 会長は、総合調整本部を設置したとき、若しくは設置するときは、関係会員等に対し通

知するものとする。 

   情報の通報手段は、別途「各地区排出油等防除計画」に定めるものとする。 

8 経費の求償について（第 15条関連） 

(1) 防除活動を行った会員は、それぞれ当該活動に要した経費を積算し、その算出基礎とな

る資料を添えて原因者（防除費用負担義務者）へ求償する。 

(2) 会長は、防除活動を行った会員行う経費求償について問題が生じた場合、その事務が円

滑に行われるよう調整を図る。 

   この際、会長は前項に定める積算資料等を当該会員に提出させることができる。 

9 会計について（第 19条関連） 

(1) 協議会の経費の会計庶務は、協議会会則第 19 条の規定に準じて、徳島海上保安本部が

行う。 

(2) 上記会計の監査については、小松島地区会長が行い、会長は、収支決算書に同監査の結

果報告書を添えて、定例会議に提出する。 
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24 徳島県排出油等防除協議会地区協議会細則 

 

1 地区協議会の名称は、次のとおりとする。 

 徳島県排出油等防除協議会鳴門地区協議会 

      〃      徳島地区協議会 

      〃      小松島地区協議会 

      〃      阿南地区協議会 

      〃      海部地区協議会 

2 各地区の区域は、次のとおりとする。 

(1) 徳島県排出油等防除協議会 鳴門地区協議会 

   鳴門市消防本部及び板野東部消防組合消防本部の活動区域とする。 

(2) 徳島県排出油等防除協議会 徳島地区協議会 

   徳島市消防局の活動区域とする。 

(3) 徳島県排出油等防除協議会 小松島地区協議会 

   小松島市消防本郡の活動区域とする。 

(4) 徳島県排出油等防除協議会 阿南地区協議会 

   阿南市消防本部の活動区域とする。 

(5) 徳島県排出油等防除協議会 海部地区協議会 

   海部消防組合消防本部の活動区域とする。 

3 地区協議会は、次の業務を行う。 

(1) 地区の実態に即した排出油等防除計画の策定 

(2) 排出油等防除に必要な設備及び資機材の整備・促進 

(3) 排出油等防除に関する訓練の立案及び実施 

(4) 排出油等防除の実施 

(5) 総合調整本部が事故発生時に策定する排出油等防除活動計画に対する助言 

(6) その他排出油等防除に必要な事項 

4 地区会長は地区協議会の業務を統括し、地区副会長はこれを補佐する。 

5 地区協議会の会議は、必要に応じ、地区会長が招集し開催する。 

6 地区協議会の庶務は、主として徳島海上保安部警備救難課で行うが、地区会長となる市町

又は消防機関はこれに協力する。 
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25 徳島県排出油等防除協議会 

    鳴門地区排出油等防除計画 

1 目   的 

 この防除計画は、徳島県排出油等防除協議会地区協議会細則第 3条第 1項に基づき策定す

るもので、鳴門地区協議会活動海域において大量の油又は有害液体物が排出した場合の防除

活動並びに他の地区協議会活動海域等で大量の油又は有害液体物質が排出した場合の応援活

動を円滑かつ実効あるものとし、もって排出油等による被害の局限を図ることを目的とする。 

2 組織及び指揮 

(1) 組織の編成 

 イ 組 織 

   鳴門地区協議会に鳴門地区協議会排出油等防除組織図（図 1）のとおり、「総合調整

本部」、「情報収集班」、「資機材調達班」、「海上防除班」、「沿岸防除班」及び「庶務班」

設置する。 

 ロ 総合調整本部 

  「総合調整本部」は、次の業務を行う。 

  a．排出油等防除活動計画の策定 

  b．排出油等防除活動の総合調整 

  c．隣接地区協議会への応援等の調整 

  d．その他 

 ハ 「情報収集班」は、排出油等の状況に関する情報の収集・分析を行う。 

 ニ 「資機材調達班」は、防除資機材等の確保及び積込み等を行う。 

 ホ 「海上防除班」は、海域における排出油等防除作業を行う。 

 ヘ 「沿岸防除班」は、沿岸漂着油の除去作業を行う。 

 ト 「庶務班」は、広報及び回収油等保管場所の確保等各班業務の支援を行う。 

(2) 情報提供 

 イ 協議会会長は、地区協議会を通じて会員へ情報提供するものとする。 

 ロ 地区会長は、協議会会長から情報提供があった場合、その情報に基づき、速やかに

総合調整本部を開催し、各班班長を通じて、会員はそれぞれの立場に応じて事前に調

整された排出油等の防除活動を実施する。 

3 連絡系統等 

  情報の伝達 

   排出油等に関する情報の伝達は、徳島海上保安部から関係する機関に対し、Ｆネット

（ｉファックス）による一斉同時通信により行うものとする。 
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   なお、必要に応じ、この通報に併せて出動可能な人員及び拠出可能な油防除資機材等

の調査【注】を行う。 

  但し、Ｆネットによる一斉同時通報が不可能となった場合の情報伝達は、図 2（＊「徳

島県排出油等防除協議会情報伝達図」参照）の情報伝達系統によるものとする。 

 【注】・・・出動可能な人員、拠出可能な油防除資機材等の回答様式は、別紙１のとおりと

する。 

4 排出油等防除活動要領 

(1) 初動体制 

 イ 大量の油又は有害液体物質の排出を生じさせた船舶の船長又は油保管施設の管理者

は、法律により速やかに、次の事項を徳島海上保安部へ通報しなければならないこと

となっているが、同事故を認めた会員も、同じく確認できる範囲で通報を行う。 

  a．排出油等の排出のあった日時及び場所 

  b．排出した油等の量及び拡散の状況 

  c．当該船舶の船名、船種、総トン数、船籍港並びに船長及び船舶所有者の氏名・住所

又は当該施設の名称、所在地及び設置者の氏名等。 

  d．当該船舶又は施設の破損状況等 

  e．その他参考事項 

 ロ 通報を受けた徳島海上保安部は、必要に応じ協議会会員に対し、その旨を図 2 の連

絡系統に従い連絡を行うとともに、速やかに巡視船艇及び航空機等により調査・確認

を実施する。 

 ハ 排出油等の状況調査等の結果に基づき、協議会会長から地区会長へ事故に関する情

報の提供があった場合地区会長は速やかに総合調整本部を開催し、防除体制を整える。 

(2) 防除体制 

 イ 防除資機材の確保 

  ① 総合調整本部の調整により出動することとなった会員は、出来る限り速やかに、

表１（＊「徳島県排出油等防除協議会会員油防除資機材等保有量及び供給計画表」

参照）に掲げる防除資機材の内、提供依頼のあった資機材等を提供搬送するととも

に、搬送数量、搬送先及び搬送完了時刻等を「資機材調達班」へ報告する。 

  ② 報告を受けた「資機材調達班」は、前記報告内容等を表２へ記録する。 

 ロ 防除資機材の運搬 

   防除資機材の運搬は、原則として表１（＊「徳島県排出油等防除協議会会員油防除

資機材等保有量及び供給計画表」参照）に掲げる手段により搬送するが、防除資機材

の種類によって搬送手段を有しない会員については、速やかに「資機材調達班」へ連

絡を行い、「資機材調達班」の手配する輸送手段により搬送する。 
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   なお、搬送先は、別紙２－１記載の各地区の搬送先又は資機材調達班班長が指定す

る場所とする。 

 ハ 防除活動 

   排出油等防除活動計画は、別添「排出油防除技法」（省略）等を参考に策定するが、

概ね、次のとおりとする。 

  ① 拡散防止 

    排出油等の拡散防止は、漁船又は作業船等によりオイルフェンスを展張し行う。 

    なお、オイルフェンスの展張方法については、地形及び気象・海象状況等により

決定する。 

  ② 排出油等の回収及び処理 

    排出油等の回収は、海域にあっては巡視船艇、漁船及び作業船等、沿岸部にあっ

ては人海戦術等により、次の手法をもって行う。 

   a．油回収船及び回収機器等による回収 

   b．吸着マットによる回収 

   c．高粘度油回収装置による回収 

   d．ひしゃく等による回収 

   e．油処理剤による処理 

   f．油ゲル化剤による処理 

   g．航走攪拌による処理 

   h．その他 

  ③その他 

   a．排出油等の防除作業に従事する機関は、「海上防除班」又は「沿岸防除班」に対

し、随時、活動状況等を報告する。 

   b．報告を受けた「海上防除班」及び「沿岸防除班」は、防除活動の状況を表３へ記

録する。 

4 そ の 他 

(1) 排出油等防除作業に従事する機関は、現場で防除活動を実施する責任者の連絡先（携帯

電話の番号等）を「海上防除班」又は「沿岸防除班」へ事前に連絡する。 

(2) 別紙２－２記載の各地区の通信手段保有機関は、排出油等防除作業に従事する機関のう

ち通信手段を保有していない機関に対しては、極力、通信手段を有する職員を同行させ

る等の措置を講じる。 
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27 災害時救急緊急出動における 

市医師会協力要請等の要領について 

  

この要領は、救急規程並びに特殊救急業務に関する計画に定める事故が発生し、医師会の協

力を得なければ、その対抗策が困難と判断した時の協力要請手続き及び救急活動等について定

める。 

1 要   請 

 消防長は、災害の状況等から合理的に判断し必要ある場合は、次により医師会長に対し、

口頭又は電話で医師及び看護師の派遣を要請するものとする。 

(1) 事故発生場所 

(2) 事故の状況 

(3) 事故による死傷者の状況 

(4) 医師及び看護師の人員 

(5) その他 

2 医師会の対応 

 医師会は、前項の要請を受けたときは、速やかに消防に協力し、救急活動に当たるものと

する。 

3 車両等手配 

 消防長は、医師会に協力要請したとき、事故現場への医師及び看護師派遣のための車両等

を手配するものとする。 

4 指   揮 

  消防長及び医師会長は、次の分類によりしきをとるものとする。 

(1) 救急処置現場における指揮は、消防長 

(2) 医師及び看護師の行う活動の指揮は、医師会長 

(3) 負傷者の応急手当及び傷病に応じた搬送先については、医師会長と消防長が協議し、消

防長が決定する。 

5 記録及び連絡場所 

(1) 救急業務終了後、消防長は、その記録を医師会に送付する。 

(2) 医師会出動時における救急業務の連絡場所は、医師会長宅及び消防署通信指令室とする。 

6 そ の 他 

 救急活動等必要な事項は、消防長と医師会長が協議し定める。 

   上記のとおり、確認する。 

           昭和 61年 9月 1日 
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鳴門市消防長 

 

                      鳴門市医師会会長 
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28 災害・事故等時の医療救護に関する協定書  

 

鳴門市（以下「甲」という。）と社団法人鳴門市医師会（以下「乙」という。）とは、災害・

事故等（以下「災害等」という。）時における医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

（目的） 

第１条 この協定は、鳴門市地域防災計画に基づき、甲の要請により乙が甲に協力して実施す

る医療救護活動に関して必要な事項を定める。 

（計画） 

第２条 乙は、医療救護活動を円滑に実施するため、甲と協議し、医療救護班の編成、派遣そ

の他医療救護活動の実施に関する災害時医療救護計画を作成し、毎年これに検討を加え、必

要に応じてこれを修正するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により災害時医療救護計画を作成し、又は修正したときは、これを甲に

提出するものとする。 

３ 第１項に規定する医療救護班の構成は、１班当たり原則として次のとおりとする。 

 （１）医 師         １名 

 （２）看護師         ２名 

 （３）連絡要員        １名 

（医療救護活動） 

第３条 甲は、鳴門市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認めた場合

は、乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成、派遣し、医療救護活動を

実施するものとする。 

３ 乙は、前項の規定によるほか、大規模災害時等において情報、通信等の途絶により甲から

の派遣要請がない場合にあっては、自らの判断により医療救護班を派遣することができる。 

４ 乙は、前項の規定により医療救護班を派遣した場合には、速やかに甲にその旨を報告する

ものとする。 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 医療救護班は、甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示する

場所において、医療救護活動を実施するものとする。 

（業務） 

第５条 医療救護班の業務は次のとおりとする。 

 （１）傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務） 

 （２）後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 （３）重症者の応急処置及び中等症者に対する処置 

 （４）転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療 

 （５）助産 

 （６）死亡の確認及び遺体の検案への協力 

 （７）その他医療救護に関すること 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うも

のとする。 

（医薬品の補給等） 

第７条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、医療救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動

が円滑にできる必要な措置を講ずるものとする。 



 76

（医療費等） 

第８条 医療救護所等、第４条に規定する活動場所における患者（被災者）の医療・助産費は

無料とする。 

２ 後方支援施設における医療・助産費は、原則として患者（被災者）負担とする。 

（費用弁償等） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担す

るものとする。 

 （１）医療救護班の編成及び派遣に要する経費 

 （２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合は、その実費 

 （３）医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合の扶助金 

２ 前項に規定する費用弁償等の額については、災害救助法に基づく政令・規則の例によ 

る。 

（調整） 

第１０条 乙は、鳴門市地域防災計画に基づき、甲が行う医療助産対策が円滑に実施されるよ

う、会員に対し必要な調整を行うものとする。 

２ 乙は、会員が自主的に各地域における防災訓練等に参加するよう、指導するものとする。 

（求償権） 

第１１条 第８条及び第９条の規定は、災害等の発生に係る責任者（債務者）に対する求償権

を放棄するものではない。 

(細則) 

第１２条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第１３条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（期間） 

第１４条 この協定の有効期間は、平成２５年２月１日から平成３０年１月３１日までとする。

ただし、期間満了の１か月前までに、いずれも相手方に対し当協定の破棄の通知がなされな

いときは、期間満了翌日から向こう５年間更新するものとし、以後満了のときも同様とする。 

 

この協定の締結を証するため本協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上各自その 

１通を保有するものとする。 

 

 

平成２５年２月１日 

 

 

甲  鳴門市 

                       鳴門市長   泉  理 彦 

 

 

                    乙  鳴門市撫養町南浜字東浜４３５番地 

        社団法人  鳴門市医師会 

                       会長    福  田  徹  夫 
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29 クレーン車の応援協定書 

 鳴門市（以下「甲」という。）と会社（以下「乙」という。）は、災害時における甲の行う消

防活動に係るクレーン車の出動に関して次のとおり協定する。 

1 火災その他の災害の発生に因り甲が乙に対してクレーン車の出動を要請した場合は乙はこ

れに協力するものとする。 

2 前項の要請は甲の消防機関の長（以下「丙」という。）が行うものとし、乙は丙の指示に従

い速やかに出動するものとする。 

3 丙は出動の要請をするに当たっては車両台数及び人員等その他必要事項を乙に通報するも

のとする。 

4 応援隊の出動による費用は、甲が負担するものし、その金額は甲と乙が協議して定める。 

5 乙は前項に定める費用を出動があった日から30日以内に甲の指定する方法により甲に請求

するものとする。 

6 甲は前項の定めによる請求を受けたときは、遅滞なく甲の指定する方法において支払うも

のとする。 

7 甲は乙の災害現場活動について、乙の意見を参考にするものとし、活動中の事故について

は甲が責任を負うものとする。 

ただし、乙のクレーン車の運行及び操作上の過失により甲又は第三者に損害を与えたとき

はこの限りではない。 

8 前項本文の規程にかかわらず応援隊員が応援のため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り又は応援による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、甲

の消防団員等公務災害補償条例（昭和 41年条例第 29条）を適用し処理するものとする。 

9 この協定は、甲、乙いずれかの 1ヵ月前からの申し出により解除することができる。 

10 乙は、この協定による応援が災害における人命身体等に影響があるため、クレーン操作に

ついては特に注意をはらわなければならない。 

11 乙は、応急作業終了後、速やかに出動票（各事業所備えつけの作業日報をいう。）を甲に

提出し、承認を求めるものとする。 
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 この協定書の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自 1通ずつ保

有するものとする。 

  平成元年 12月 4日 

      甲  鳴門市撫養町南浜字東浜 170番地 

          鳴門市 

          上記代表者 鳴門市長 

 

      乙  鳴門市瀬戸町明神字越浦 9－41 

          鳴門クレーン株式会社 

          代表取締役 坂 東 良 子 

 

         鳴門市撫養町南浜字大工野 48－1 

          鳴門貨物自動車株式会社 

          代表取締役 南  元 

 

         鳴門市撫養町小桑島字前浜 

          三和陸運株式会社 

          代表取締役 原     彌 

 

         鳴門市大麻町三俣字津久田 61番地の 1 

          宮崎基礎建設株式会社 

          代表取締役 宮 崎 廣 一 

 

         鳴門市撫養町小桑島 

          三原クレーン 

          三 原 満 雄 
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30 大規模災害時における水道の応急復旧に関する協定書 

 

鳴門市企業局（以下「甲」という。）は、鳴門市水道指定業者協同組合（以下「乙」という。）

とは、大規模災害時における水道の応急復旧（以下「応急活動」という。）に関し、次のとお

り協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、鳴門市地域防災計画に基づき、大規模災害時に水道の断減水等の被害を

早期に協力して実施する応急活動に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、大規模災害の発生状況により、応急活動に乙の応援が必要と認めたときは、乙

に対し復旧班の派遣を要請することができる。 

（協力） 

第３条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに復旧班を編成し応急活動に協力するもの

とする。 

（事前準備） 

第４条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに対処するため、事前に応急活動時の動員

体制を確立するとともに、応急活動に係る乙及び乙の組合員の資機材の保有状況等を把握し

ておくものとする。 

（指揮） 

第５条 応急活動に係る現場指揮及び連絡調整に関しては、甲が行うものとする。 

（費用弁償等） 

第６条 甲の要請に基づき、乙及び乙の組合員が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、

甲が負担するものとする。 

  （１）応急活動用車両等機械の借上費 

  （２）輸送費及び人件費 

  （３）応急活動に使用した乙及び乙の組合員の保有する資機材 

  （４）その他応急活動に欠かす事のできない経費 

（契約及び支払） 

第７条 応急活動に係る請負契約は、甲と乙及び乙の組合員との間で締結するものとする。 

２ 応急活動に要する経費は、乙が応急活動に参加した乙の組合員を集約のうえ、一括して

請求事務を執り行うものとする。 

３ 応急活動に要する経費の算定については、甲の積算基準に基づき、算出した額とする。 

（労災補償・損害賠償） 

第８条 応急活動において、乙の組合員及びその従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡

した場合は、乙の組合員の労災保険により補償するものとする。 

２ 応急活動により、第三者に損害を与えた場合は、甲、乙協議のうえ対処するものとする。 
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（共同訓練） 

第９条 甲及び乙は、この協定の目的を達成するため、必要に応じ共同訓練を実施するもの

とする。 

（協議） 

第 10条 この協定に疑義を生じた場合及びこの協定にさだめのない事項については、その都

度甲、乙協議のうえ決定するものとする。 

（施行日） 

第 11条 この協定は、平成２０年４月１６日から施行する。 

 

上記協定の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自一通を保有す

る。 

平成２０年４月１６日 

 

 

 

甲 鳴門市 

 

鳴門市企業局長  植良 敏彦  

 

 

 

乙 鳴門市撫養町大桑島字滑岩浜３５－９ 

 
        鳴門市水道指定業者協同組合 

             理事長 開発 英之 



公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震、異常渇水等による災害において、速やかに被災都市の給水能

力を回復できるように、公益社団法人日本水道協会（以下、「日本水道協会」という。）

中国四国地方支部（以下、「地方支部」という。）の正会員相互間で行う応援活動につい

て、必要な事項を定める。 

 

 （相互応援体制） 

第２条 地方支部内に前条に規定する災害が発生した場合は、各都市は、被災都市の応急

給水、応急復旧等に全面的に協力するものとする。日本水道協会本部から要請があった

場合も、同様とする。 

２ 地方支部長都市が被災した場合には、各県支部長都市で協議し、相互応援体制を確立

するものとする。 

 

 （応援要請の方法） 

第３条 応援要請の手順は、次の各号に定めるところによる。 

 ⑴ 応援を要請しようとする被災都市（以下「応援要請都市」という。）は、県支部長都

市へ応援を要請する。 

 ⑵ 県支部長都市は、県支部内の他の都市に応援を要請し、さらに必要と認めるときは、

地方支部長都市へ応援を要請する。 

 ⑶ 地方支部長都市は、前号の応援要請を受けた場合、地方支部内の他の県支部長都市

に応援を要請し、さらに必要と認めるときは、日本水道協会本部へ応援を要請する。 

２ 応援要請は、応援要請都市が、次の事項を明らかにして、口頭又は電話、電信、無線

等により県支部長都市へ行う。 

 ⑴ 災害の状況 

 ⑵ 必要とする資器材、物資等の品目及び数量 

 ⑶ 必要とする職員の職種別人員 
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 ⑷ 応援の場所及び応援場所への経路 

 ⑸ 応援の期間 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

３ 応援要請都市は、県支部長都市又は地方支部長都市から応援要請を受けた都市（以下

「応援都市」という。）に対し、後日、速やかに応援要請文書を送付するものとする。 

 

 （事務局の設置） 

第４条 地方支部長都市及び県支部長都市に、あらかじめ事務局を設置する。事務局の役

割は、それぞれ次のとおりとする。 

 ⑴ 地方支部応援事務局 

  ア 被災状況の把握及び応援要否の確認 

  イ 県をまたがる場合の応援派遣についての調整 

 ⑵ 県支部応援事務局 

  ア 被災状況の把握及び応援要否の確認 

  イ 応援派遣についての調整 

 

 （応援要員の派遣） 

第５条 応援都市は、直ちに応援体制を整え応援要請都市に協力するものとする。 

２ 応援都市は、応援要員を派遣するときは、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、

衣類、食料その他日用品のほか野外で宿営できるようにテント、寝袋、携帯電灯、カメ

ラ、携帯電話その他必要な備品を携帯させる。 

３ 派遣応援要員は、応援要請都市の指示に従って作業に従事する。 

４ 派遣応援要員は、応援都市名を表示した腕章等を着用する。 

 

 （応援内容） 

第６条 各都市が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

 ⑴ 応急給水活動 

 ⑵ 応急復旧活動 
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 ⑶ 応急復旧用資機材の提供 

 ⑷ 工事業者の斡旋 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

 

 （応援要員の受入体制の整備） 

第７条 各都市は、災害時における応急給水作業及び応急復旧作業を迅速かつ適切に遂行

するため、平常時から、受入体制を確立しておくものとする。 

２ 応急給水作業及び応急復旧作業を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、県支部

長都市は、応援要員の宿泊施設及び応援車両の集合場所等の調整を行う。 

 

 （費用負担） 

第８条 第６条の規定に掲げる応援に要した経費は、応援要員に係わる人件費等を除くほ

か、原則として応援要請都市が負担するものとする。 

２ 法令上の特別の定めその他の特別の措置により、応援都市に対して、応援に要した経

費につき補填があった場合は、その金額を前項の規定による応援要請都市の負担額から

控除するものとする。 

３ 応援都市の職員の派遣に要する旅費、諸手当は、応援都市の諸規定に基づき、応援要

請都市が支弁するものとする。 

４ 応援都市の職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における

災害補償は、応援都市の負担とする。ただし、応援要請都市において応急治療する場合

の治療費は、応援要請都市の負担とする。 

５ 応援都市の職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務の

従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復途中に生じたも

のについては応援都市が、それぞれの賠償の責に任ずるものとする。 

６ 応援都市の職員と共に応援に従事する管工事業者等の派遣に要する経費は、応援要請

都市が応援都市の算定基準により支弁するものとする。 

 

 （立替支弁） 
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第９条 応援都市は、応援要請都市が前条第１項に規定する経費を支弁するいとまがない

場合は、一時立替支弁するものとし、次の各号に定めるところにより算出した額につい

て応援要請都市に請求するものとする。 

 ⑴ 物資については、当該物資の購入費及び輸送費に相当する額 

 ⑵ 車両類については、燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する額 

 ⑶ 機械器具等については、輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する

額 

 

 （防災関係物資等の情報交換） 

第 10条 防災関係物資等の調査は、次に掲げる様式により毎年６月末日までに行うものと

する。 

 ⑴ 第４条の規定に定める事務局の連絡担当部課、連絡担当責任者及び補助者に関する

情報の交換については、災害時連絡表（様式１）による。 

 ⑵ 防災関係物資等の備蓄状況については、防災関係物資等の備蓄状況調査表（様式２）

による。 

 

 （補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度、地方支部長都市

及び県支部長都市が協議して定める。 

 

 

 

   附  則 

１ この要綱は、公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部規則実施の日から施行する。 

２ 日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱は、公益社団法人日本水道協会中国

四国地方支部規則実施日の前日をもって廃止する。 
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様式１（第１０条関係） 

災 害 時 連 絡 表 

〇 〇 〇 支 部 事 務 局 

補 職 名 氏 名 電 話 

連絡担当責任者 

総 務 担 当 課 長 

（       ） 

 

勤務先電話 

ＦＡＸ 

自宅電話 

携帯電話 

 

 

 

 

総 務 担 当 係 長 

（       ） 
 

勤務先電話 

自宅電話 

携帯電話 

 

 

 

防 災 担 当 者 

（       ） 
 

勤務先電話 

自宅電話 

携帯電話 

 

 

 

備 考  
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様式２（第１０条関係） 

防 災 関 係 物 資 等 の 備 蓄 状 況 調 査 表 

（平成 年度末現在） 

                              ○ ○ 県 支 部 

項 目 内 容 保有数量 初期応援可能数 備 考 

車 両 

給 水 車  （   ｍ３） 台 台  

給 水 車  （   ｍ３） 台 台  

ト ラ ッ ク 台 台  

ク レ ー ン 車 台 台  

そ の 他    

給 水 容 器 

仮設水槽   （   ｍ３） 基 基  

仮設水槽   （   ｍ３） 基 基  

給水タンク(1,500ℓ～   ) 基 基  

給水タンク(1,000 ～1,499ℓ) 基 基  

給水タンク(        ～999ℓ) 基 基  

ポリ容器 (    5～30ℓ) 個 個  

ポリ容器 (     ～20ℓ) 個 個 ポリ袋 

そ の 他    

機 材 

応 急 給 水 装 置 基 基  

ろ 過 機 台 台  

発 電 機 台 台  

投 光 機 個 個  

鉄 管 切 断 機 台 台  

電 動 ネ ジ 切 機 台 台  

そ の 他    

管 類 

直    管（   ㎜） ｍ ｍ  

直    管（   ㎜） ｍ ｍ  

直    管（   ㎜） ｍ ｍ  

継 手 類 個 個  

缶 詰 
水 の 缶 詰 缶 缶  

食 糧 缶 缶  

そ の 他 
    

    

注 その他の欄には、特殊管、緊急用資材等の状況を記入してください。 

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
86



Administrator
タイプライターテキスト
87

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
32

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
88



Administrator
タイプライターテキスト
89

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



Administrator
タイプライターテキスト
90

Administrator
タイプライターテキスト



Administrator
タイプライターテキスト
91



Administrator
タイプライターテキスト
92

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



 93

33 災害時の協力に関する協定書 

 

 鳴門市（以下「甲」という。）と鳴門建設業協会（以下「乙」という。）は、災害時における

各種協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、鳴門市内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、鳴門市地域防災計

画に基づき、甲が実施する災害応急対策への乙の協力を円滑に実施することを目的とする。 

（協力の内容） 

第２条 鳴門市内で大規模な災害が発生した場合において、甲から乙に対し協力の要請があっ

たときは、乙は甲に対し次の各号に掲げる内容により協力を行うものとする。 

（１）被災情報の収集、整理、提供 

（２）甲が管理する道路、河川、下水道及び建築物等（以下「公共施設」という。）の機能確

保等、緊急を要する公共施設の応急復旧作業 

（３）緊急を要する建設資機材の調達及び輸送 

（４）技術者の確保及び派遣 

（５）その他甲が必要と認める応急復旧作業 

（事前措置） 

第３条 乙は、甲の要請に対し速やかに対応するため、次の各号に掲げる事項について事前措

置を行うものとする。 

（１）組織内の支援体制の整備 

（２）会員等からの情報収集体制の整備 

（３）出動可能な建設資機材及び技術者等についての実態把握 

（要請の方法） 

第４条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、要請する活動の内容、日時、場所及びその

他必要な事項を明らかにし、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口

頭等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（完了の報告） 

第５条 乙は、第２条に定める協力要請に基づく活動（以下「支援活動」という。）を完了し

たときは、甲に対して文書により次の事項について報告するものとする。ただし、文書をも

って報告する暇がないときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（１）支援活動に従事した人員数や支援に要した建設資機材の内訳 

（２）支援活動の内容、期間及び場所 

（３）その他必要事項 
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（経費の負担） 

第６条 乙が支援活動に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正価格を基準

として、甲乙協議して定めるものとする。 

３ 情報提供等の出動を伴わない支援活動については、無償を基本とする。 

（損害の負担） 

第７条 乙の支援活動の際に生じた損害については、その賠償の責について甲乙協議して定め

るものとする。 

（経費の請求） 

第８条 乙は、支援活動終了後、当該作業に要した実費を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとす

る。 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年とする。ただし、有効期間満了日の１

か月前までに、甲乙のいずれかから申し出がない場合は、期間満了日の翌日からさらに１年

間更新されるものとし、以降も同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとす

る。 

（施行） 

第１１条 この協定は、平成２５年 ２月 ７日から施行する。 

 

 この協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

   平成２５年 ２月 ７日  

 

               甲   徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 

                   鳴門市 

 

                   鳴門市長  泉    理 彦 

 

 

               乙   徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚４３番地 

                   鳴門建設業協会 

 

                   会長    荒 川  浩 児  
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34 災害時の協力に関する協定書 

 
鳴門市（以下「甲」という。）と四国電力株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る各種協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、鳴門市内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条  

第１号に定める災害（以下「災害」という。）発生に伴い、大規模な停電が発生した場合におい

て、双方が緊密な連携を保ち、市民の生活を維持するとともに安全を確保するため、電力の迅

速かつ円滑な復旧を図ることを目的とする。 
 
（災害情報の提供） 
第２条 甲及び乙は、鳴門市内で災害が発生した場合、相互に迅速な災害情報の提供に努める  

ものとする。 
 
（電力の復旧） 
第３条 乙は、災害により鳴門市内で大規模な停電が発生した場合、乙の供給管轄区域内の被害

状況を総合的に判断したうえで、優先順位を見極めながら防災拠点施設及び避難所等への電力

復旧を可能な限り優先して実施するものとする。 
２ 前項の電力復旧における電源車等の使用については、乙の判断によるものとする。 
 
（復旧作業に対する協力） 
第４条 甲は、災害により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の電力復旧作業に支障をきた

した場合、当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 
２ 乙が電力復旧のための仮設電柱その他電力供給設備を新たに市道内へ道路占用申請する場合

において、甲は、道路法その他関係法令に反しない範囲において道路占用許可手続を簡素合理

化するよう努めるものとする。 
３ 甲は、電力の復旧作業に必要な資材置場、電源車の駐車場等の確保について、乙から甲の所

有する施設、駐車場等の使用について要請があった場合は、これに協力するよう努めるものと

する。 
 
（有効期間） 
第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年とする。ただし、有効期間満了日の   

１か月前までに、甲乙いずれかから申し出がない場合は、この協定は期間満了日の翌日から  

さらに１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 
 
（占用料の取扱い） 
第６条 この協定に基づき、乙が電力復旧のために甲が管理する土地及び道路等へ設置する仮設

電柱等の占用料については、全額免除するものとする。 
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（その他） 
第７条 本協定に定めのない事項又は本協定の定めについて疑義が生じた場合は、その都度、   

甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 
本協定締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自１通を保有する。 

 
 

平成２５年６月２４日 
 
 

甲 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 
  鳴門市 

鳴門市長        泉    理 彦 
 

乙 徳島県徳島市寺島本町東２丁目２９番地 
四国電力株式会社 徳島支店 

常務執行役員支店長   岡 川  和 彰   
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35 災害時における応急生活物資の供給に関する協定書 

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、鳴門市内に地震・風水害その他による災害（武力攻撃災害及び緊 

急対処事態における災害を含む。）が発生した場合（以下「災害時」という。）に、被 

災者等に対して行う応急生活物資の供給に関して、鳴門市（以下「甲」という。）と 一

般社団法人徳島県エルピーガス協会鳴門地区会（以下「乙」という。）との協力事 項

について定めるものとする。 
 
（協力事項の発動） 
第２条 この協定で定める災害時の協力事項は、原則として甲が対策本部（「災害対策 

本部」、「国民保護対策本部」及び「緊急対処事態対策本部」をいう。）を設置し、乙 

に対して協力要請を行ったときに発動する。 
 
（応急生活物資供給の協力実施） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急生活物資の優先供給 

及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。 
 
（対象となる応急生活物資） 
第４条 この協定の対象となる応急生活物資は、原則として別記１のとおりとする。 
 
（要請手続及び連絡責任者） 
第５条 この協定による協力要請手続は、原則として文書で行うものとする。ただし、 

緊急を要するときは、口頭又は電話等により協力要請手続を行うことができるものと 

し、事後に文書を提出するものとする。 
２ この協定に関する連絡責任者は、甲においては危機管理課長、乙においては地区長 

とする。 
 
（費用等の負担） 
第６条 第３条により乙が供給した応急生活物資の費用負担区分は、原則として別記２ 

のとおりとする。 
２ 前項における甲が負担する費用は、災害時直前の適正なそれぞれの価格を基準にし 

て、甲乙協議の上価格を決定し、算定をするものとする。 
 
（設置場所の指定及び確認等） 
第７条 甲は、乙が応急生活物資の供給及び運搬をしたときは、速やかにその設置場所 

を乙に指定し、設置後その確認を行い、乙からその引渡しを受けるものとする。 
 
（支援体制の整備） 
第８条 乙は、一般社団法人徳島県エルピーガス協会の本部及び他地区会との連携を強 

化し、甲の要請に応じるよう体制の整備に努めるものとする。 
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（協議） 
第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、 

その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、協定締結後１年間とし、甲乙双方又は何れか一方か 

らの何らかの意思表示がない場合は、更に１年間更新されたものとし、その後もまた 同

様とする。 
 
       
 
    この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ 

の１通を保有するものとする。 
 
 
 
 
   平成２５年１２月１６日 
 
 
 
                        甲  鳴門市 
                              鳴門市長     泉    理 彦     

     
 
 
                       乙   一般社団法人徳島県エルピーガス協会鳴門地区会 
                                地区長             綾 野  哲 也    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 
 

別記 １ 
 応急生活物資  
 １ ＬＰガス及び容器 
 ２ 燃焼器具（３重巻鋳物コンロ） 
 ３ その他供給に必要な設備一式 
 
別記２ 
 費用の負担区分 
 １ 甲が負担する費用 
 （１）ＬＰガスの費用 
 （２）燃焼器具（３重巻鋳物コンロ） 
 （３）単段調整器の費用 
 ２ 乙が負担する費用 
 （１）配送費用 
 （２）取付け費用 
 （３）その他甲が負担する費用以外の費用 
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36 災害時における避難施設の 

被災建築物応急危険度判定の協力に関する協定書 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における避難施設の被災建築物応急危険度判定に関し、鳴門

市（以下「甲」という。）が公益社団法人徳島県建築士会鳴門地域会（以下「乙」という。）

に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、「判定士」とは、徳島県地震被災建築物応急危険度判定士資格

認定制度要綱（平成７年１１月１日施行）第１に定める徳島県地震被災建築物応急危険

度判定士をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 この協定による協力要請手続は、原則として、文書によるものとする。ただし、

緊急を要するときは、口頭等によって協力を要請し、事後に文書を提出するものとする。 

２ 鳴門市で震度６弱以上の地震が発生した場合は、甲から乙に対して協力要請を行った

とみなすものとする。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による協力要請があったときは、速やかにその要請に応えるも

のとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は、この協定に基づく応急危険度判定を実施したときは、次に掲げる事項につ

いて、甲に文書で報告するものとする。 

(1) 応急危険度判定の結果 

(2) 応急危険度判定に従事した人員ごとの従事時間 

(3) 応急危険度判定従事中に知り得た災害情報 

(4) その他必要な事項 

 

（協力のための準備） 

第６条 乙は、平常時において、判定士に該当する会員に対して甲からの要請内容を円滑

に伝達させるための連絡系統（以下「連絡網」という。）の整備を行い、地震災害時に備

えるものとする。 

２ 乙は、甲の求めに応じて、前項の規定による連絡網を提出するものとする。 

３ 乙は、あらかじめ、この協定に基づく応急危険度判定に従事する判定士の登録番号、

氏名、連絡先（住所、電話番号）等を記載した名簿を作成し、甲に提出するものとする。 
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（支援体制の整備） 

第７条 公益社団法人徳島県建築士会（以下「丙」という。）は、乙を支援し、乙が甲の要

請に応じられるよう支援体制の整備に努めるものとする。 

 

（訓練への協力） 

第８条 甲が、訓練のために判定士に連絡を行う必要があるときは、乙及び丙は可能な限

りこれに協力するものとする。 

２ 乙及び丙が訓練を行うときは、甲は可能な限りこれに協力するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。た

だし、期間満了の日の１ヶ月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは自動的に

１年延長され、以降同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

（適用） 

第１１条 この協定は、協定締結の日から発効する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

  平成２６年１２月２６日 

 

               甲 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜 170 

                 鳴門市長   泉  理 彦 

  

乙 鳴門市撫養町斎田字西発 6 の 3 

友枝建築事務所内 

公益社団法人 徳島県建築士会鳴門地域会 

地域会長   友 枝 幹 雄 

 

                丙 徳島県徳島市富田浜 2 丁目 10 番地 

                              公益社団法人徳島県建築士会 

                   会   長    佐 藤 幸 好 
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37 鳴門市と株式会社テレビ鳴門との防災に関する 

包括的連携協定書 

 
 

鳴門市（以下「甲」という。）と株式会社テレビ鳴門（以下「乙」という。）

とは、防災に関する連携協力について協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、甲の区域において発生する自然災害等に関し、甲及び乙

が住民の安全・安心の確保に寄与するために取り組むことが可能な案件につ

いて、相互に連携し協力することを目的とする。 
 
（連携事項） 
第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携して

取り組むこととする。 
 （１）住民に提供する防災・避難情報に関すること。 
 （２）その他本協定の目的に沿うこと。 
 
（個別案件） 
第３条 甲及び乙は、本協定に基づき、個別の案件について連携して取り組む

ことに合意したときは、双方の役割など必要となる事項を協議のうえ、別に

定めるものとする。 
 
（協定の有効期間） 
第４条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日ま

でとする。ただし、期間満了の１か月前までに甲及び乙のいずれからも協定

の延長をしない旨の意思表示がない場合には、この協定の有効期間は１年間

延長されたものとし、以後もまた同様とする。 
 

（その他） 
第５条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じ

た場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。 
 
本協定の締結の証として、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 

その１通を保有するものとする。 
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 平成２７年１２月 １日 
 
  
 
           甲  鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 
 

鳴門市 
 
                鳴 門 市 長    泉  理 彦 
 
 
 
           乙  鳴門市撫養町立岩字四枚７４番地 
 
                株式会社テレビ鳴門 
 
                  代表取締役社長 井 川  哲 
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38 鳴門市と株式会社テレビ鳴門との防災に関する 

包括的連携協定書実施事項（災害等における緊急放送） 
 
 
（目的） 
第１条 この実施事項は、「鳴門市と株式会社テレビ鳴門との防災に関する包括

的連携協定書」第３条の規定に基づき、鳴門市（以下「甲」という。）と株式

会社テレビ鳴門（以下「乙」という。）が実施する災害等における緊急放送に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 
（緊急放送） 
第２条 甲は、台風等による自然災害その他市民の安全・安心の確保に重大な

影響をもたらす事象により、住民の避難行動が必要となる事案が発生した場

合又はその発生が予想される場合、避難情報等の緊急情報を乙に提供するこ

とにより、乙は、当該情報を自社の放送設備を使用し、L 字型画面と呼ばれる

画像手法を用いてテレビ鳴門番組視聴者へ提供するものとする。 
 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、前条に基づく緊急放送の実施を電話等により乙に要請するもの

とする。ただし、緊急を要するとき、又は全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

で配信される緊急情報の放送についてはこの限りでない。 

 

（提供する情報） 

第４条 甲から乙に提供する緊急情報の種類は、別表１のとおりとする。 

 

 (協力体制) 
第５条 甲及び乙は、この実施事項が円滑に行われるよう、必要に応じ情報交換

を行うものとする。 
 
（費用負担） 
第６条 乙の放送設備の維持及び甲が要請した緊急情報の放送にかかる費用は、

乙の負担とする。 
 
（改正） 
第７条 この実施事項は、甲及び乙の発議により、双方協議のうえ改正すること

ができる。 
 
（有効期間） 
第８条 この実施事項の有効期間は、実施事項締結の日から平成２８年３月３

１日までとする。ただし、期間満了の１か月前までに甲及び乙のいずれから

も実施事項の延長をしない旨の意思表示がない場合には、この実施事項の有

効期間は１年間延長されたものとし、以後もまた同様とする。 
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（協議) 
第９条 この実施事項に定めのない事項が生じた場合又は内容に解釈の疑義が

生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。 
 
本実施事項の締結の証として、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。  
 
  

平成２７年１２月 １日 
 

 
 

甲  鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 
 

鳴門市 
 

鳴 門 市 長   泉  理 彦 
 

 
 

乙  鳴門市撫養町立岩字四枚７４番地 
 

株式会社テレビ鳴門 
 

代表取締役社長  井 川  哲 
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別表１（第４条関係）  

 
 
 
 
 
 
 

             
  

甲が乙に対して提供する緊急情報  
 
① 大津波警報  

  ② 津波警報  
  ③ 国民保護に関する情報  
   ・弾道ミサイル情報  
   ・ゲリラ・特殊部隊攻撃情報  
   ・航空攻撃情報  
   ・大規模テロ情報 

④ 特別警報  
 ⑤ 避難指示に関すること  

  ⑥ 避難勧告に関すること 
  ⑦ 避難準備情報に関すること 

 ⑧ その他緊急に送信する必要があると判断される緊急情報  
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39 鳴門市災害対策本部各支部一覧表 

支部名 支部設置場所 住所 連絡先 

木津 木津元村集会所 撫養町木津 1123-2 － 

中央 市民会館 撫養町南浜字東浜 170 － 

黒崎 黒崎集会所 撫養町黒崎字清水 52-1 － 

桑島 鳴門市立図書館 撫養町大桑島字蛭子山 11 685-0255 

川東 川東公民館 撫養町立岩字内田 63-2 685-0923 

里浦 里浦公民館 里浦町里浦字花面 535-2 685-2275 

鳴門東 
鳴門東地区 
コミュニティセンター  

鳴門町土佐泊浦字脇口 23-3 687-0993 

鳴門西 鳴門公民館 鳴門町高島字北 86 687-1528 

瀬戸 瀬戸公民館 瀬戸町堂浦字地廻り壱 86-4 688-0485 

大津 大津中央公民館 大津町大代 679-2 686-5569 

北灘 旧北灘中学校 北灘町大浦字東浦 75 682-0012 

堀江 堀江公民館 大麻町大谷字道の上 24 689-0040 

板東 板東公民館 大麻町板東字宝蔵 103-1 689-3360 

 



１．降水量、地震発生回数

年
月

※ 有感地震回数については、以下に設置の震度計で観測した回数。

鳴門市撫養町南浜字東浜（気象庁設置　1996.4.1 観測開始）

鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下（防災科学技術研究所設置　2004.11.1 観測開始）

※ 有感地震回数については、徳島地方気象台より資料提供。降水量については、鳴門市消

防年報を参照。

116.0

156.5

26.0

0.0

68.038.020.0

79.0

67.022.597.0

66.0

25.039.523.0

36.0 64.0 52.5

40.0 67.0 84.5

51.5 305.0 190.5

1594.5

89.0

67.5

534.0231.0

633.0

113.564.0142.5

1

0

0

1

5

平成27年

0

1

0

0

0

1

1

0

平成23年 平成24年 平成25年 平成27年

種別 降水量

項目 雨量（mm）

平成26年

地震

有感地震（回）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

1

2 24.5 1 0 0 0

65.0

134.0 2 0 0 1

1 1 0 0

86.5 1 0 4 1

40.0 2 0 0 0

109.0 1 0 099.5

0

0

287.5 2 0 1 0

2

0

99.0 154.0 216.0 11.0 2 1 1 0

64.5

222.5

265.0

27.5 78.5 80.0 169.0 1 0

094.5 2

14 3 8

146.5 0 0 0

40　過去5年間の気象状況

計 935.0 1295.5 1470.0 1462.0

1

23.0 63.5 107.0 265.5

5

0 1 0 0

50.0 41.5 123.5 1
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２．気象注意報等発表回数
　　　　　　　年

　種別
強風注意報 72 69 62 55 54
波浪注意報 70 68 54 33 38
霜注意報 7 9 5 6 8
風雪注意報 3 3 1 2 1
洪水注意報 29 27 28 31 23
濃霧注意報 18 13 8 6 9
高潮注意報 2 3 0 3 3
乾燥注意報 26 25 33 25 31
大雨注意報 29 27 28 29 23
雷注意報 84 83 83 84 85
大雪注意報 1 2 0 5 23
低温注意報 1 1 0 0 0
なだれ注意報 0 0 0 0 0
津波注意報 2 3 1 0 1
着雪注意報 1 0 0 2 0
竜巻注意報 9 0 0 0 0

計 354 333 303 281 299

３．気象警報報発表回数
　　　　　　　年

　種別
暴風警報 2 2 0 3 1
大雨警報 4 6 2 7 3
波浪警報 2 1 0 3 1
洪水警報 4 6 3 7 3
津波警報 1 0 0 0 0
高潮警報 1 0 0 0 1
大津波警報 1 0 0 0 0

計 15 15 5 20 9

※上記回数は二次細分区域の「徳島・鳴門」に発表された回数を示す。

※気象注意報、警報発表回数については、鳴門市消防年報を参照。

平成27年

平成27年

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要

684 天武 M8.4 土佐その他 山くずれ、河湧き家屋社寺等の破壊、人畜の死傷

11.11 13 南海・東海・ 多く、津波襲来、土佐の船多数沈没。土佐で田園
西海諸道 約12m海中に沈む。

887 仁和 M8.6 五幾・七道 京都の民家官庁の倒壊多く、圧死者多数。津波襲
8.26 3 来し、摂津で被害最大、余震が8月末まで続いた。

1099 承徳 M8.0 幾内 興福寺西金堂倒れ、大門が倒れた。土佐で田千余
2.22 3 町皆海底に沈む。

1361 正平 M8.4 幾内・土佐・ 山城、摂津より紀州熊野に至る諸堂倒壊破損多かっ
8.3 16 　阿波 た。津波被害は摂津、土佐、阿波で多く、阿波雪

湊で流出1,700戸、流死60人余、余震多数。

1605 慶長 M7.9 東海、南海、 震害の記録としては、淡路島、安坂村、千光寺で

2.3 9 西 海 諸 道 諸堂倒れ仏像が飛散る。津波は、犬吠岬より九州
(慶長地震) に至り、八丈島で死57人、三崎で溺者153人、浜名

湖付近の橋本で100戸中80戸流出し、死多く、紀州
西岸広村で1,700戸中700戸流出。阿波の鞆浦で波高

10丈、死100人余、宍喰で波高2丈、死1,500人、土

佐甲浦で死350人余、崎浜で50人余、室戸岬付近で
400人余、九州では、東目(大隈)より西目(薩摩)

に大波が寄せ、死者があった。

1707 宝永 M8.4 五幾・七道 全体で潰家29,000、死4,900人、家屋倒壊範囲は、
12.28 4 (宝永地震) 東海道から中国、九州に及ぶ。震害は、東海道、

伊勢湾、紀伊半島で最もひどく袋井全壊、田辺で、
431戸中158戸もつぶれ、大阪潰家1,061、死734人、

徳島で630戸倒壊。津波は紀伊半島から九州に至る

沿岸を襲い、瀬戸内海にも達した。土佐で流家
11,170、死1,844人、尾鷲で死1,000人余。波高は

室戸、種崎23m(溺死700余)、久礼25.7m。室戸で
1.5m、串本で1.2m、御前崎で1～2m隆起し、高知市の

東20㎞が最大2m以下、海水に侵された。遠州灘沖
および紀伊半島沖の2つの地震とも考えられる。

1854 嘉永 M8.4 東海、東山、 家屋倒壊範囲は伊豆から伊勢に至る沿岸と、甲斐、

12.23 7 南 海 諸 道 信濃、近江、越前、加賀に及ぶ。津波は、房総から
(安政地震) 土佐に至る沿岸を襲い、下田で875戸中841戸流出

、碇泊中のロシア軍艦ディアナ号大破、27日沈没。
波高は甲賀10m、鳥羽5～6m、錦浦で6m余、仁木島9m、

尾鷲6m、御前崎で80～100cm隆起、浜名湖北端、
渥美湾沿岸は沈下した。全体で倒壊流出8,300余、

消失600、圧死300人、流死300人。

41 災害記録 

1. 地震 
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要

1854 嘉永 M8.4 幾内、東海、 前の地震の32時間後。被害は、近畿、中国、四国
12.24 7 東山、北陸、 全部と九州、中部地方の一部に及び、津波は房総

安政 南海、山陰、 から九州に至る海岸を襲った。全壊20,000、半壊40,
1 山陽道 000、焼失6,000、流出15,000、死者約3,000人。波高

(安政南海 は久礼16.1m、種崎11m、室戸3.3m、宍喰5～6m。
地震) 室戸、串本で1.2m隆起、甲浦、加太で約1m沈下、

浸水。

1855 安政 M6.9 江戸および 江戸とその東、径20㎞の範囲に被害大。山手で被害
11.11 2 付近 少なく、下町被害大。江戸の被害、壊家焼失14,364、

(江戸地震) 町人の死4,000人余。有感半径500㎞に達した。
出火30余ヵ所。焼失面積2.3㎡。

1891 明治 M8.4 岐阜、愛知 仙台以南で地震を感じた。建物全壊142,177、半壊
10.28 24 (7.9) (濃尾地震) 80,184、死7,273人、山くずれ1万余。根尾谷を通る

大断層を生じ、水鳥(みどり)で、上下に6m、水平に
2mずれた。25年1月3日、9月7日、27年1月10日の
余震で家屋損壊など被害があった。

1896 明治 M7.6 三陸沖 震害はない。津波は北海道より牡鹿半島に至る海岸に
6.15 29 (7.1) (三陸沖地震 襲来し、死者27,122人、家屋流出全半壊8,891、船の

津波) 被害7,032、波高は吉浜24.9m、田老14.6mなど、
津波はハワイ、カルフォルニアに達した。

1923 大正 M7.9 関東南部 東京で観測した最大振幅14～20cm。地震後火災が発生
9.　1 12 (関東大震災) し、被害を増大した。死99,331人、行方不明43,476

人、家屋全壊128,266、半壊126,233、焼失447,128。
山くずれ、崖くずれが多い。房総方面(木更津32cm、
北条157cm)神奈川南部(大磯182㎝、藤沢75センチ)は
隆起し、東京付近以西は隆起、神奈川北方は沈下
した。また、相模湾、小田原－布良線以北は隆起、
南は沈下した。関東沿岸に津波が襲来し、波高は
三崎で6m、洲の崎で8.1m。

1927 昭和 M7.3 京都府北西部 被害は淡路、福井、岡山、米子、徳島、三重、香川、
3.　7 2 (北丹後地震) 大阪に及ぶ。死2,925人、家屋全壊12,584、焼失

3,711。郷村断層(長さ18km、水平ずれ最大2.7m)と、
それに直行する山田断層(長さ7m)を生じた。

1930 昭和 M7.3 伊豆北部 2～5月伊藤地震群。11日より地震があった。余震
5.11 5 (北伊豆地震) 多く、死272人、家屋全壊2,165、山くずれ、崖くずれ

が多く、丹郡断層(長さ35km、横ずれ最大2～3m)と、
直交する姫之湯断層を生じた。

1933 昭和 M8.1 三陸沖 震害はなかった。津波が太平洋を襲い、三陸沿岸で
3.　3 8 (三陸地震 被害は甚大。死3,008人、家屋流失4,034、倒壊1,8

津波) 17、浸水4,018、船舶流出7,303。波高は、田老
10.1m、白浜23.0m、綾里25.0m、銚子0.2m
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要

1943 昭和 M7.2 鳥取市付近 死1,083人、家屋全壊7,485、半壊6,158、鹿野断層
9.1 18 (鳥取地震) (長さ8km、横ずれ最大150cm)吉野断層(長さ4.5㎞)

を生じた。地割れ、地変が多かった。

1944 昭和 M7.9 東海道沖 静岡、愛知、三重、岐阜、奈良、滋賀各県、特に
12.　7 19 (東南海地震) 名古屋重工業地区に被害が多かった。死998人、住家

全壊26,130、半壊46,950、流出3,059。津波が各地に
襲来した。波高は熊野灘沿岸8～10m、木の本、新宮間
3m、御前崎、下田2m、紀伊半島東岸で30～40cm。
地盤沈降。

1946 昭和 M8.0 南海道沖 被害は、中部以西日本各地にわたり、死1,330人、
12.21 21 (南海地震) 行方不明113人、家屋全壊11,591、半壊23,487、

流出2,349、津波は静岡県より九州に至る海岸に襲来
し、高知、三重、徳島沿岸で4～6mに達した。室戸、
紀伊半島は南上がりの傾動を示し、室戸で1.27m、
潮ノ岬で0.7m上昇、須崎、甲浦で1.0m沈下。高知
付近で田園15k㎡が海面下に没した。

1948 昭和 M7.1 福井平野 被害は福井平野およびその付近に限られ、死3,848
6.28 23 (福井地震) 人、不明10人、家屋倒壊36,184、半壊11,816、焼失

3,851。南北に地割の連続としての断層(延長約25㎞)
が生じた。

1952 昭和 M8.2 十勝沖 北海道南部、東北地方北部に被害があり、津波が関東
3.　4 27 (十勝沖地震) 地方に及ぶ。波高は厚岸湾3～4m、八戸2m。死28人、

不明5人、家屋全壊815、半壊1,324、流出91。

1960 昭和 M8.5 チリ沖 24日2時頃から津波日本沿岸各地に襲来。波高は三陸
5.23 35 (チリ地震 沿岸5～6m、その他で3～4m。北海道南岸、三陸沿岸、

津波) 志摩半島付近で被害大。死119人、行方不明20人、
家屋全壊1,571、半壊2,183、流出1,259。

1964 昭和 M7.5 新潟県沖 新潟、秋田、山形の各県に被害があり、死者26人、
6.16 39 (新潟地震) 家屋全壊1,960、半壊6,640、浸水15,298、船舶、道

路の被害が多かった。新潟市内で地盤の流動、不同
沈下による震害が著しかった。津波が日本海沿岸一帯
を襲い波高大島崎で5m、両津3m、粟島で0.8～1.5m
隆起。

1968 昭和 M6.1 霧島山北麓 同日再震、翌日再再震、死者3人、傷42人、建物全壊
2.21 43 (えびの地震) 368、半壊636、山くずれが多かった。3月25日に2回

地震、建物全壊18、半壊147。

1974 昭和 M6.9 伊豆半島南端 伊豆半島南端に被害。死・不明30人、傷102人、家屋
5.　9 49 (1974年伊豆 全壊134、同半壊240、同一部破損711、同全半壊7。

半島沖地震) 御前崎に最大波高22cmの津波。
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要

1978 昭和 M7.0 伊豆大島近海 死25人、傷139人、家屋全壊96、同半壊616戸、道路

1.14 53 (1978年伊豆 損壊1,141ヵ所、崖くずれ211ヵ所。持越鉱山の鉱さい
大島近海地震)堆積場のえん堤損壊、シアンを含む泥流狩野川へ

流入。

※1978 昭和 M7.4 宮城県沖 被害は宮城県に多く、全体で死28人、傷11,028人、
6.12 53 (1978年宮城 建物全壊1,383、同半壊6,238、道路損壊2,350ヵ所、

県沖地震) 山崖くずれ476ヵ所、新興開発地に被害が集中した。

※1983 昭和58 M7.7 秋田県沖 被害は秋田県に最も多く、青森、北海道がこれに
5.26 (昭和58年 次ぐ。死者104(100)人、傷324人、住家全壊1,584、

〔1983年〕 同半壊3,515、同一部損壊5,962、で括弧内は、津波

日本海中部 による死者である。津波は早い所では津波警報発令
地震) 以前に沿岸に到着した。石川・京都・島根の遠方の

府県にも津波による被害が発生した。

※1984 昭和59 M6.8 長野県西部 大滝村に大きな被害をもたらした。死・不明29人、
9.14 (昭和59年 傷10人、建物全壊・流出14、同半壊73、同一部破損

〔1984年〕 565、道路損壊258、他。死者および建物流出は、主
長野県西部 として大滝川、濁川などの地域に発生した大規模な

地震) 崖くずれと土石流によるものである。

※1993 平成 M7.8 釧路沖(平成 死2人、傷967人、住家全壊53、同半壊255、同一部
1.15 5 5年〔1993年〕 破損、5,313など。北海道の下に沈む太平洋プレート

釧路沖地震) の内部で発生した深さ約100㎞の地震で、この型の

地震としては例外的に大きかった。

※1993 平成 M7.8 北海道南西 死202人、不明28人、傷323人。住家全壊601、同半壊

7.12 5 沖(平成5年 408、同一部破損5,490など。特に地震後間もなく津波

〔1993年〕 に襲われた奥尻島の被害は甚大で、島南端の青苗地区
北海道南西沖 は火災もあって壊滅状態。夜10時すぎの闇のなかで

地震) 多くの人命、家屋等が失われた。津波の高さは青苗
の市街地で10mを超えたところがある。

※1994 平成 M8.1 北海道東方沖 傷437人、家屋全壊61、同半壊348、同一部破損7,095
10.　4 6 地震(平成6年 など。幸い死者はなく、先の釧路沖地震の経験から

〔1994年〕北 家具等の固定を行っていること等により、人的被害

海道東方沖 は比較的少なかった。しかし、ライフライン特に
地震) 水道施設に大きな被害が生じた。

※1994 平成 M7.5 三陸はるか沖 死3人、傷788人、家屋全壊72、同半壊429、同一部

12.28 6 (平成6年〔19 半壊9,021等。青森県八戸市を中心とした地域におい
94年〕三陸 て水道施設等のライフライン及び鉄道に大きな被害

はるか沖地震)が出て、住民の生活に支障をきたした。

※1995 平成 M7.2 淡路島(平成7 死6,430人、不明3人、傷43,773人、住家全壊104,9

1.17 7 年〔1995年〕 00、同半壊144,256、同一部半壊263,690など。この
兵庫県南部 ほか、ライフラインの寸断、交通システムの麻痺など

地震) 戦後最悪の被害をもたらす典型的な都市型災害と
なった。(平成9年12月24日現在)
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要

※2000 平成 M7.3 鳥取県西部 傷147人、住家全壊410、同半壊2,904、同一部破損1
10.　6 12 (平成12年 6,235などの被害を出した。

〔2000〕鳥取
県西部地震)

※2001 平成 M6.4 安芸灘(平成 死2人、傷262人、住家全壊46、同半壊233、同一部
3.24 13 13年〔2001〕 破損31,180など。広島県、愛媛県の瀬戸内海側を中心

芸予地震) とした地域において水道施設等のライフラインに大き
な被害が出て、住民の生活に支障をきたした。

※2003 平成 M7.1 宮城県沖 傷174人、住宅全壊2、同半壊21、同一部破損2,404、
5.26 15 床下浸水1などの被害を出した。

被害は宮城・岩手・山形・秋田・福島・青森の東北
6県に及んだ。

※2003 平成 M5.6 宮城県北部 傷677人、住宅全壊1,276、同半壊3,809、同一部破損
7.26 15 M6.4 10,976などの被害を出した。

M5.5 一日に震度6弱以上を観測する地震が3回発生し、被害
は宮城・岩手・山形・福島の東北4県に及んだ。

※2003 平成 M8.0 釧路沖 平成15年(2003年)十勝沖地震
9.26 15 M7.1 十勝沖 行方不明2人、傷849人、住宅全壊116、同半壊368、

(平成15年 同一部破損1,580、床下浸水9などの被害を出した。
〔2003年〕 北海道苫小牧市内の製油所において、大規模な石油
十勝沖地震) タンク火災が発生するなど、被害は北海道・青森・

宮城・岩手の4道県に及んだ。

2004 平成 M6.8 新潟県中越 平成16年(2004年)新潟県中越地震
10.23 16 地方(新潟県 死49人、傷4,804人、住家全壊3,185、半壊13,703、

中越地震) 火災9などの被害を出した。(平成17年9月16日現在)　
内陸の活褶曲帯で発生した逆断層型地震「新潟‐神戸
歪み集中型｣に属するが、既知の活断層とは直接
対応しなかった。規模の大きな余震が多数発生
(M6以上4余震)して被害を助長した。川口町で
震度7、2余震で最大震度6強、別の2余震で6弱。
震源域の地質を反映して地すべりの被害が目立った。

2005 平成 M7.0 福岡県西方沖 死1人、傷1,087人、住家全壊133、半壊244の被害を
3.20 17 (福岡県西方 出した。(平成17年5月12日現在)　

沖地震) 福岡県沿岸海域の左横ずれ断層型地殻内地震。
観測された最大震度は九州本土の6弱、しかし
アスペリティ直上の玄界島では大きな被害があり、
それ以上の震度の可能性があるが、揺れだけでなく
急傾斜地での地盤崩壊による被害を含む。

2005 平成 M7.2 宮城県沖 日本海溝沿いやや陸寄り（深さ42km）のプレート境界
8.16 17 地震で、1978年の震源域の南半分で発生。傷100、全

壊1、半壊0、最大計測震度6弱（宮城県川崎町）東北
地方太平洋岸で最大13cm（石巻市）の津波
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発生年月日日本暦 規模(M) 地 域 概 要
2007 平成 M6.9 能登半島沖

3.25 19

※2007 平成 M6.8 新潟県上中越沖

7.16 19

※2008 平成 M7.2 岩手県内陸南部

6.14 20

※2008 平成 M6.8 岩手県沿岸北部

7.24 20

※2011 平成 M9.0 三陸沖
3.11 23

14:46頃

※2016 平成 M6.5 熊本県熊本地方

4.14 4.16 28

(注) 1．以上理科年表(国立天文台編)より抜粋。
2．大正12年関東大震災以降の地震については、人的被害の生じた地震のうち主なものを掲げて

いる。
3．大正13年から昭和43年までの地震のマグニチュードについては、気象庁において再計算が行

われた数値を掲げている。

4．※の被害状況については、消防庁調べのデータである。

平成19年能登半島地震
海陸境界域の横ずれ成分を含む逆断層型地殻内地震。
死1、傷359、住家全壊638、半壊1563（平成19年6月
14日）最大計測震度6強（石川県内3市町）珠洲と金
沢で0.2mの津波。

平成19年新潟県中越沖地震

新潟県沿岸海域の逆断層型地殻内地震2004年中越地

震の近くで発生したが余震活動は不活発。震源域に

原子力発電所があった初めての例。死11、傷2343、

住家全壊1244、半壊5241、火災3（平成19年10月9日

現在）最大計測震度6強（新潟県内3市村、長野県1

平成20年岩手･宮城内陸地震 死13人、傷451人、住
家全壊30、同半壊 143、同一部破損2,380などの被
害を出した。
岩手県奥州市及び宮城県栗原市で最大震度6強を観
測したほか、震度5弱を観測する余震が発生するな
ど活発な余震活動を伴い、被害は岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県の5県に及んだ。(平成21年
1月13日現在）

死1人、傷211人、住家全壊ｌ、同一部破損379など
の被害を出した。青森県八戸市、五戸町、階上町及
び岩手県野田村で最大震度６弱を観測した。(平成
21年1月13日現在）

人的被害（死者 19,335人、行方不明者 2,600人、
負傷者 6,219人）

物的被害（全壊 124,690棟、半壊 275,118棟、一部

破損 764,843棟）
（平成27年9月9日現在、消防庁災害対策本部）
宮崎県栗原市で最大震度７を観測した。
14：49 大津波警報発表（気象庁）

人的被害（死者 181人、負傷者(重症) 1,107人、負
傷者(軽傷) 1,604人）

物的被害（全壊 8,402棟、半壊 33,032棟、一部破

損 148,389棟）
（平成29年1月18日現在、消防庁応急対策室）
4月16日の本震では、熊本県益城町、西原村で最大
震度７を観測した。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．台風
区分

災害の名称

6118号 第2室戸台風 S36.9.16 木頭 1,158.5 1,125

集中豪雨 （低気圧） S36.10.27 福原旭 623.0 897

6420号 （台風） S36.9.24～25 剣山 473.5 183

6523号 （台風） S40.9.8～10 剣山 458.0 災害救助法適用

6524号 （台風） S40.9.13～17 木頭 1,345.0

昭和42年7月 （豪雨） S42.7.8～9 祖谷一宇 479.0 91

7009号 （台風） S45.8.13～15 小見野野 694.0 227

7010号 （台風） S45.8.20～21 日早 713.0 564

7123号 （台風） S46.8.30 日早（四電） 727.0 423

秋雨前線 （熱低） S47.9.9 坂州 1,038.0 118 災害救助法適用

7220号 （台風、秋雨前線） S47.9.16 日和佐 614.0 254

7408号 （台風、前線） S49.7.6～7 小見野野 1,065.0 935

7416号 （台風） S49.8.26 日早 379.0 146

7418号 （台風） S49.9.8～9 福原旭 445.0 479

7505号 （台風） S50.8.17 福原旭 834.0 247

7506号 （台風） S50.8.23 福原旭 813.0 2,772

7617号 （台風） S51.9.8～13 日早 2,781.0 4,631 災害救助法適用

集中豪雨 （前線） S51.10.18 牟岐 414.0 142

7916号 （台風） S54.9.30 福原旭 509.0 1,954 災害救助法適用

7920号 （台風） S54.10.18 福原旭 457.0 505

8013号 （台風） S55.9.11 日早 530.0 868

8310号 （台風） S58.9.25～28 木屋平 530.0 868

8719号 （台風） S62.10.16 旭丸 484.0 1,553

9019号 （台風） H2.9.16～20 福原旭 960.0 1,772

9305号 （台風） H5.7.26～28 旭丸 801.0

9306号 （台風） H5.7.29～30 旭丸 165.0

9307号 （台風） H5.8.8～10 木頭 595.0 1,065

9426号 （台風） H6.9.28～30 旭丸 435.0 520

9719号 （台風） H9.9.14～17 福原旭 563.0 -

0410号 （台風） H16.7.30～8.2 旭丸 1,243.0 -

0416号 （台風） H16.8.28～31 旭丸 485.0 -

0418号 （台風） H16.9.4～7 木頭 543.0 -

0423号 （台風） H16.10.18～20 福原旭 550.0 - 災害救助法適用

1412号、1411号 （台風、前線） H26.7.30～8.11 福原旭 1,514.0 -

注：台風番号は、はじめの数字2字は西暦年、後の数字2字はその年の台風発生順の番号である。

　　例えば、7123号は1971年の第23号台風であることを示している。

計 1,092

発生年月日
県内最大の

総降水量（mm）
県下損害額
（千万円）

備考

計 1,637
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3．火災

火災種別 出火年月日 場所 備考

爆発 S26.1.29 撫養町大桑島 全壊46棟、半壊98棟、その他3,460棟

建物 S29.12.20 鳴門町土佐泊浦 全焼1棟、死者3名

建物 S31.2.26 撫養町岡崎 全焼4棟

山林 S33.3.26～27 瀬戸町北泊 24時間延焼、64ha焼失

爆発 S32.7.3 撫養町木津 全焼2棟、部分焼1棟、死者3名、傷者1名

建物 S44.11.11 撫養町大桑島 全焼13棟

建物 S46.12.2 瀬戸町堂浦 全焼5棟、半焼2棟

建物 S47.3.18 撫養町立岩 全焼8棟、半焼4棟、部分焼1棟

山林 S53.11.21～26 大麻町大谷 127時間延焼、40ha焼失

山林 S56.1.21～22 瀬戸町明神 26時間延焼、22.6ha焼失

建物 S56.11.12 大麻町大谷 全焼3棟、半焼1棟

山林 S57.9.4～11 大津町大代 162.5時間延焼、121ha焼失

山林 S59.3.4～6 鳴門町高島 48時間延焼、建物1棟、14.8ha焼失

山林 S60.4.25～26 大麻町大谷 25時間延焼、19.2ha焼失

山林 S61.8.15～16 大麻町板東 29時間延焼、4.5ha焼失

山林 S61.11.4～9 瀬戸町明神 112時間延焼、37.2ha焼失

爆発 S62.12.1 瀬戸町堂浦 1棟全壊及び半焼、一部損壊6棟、重傷者1名

山林 H12.12.11～17 北灘町大浦 138時間延焼、40ha焼失

4．その他の災害

災害種別 発生年月日 場所 備考

強風 S39.3.8 最大風速WNW14m/s　鳴門海峡機帆船転覆死者4名

強風 S47.1.11 最大風速SE11.7m/s　養殖わかめに多大被害

強風 S47.2.26 最大風速SE12.3m/s　養殖わかめに多大被害

強風 S50.3.20 最大風速WNW24.6m/s　養殖わかめに多大被害　6億2千2百万円

強風 S53.3.9 最大風速SSE23.2m/s　養殖わかめに多大被害

大雪 S43.2.14～15

高潮 S40.11.9 6:00 小松島潮位302㎝ 鳴門市内470戸床下浸水

高潮 S41.8.13～21 小松島潮位322㎝ 18日満潮時鳴門市内72戸床下浸水

高潮 S46.9.3～中旬 平常時より25㎝Ｈ5日床下浸水5、道路冠水5

流出油 S43.12.25 19:33 鳴門海峡（座礁）ハイオクガソリン500㎘

流出油 S49.12.28 20:40 倉敷市三菱石油（株） 水島製油所　7,500㎘～9,500㎘

強風 H22.4.27 里浦町沖 最大風速SSE25.7m/s 養殖わかめに多大被害　約1億3千万円
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5.鳴門市の災害

災害種別 発生年月日 和暦年 災害名 特記事項

地震
津波

1946/12/21 昭和２１ 南海道大地震
（旧）罹災救助法
※災害救助法（昭22.10.20施行）

台風 1950/09/03 昭和２５ ジェーン台風
災害救助法
鳴門地方（北灘村、大津村、堀江町、板東町含む）

爆発 1951/01/29 昭和２６ 鳴門爆災事件 災害救助法（谷信サルベージ㈱）

火災 1956/02/26 昭和３１ 清風荘火事 撫養町岡崎

海難 1958/01/26 昭和３３ 南海丸沈没 沼島沖

台風 1959/09/26 昭和３４ 伊勢湾台風 災害救助法

台風 1961/09/16 昭和３６ 第二室戸台風 災害救助法

海難 1963/02/26 昭和３８ ときわ丸沈没 神戸沖

台風 1965/09/10 昭和４０ 台風２３号 災害救助法

台風 1965/09/13 昭和４０ 台風２４号 豪雨

火災 1969/01/06 昭和４４ 学校火災 瀬戸小学校

台風 1970/08/14 昭和４５ 台風９号 北灘町、大麻町

大雨 1972/09/06 昭和４７ 集中豪雨 災害救助法

火災 1974/10/14 昭和４９ 競艇場火災 撫養町大桑島

重油流出 1974/12/18 昭和４９ 三菱石油 北灘、瀬戸町沿岸

台風 1976/09/12 昭和５１ 台風１７号 災害救助法

赤潮 1977/08/28 昭和５２ ハマチ死 北灘、瀬戸町沿岸

台風 1979/09/30 昭和５４ 台風１６号 災害救助法

火災 1982/09/04 昭和５７ 山火事 大津町大代

山崩れ 1990/10/08 平成２ 観光バス落石 北灘町、大阪府議後援会

地震 1995/01/17 平成７ 阪神淡路大震災
震源：淡路島北部、深さ１６ｋｍ、M7.3
神戸市震度７、鳴門市震度５

台風 2004/09/29 平成１６ 台風２１号 避難勧告発令（29日20:40）

台風 2004/10/20 平成１６ 台風２３号
災害救助法
避難勧告発令（20日14:35）

台風
2014/8/8
　　～8/10

平成２６ 台風１１号
避難準備情報発令（9日12:00）
避難勧告発令（9日17:00、10日6:40、10日8:00）

台風
2015/7/16
　　～7/17

平成２７ 台風１１号 避難準備情報発令（16日17:20避難準備情報発令）

台風 2016/09/20 平成２８ 台風１６号 避難準備情報発令（20日10:43、12:40、13:30）
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市町村名 町名 宇名

櫛木 鳴門市 北灘 櫛木 276

北泊 鳴門市 瀬戸 北泊 2908

木津 鳴門市 撫養 木津 1173

粟田 鳴門市 北灘 粟田 1279

計 4箇所

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

総面積

42　地すべり防止区域

185.9

S40.10.5

S42.3.31

S38.2.16

S42.3.31

指定地面積
(ha)

90.7

9.2

50.9

35.1

所在地
区域名

告示
番号

告示年月目
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粟田西 粟田川 粟田川 粟田川 鳴門市 北灘 粟田 7.8

折野 折野川 折野川 折野川 鳴門市 北灘 折野 35.9

計 2箇所 総面積 43.7

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

43　地すべり危険箇所（国土交通省所管分）

箇所名

河川名

面積
(ha)字名

位置

幹川名 市町村名渓流名 町名水系名
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妙見山 鳴門市 S46.08.27 644

棒杭山 鳴門市 S46.09.10 694

瀬戸北泊 鳴門市 S46.11.26 893

堂の浦 鳴門市 S47.10.03 709

黒崎 鳴門市 S48.03.09 155

一本松 鳴門市 S49.03.26 172

地廻り 鳴門市 S49.03.26 172

丸山 鳴門市 S49.03.26 172

中島 鳴門市 S49.03.26 172

山路 鳴門市 S49.03.26 172

辷岩 鳴門市 S49.03.26 172

土佐泊(1) 鳴門市 S49.03.26 172

土佐泊(2) 鳴門市 S49.03.26 172

木津 鳴門市 S50.04.11 249

木津(追加) 鳴門市 S63.11.08 755

立岩 鳴門市 S53.03.17 222

江尻山 鳴門市 S53.03.17 222

桜井(1) 鳴門市 S53.03.17 222

桜井(2) 鳴門市 S53.03.17 222

宿毛谷西 鳴門市 S53.03.17 222

屋敷 鳴門市 S53.03.17 222

三ツ石 鳴門市 S53.11.10 1000

三ツ石（追加分） 鳴門市 H05.09.17 731

木津(2) 鳴門市 S53.11.10 1000

土佐泊 鳴門市 S55.04.30 349

島向 鳴門市 S55.04.30 349

丸山(2) 鳴門市 S55.04.30 349

地廻り(1) 鳴門市 S55.04.30 349

土佐泊(3) 鳴門市 S58.03.25 264

クロハエ 鳴門市 S59.08.24 550

中島(2) 鳴門市 S59.08.24 550

櫛木 鳴門市 S60.10.04 796

丸山(3) 鳴門市 S60.10.04 796

楠谷 鳴門市 S60.10.04 796

中の組 鳴門市 S60.10.04 796

大岸西 鳴門市 S61.09.26 683

南大手 鳴門市 S62.08.21 678

明神 鳴門市 S63.11.08 755

地廻り(2) 鳴門市 H01.03.14 218

磯崎 鳴門市 H01.11.28 894

粟田 鳴門市 H02.02.06 98

東地 鳴門市 H03.01.14 19

明神(2) 鳴門市 H04.03.31 235

日出 鳴門市 H05.09.17 731

見白 鳴門市 H17.08.16 722

計 43箇所

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

3.31 4.28

1.45 1.65

2.46 2.98

3.36 4.21

水平面積
（ha）

斜面積
（ha）

91.8378.29

1.581.35

1.361.30

1.781.60

9.358.40

2.762.10

1.55

1.13 1.26

2.56 2.84

3.192.81

1.76

2.25 2.67

0.90 1.10

3.802.87

2.20 2.49

2.27 2.77

2.322.03

1.60 1.84

2.18 2.74

1.61 1.71

0.500.45

2.68 3.19

1.531.33

2.702.24

0.59 0.68

0.640.58

2.15 2.63

0.250.22

1.641.53

2.35 2.79

1.371.16

0.67 0.81

0.480.40

0.670.54

1.521.34

1.271.02

1.00 1.20

2.18 2.31

44　急傾斜地崩壊危険区域

所在地
（市町村名）

総面積

1.41 1.65

0.73 0.86

0.93 1.06

0.800.69

0.840.81

区域名 告示年月日
告示
番号
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○定義

　急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ…

(1) 急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ

市町村名 町・大字名 小字名
桧 自然斜面 鳴門市 大麻町桧 六反田

大谷 自然斜面 鳴門市 大麻町池谷 大石
池谷 自然斜面 鳴門市 大麻町池谷 長田

伊屋ケ谷 自然斜面 鳴門市 大麻町大谷 伊屋ケ谷
姫田 自然斜面 鳴門市 大麻町姫田 久原
大代 自然斜面 鳴門市 大津町大代 山田

大代山路 自然斜面 鳴門市 大津町大代 的場
的場 自然斜面 鳴門市 大津町大代 的場

城山(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 城山
孫右門山 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 孫右工門山

芦谷・北谷 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 餘庄須
木津(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 居屋敷・前山
木津 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 居屋敷・前山

棒杭山 自然斜面 鳴門市 撫養町南浜 蛭子前西
斎田 自然斜面 鳴門市 撫養町斎田 岩崎
見白 自然斜面 鳴門市 撫養町斎田 見白

桑島南 自然斜面 鳴門市 撫養町小桑島 日向谷
前組 自然斜面 鳴門市 撫養町小桑島 前組

中の組 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 中之組・大谷
大桑島 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 濘岩

濘岩 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 濘岩
大谷(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 大谷
大谷(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 大谷
妙見山 自然斜面 鳴門市 撫養町林崎・弁財天 北殿町・本丁・三ツ井丁

立岩 自然斜面 鳴門市 撫養町立岩 内田
内田 自然斜面 鳴門市 撫養町立岩 内田

二等道路東(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町岡崎 二等道路東
磯崎(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 磯崎
磯崎 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 磯崎

磯崎(4) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 磯崎
黒崎南(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 宮津
清水(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 清水
里浦東 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 花面
花面(1) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 花面
坂田(4) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 坂田
坂田(1) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 坂田

土佐泊(3) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 土佐泊
土佐泊(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 土佐泊
土佐泊(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 土佐泊
土佐泊 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 土佐泊
黒山(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 黒山

　傾斜角度30゜以上、かつ、高さ5メ－トル以上の急傾
斜地で、被害想定区域内に人家が5戸以上（5戸未満でも
官公署，学校，病院，社会福祉施設等の災害弱者施設等
がある場合を含む）ある箇所。

　傾斜角度30゜以上、かつ、高さ5メ－トル以上の急傾
斜地で、被害想定区域内に人家が1～4戸ある箇所。

45　急傾斜地崩壊危険箇所

　急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ…

斜面区分
位置

箇所名
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市町村名 町・大字名 小字名
斜面区分

位置
箇所名

黒山(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 黒山
大毛(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 大毛
大毛(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 大毛
福池(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 福池
大谷(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 大谷
脇口(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 脇口
高砂(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 高砂
南大手 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 南大手

南大手(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 南大手
江尻山 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 江尻山
三ツ石 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 芙蓉山下

芙蓉山下(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 芙蓉山下
芙蓉山下(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 芙蓉山下

中島(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 中島
中島 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 中島

中島(3) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 中島
中島(4) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 中島
山路 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 山路

竹島(1) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 竹島
室(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町室 本村
大島田 自然斜面 鳴門市 瀬戸町大島田 －

中島田 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 北田

島田南 自然斜面 鳴門市 瀬戸町小島田 船隠
島田西 自然斜面 鳴門市 瀬戸町小島田 船隠
船隠 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 阿波井

島田北 自然斜面 鳴門市 瀬戸町小島田 上戸
阿波井(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 阿波井
堂の浦(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り参
堂の浦 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り参

地廻り(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱

地廻り(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
本浦下 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 本浦下

本浦中(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 本浦下
日出 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 日出

丸山(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
丸山(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
丸山 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山

丸山(4) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
鳴谷 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 鳴谷

板屋島(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 板屋島
板屋島(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 板屋島

楠谷 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 楠谷
明神 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 弐軒家

明神(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 弐軒家
張(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 張

菅谷(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 菅谷
菅谷(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 菅谷
島向 自然斜面 鳴門市 瀬戸町北泊 北泊

瀬戸北泊 自然斜面 鳴門市 瀬戸町北泊 北泊
北泊(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町北泊 北泊
一本松 自然斜面 鳴門市 瀬戸町北泊 北泊
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市町村名 町・大字名 小字名
斜面区分

位置
箇所名

小海 自然斜面 鳴門市 瀬戸町北泊 小海
本村 自然斜面 鳴門市 瀬戸町撫佐 本村

東山(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 東山・岡谷
小森 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 観音面
櫛木 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 井ノ尻・西山
浜田 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 浜田
大岸 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 大岸

大岸西 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 山田・湊
粟田 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 東傍示

東傍示 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 東傍示
西傍示(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 西傍示
西傍示(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 西傍示
東浦西 自然斜面 鳴門市 北灘町大浦 東浦
東浦東 自然斜面 鳴門市 北灘町大浦 東浦

クロハエ東 自然斜面 鳴門市 北灘町宿毛谷 相ケ谷
クロハエ 自然斜面 鳴門市 北灘町宿毛谷 クロハエ
宿毛谷西 自然斜面 鳴門市 北灘町宿毛谷 宿毛谷
宿毛谷 自然斜面 鳴門市 北灘町宿毛谷 宿毛谷
鳥ケ丸 自然斜面 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 南谷
東地 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 東地

東地(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 東地
屋敷 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 屋敷・桜井

桜井(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 桜井
桜井(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 桜井
三津(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 三津
三津(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 三津
東山(2) 人工斜面 鳴門市 北灘町櫛木 東山
濘岩(2) 人工斜面 鳴門市 撫養町大桑島 濘岩
春日山 人工斜面 鳴門市 撫養町木津 春日山
馬越 人工斜面 鳴門市 瀬戸町明神 馬越

(2) 急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ

市町村名 町・大字名 小字名
寺内 自然斜面 鳴門市 大麻町姫田 寺内

小森山路 自然斜面 鳴門市 大麻町姫田 小森山路
タキゲ谷 自然斜面 鳴門市 大麻町姫田 タキゲ谷

半丈 自然斜面 鳴門市 大麻町姫田 半丈
東山谷(1) 自然斜面 鳴門市 大麻町大谷 東山谷
東山谷(2) 自然斜面 鳴門市 大麻町大谷 東山谷
椎尾谷(1) 自然斜面 鳴門市 大麻町桧 椎尾谷
椎尾谷(2) 自然斜面 鳴門市 大麻町桧 椎尾谷
桧丸山(1) 自然斜面 鳴門市 大麻町桧 丸山

谷口 自然斜面 鳴門市 大麻町桧 谷口
西谷 自然斜面 鳴門市 大麻町池谷 西谷

山ノ下(1) 自然斜面 鳴門市 大麻町萩原 山ノ下
樋殿谷(1) 自然斜面 鳴門市 大麻町板東 樋殿谷
樋殿谷(2) 自然斜面 鳴門市 大麻町板東 樋殿谷

中谷 自然斜面 鳴門市 大麻町板東 中谷
城山(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 城山

計 123箇所

箇所名 斜面区分
位置
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市町村名 町・大字名 小字名
斜面区分

位置
箇所名

原山 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 原山
原見谷 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 見城
見山(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町木津 見山
濘岩(3) 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 濘岩
大谷(3) 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 大谷
大谷(4) 自然斜面 鳴門市 撫養町大桑島 大谷
磯崎(3) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 磯崎
清水(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 清水
八幡 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 八幡
小谷 自然斜面 鳴門市 撫養町黒崎 小谷

原田(1) 自然斜面 鳴門市 撫養町立岩 原田
原田(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町立岩 原田

二等道路東(2) 自然斜面 鳴門市 撫養町岡崎 二等道路東
坂田(2) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 坂田
花面(2) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 花面
花面(3) 自然斜面 鳴門市 里浦町里浦 花面
福池(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 福池
黒山(3) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 黒山
脇口(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 脇口
大谷(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 大谷

南大手(3) 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 南大手
南大手(4) 自然斜面 鳴門市 鳴門町三ツ石 南大手
山路(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 山路
山路(3) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 山路
山路(4) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 山路
中島(5) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 中島
竹島(2) 自然斜面 鳴門市 鳴門町高島 竹島

大日出(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 大日出
大日出(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 大日出
大日出(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 大日出
日出(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 日出

地廻り壱(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り壱(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り壱(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り壱(4) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り壱(5) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り壱
地廻り参(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り参
地廻り参(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り参
地廻り参(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 地廻り弐
阿波井(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 阿波井
阿波井(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 阿波井
浦代(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 浦代
浦代(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 浦代
浦代(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 浦代
上戸 自然斜面 鳴門市 瀬戸町小島田 上戸
露谷 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 露谷

西田(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 西田
西田(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 西田
北田(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 北田
北田(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 西山
根木谷 自然斜面 鳴門市 瀬戸町中島田 根木谷
前山 自然斜面 鳴門市 瀬戸町大島田 前山
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市町村名 町・大字名 小字名
斜面区分

位置
箇所名

田尻 自然斜面 鳴門市 瀬戸町大島田 田尻
中傍示 自然斜面 鳴門市 瀬戸町大島田 中傍示
小池 自然斜面 鳴門市 瀬戸町大島田 小池
穴明 自然斜面 鳴門市 瀬戸町撫佐 穴明

口ノ谷 自然斜面 鳴門市 瀬戸町撫佐 口ノ谷
田ノ浦 自然斜面 鳴門市 瀬戸町室 中ヶ谷

板屋島(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 板屋島
越浦 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 越浦

丸山(5) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
丸山(6) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
菅谷(3) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 丸山
菅谷(4) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 菅谷
中山(1) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 中山
中山(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 中山
張(2) 自然斜面 鳴門市 瀬戸町明神 張

三津(3) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 三津
桜井(3) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 桜井
折野西 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 屋敷

大川筋(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 大川筋
大川筋(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 大川筋
大川筋(3) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 大川筋
大川筋(4) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 大川筋
大川筋(5) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 大川筋
竹ノ下 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 竹ノ下
上田井 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 上田井

藤ノ久保 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 藤ノ久保
東地(3) 自然斜面 鳴門市 北灘町折野 東地
西添 自然斜面 鳴門市 北灘町大須 西添

トノムラ(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 トノムラ
トノムラ(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町鳥ケ丸 トノムラ

粟谷口 自然斜面 鳴門市 北灘町大浦 粟谷口
東浦 自然斜面 鳴門市 北灘町大浦 東浦

ハシカ谷(1) 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 ハシカ谷
ハシカ谷(2) 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 ハシカ谷
西傍示(3) 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 西傍示

池谷 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 池谷
山田 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 山田
湊 自然斜面 鳴門市 北灘町粟田 湊

西山 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 西山
井の尻 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 井の尻
ハリ山 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 ハリ山
中田 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 中田

トドロキ 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 トドロキ
小森 自然斜面 鳴門市 北灘町櫛木 小森

黒山(4) 人工斜面 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 黒山
本浦中(2) 人工斜面 鳴門市 瀬戸町堂浦 本浦中
餘庄須 人工斜面 鳴門市 撫養町木津 小屋ヶ谷
見山(2) 人工斜面 鳴門市 撫養町木津 見山

桧丸山(2) 人工斜面 鳴門市 大麻町桧 丸山

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

計 117箇所
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樋殿谷 鳴門市 吉野川 樋殿谷 S11.7.24 426

樋殿谷 鳴門市 吉野川 樋殿谷 S11.10.22 563

板東谷 鳴門市 吉野川 板東谷川 S12.9.15 552

折野川 鳴門市 折野川 折野川 S14.9.26 475

折野川 鳴門市 折野川 折野川 S26.2.12 64

大谷川 鳴門市 吉野川 大谷川 S26.2.12 64

樋殿谷川 鳴門市 吉野川 樋殿谷 S26.2.12 64

大谷川 鳴門市 吉野川 大谷川 S27.8.8 1,112

櫛木谷川 鳴門市 櫛木川 櫛木川 S28.12.26 1,534

折野川 鳴門市 折野川 折野川 S38.2.26 277

 長倉谷 鳴門市  櫛木川 長倉谷  S38.2.26 277

粟田川 鳴門市 粟田川 粟田川 S41.7.26 2,350

中内谷  鳴門市 吉野川 樋殿谷 S41.7.26 2,350

大代谷  鳴門市 吉野川 新池川 S42.3.31 1,181

堂浦川 鳴門市 堂の浦 堂の浦谷 S42.3.31 1,181

櫛木川 鳴門市 櫛木川 櫛木川 S42.12.28 4,605

櫛木川および支川 鳴門市 櫛木川 櫛木川 S44.6.6 3,029

大谷川 鳴門市 吉野川 大谷川 S44.6.6 3,029

粟田川 鳴門市 粟田川 粟田川 S45.9.14 1,390

鳥ケ丸谷 鳴門市 鳥ケ丸 鳥ケ丸谷 S46.5.28 957

おかち谷 鳴門市 折野川 おかち谷 S47.4.17 815

大代谷 鳴門市 吉野川 新池川 S47.8.2 1,335

中の谷 鳴門市 吉野川 板東谷川 S47.8.2 1,335

菖蒲谷 鳴門市 折野川 菖蒲谷 S49.4.22 613

湊谷 鳴門市 湊谷 湊谷 S50.3.24 467

西谷 鳴門市 吉野川 大谷川 S52.6.18 929

東谷 鳴門市 吉野川 大谷川 S53.1.23 50

ハリ山谷 鳴門市 明神川 ハリ山谷 S54.1.27 95

白谷 鳴門市 吉野川 新池川 S54.1.27 95

コノ谷 鳴門市 明神川 明神川 S56.4.30 959

マナケ谷 鳴門市 吉野川 大谷川 S56.4.30 959

伊代肋谷 鳴門市 吉野川 大谷川 S56.4.30 959

智恵ケ谷 鳴門市 折野川 折野川 S56.4.30 959

山ノ谷 鳴門市 吉野川 中山谷川 S61.12.26 2,004

 北谷及び同右支川 鳴門市 吉野川 中山谷川 S62.10.26 1,838

日開谷 鳴門市 吉野川 中山谷川 H1.1.21 83

桜井谷 鳴門市 － 桜井谷川 H8.3.21 728

見白谷 鳴門市 吉野川 撫養川 H16.3.10 244

宿毛谷 鳴門市 宿毛谷川 宿毛谷川 H17.9.5 981

宿毛谷 鳴門市 宿毛谷川 宿毛谷川 H19.5.21 647

計 40箇所

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

46　砂防指定地

総面積

1.6807

1.4997

457.9546

0.6800

0.5300

0.9200

3.5400

0.5342

2.8000

1.7500

3.2000

3.6000

4.0000

5.4000

3.2000

0.9000

2.3800

4.8000

19.0400

2.8000

5.3500

11.4000

15.0000

3.6100

0.4500

5.9200

1.6000

3.3000

1.2600

4.4300

0.9700

4.9800

5.4100

12.7200

2.4400

38.4200

7.9100

0.2700

250.5700

9.8700

9.7900

指定地面積
 (ha)

水系名 幹川名渓流名 告示年月日
告示
番号

 所在地
（市町村名）
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(1) 山腹崩壊危険地区

市町村名 町名又は字名

三津 鳴門市 北灘町 上三津 5.00
桜井西 鳴門市 桜井 8.00
桜井東 鳴門市 桜井 1.00
大川筋1 鳴門市 大川筋 7.00
折野1 鳴門市 川筋 10.00
大川筋2 鳴門市 大川筋 15.00
大川筋3 鳴門市 大川筋 19.00
折野2 鳴門市 川筋 11.00
東地1 鳴門市 東地 13.00
東地上 鳴門市 折野上東地 3.00
東地下 鳴門市 折野上東地 3.00
東地2 鳴門市 東地 10.00
上東地 鳴門市 上東地 40.00
堂床 鳴門市 堂床 24.00

宿毛谷西 鳴門市 宿毛谷 2.00
宿毛谷東 鳴門市 宿毛谷 1.00
クロハエ 鳴門市 宿毛谷 4.00
相ヶ谷 鳴門市 相ヶ谷 3.00

大浦ロク地 鳴門市 ロク地 4.00
西傍示1 鳴門市 西傍示 7.00
東傍示 鳴門市 東傍示 3.00
西傍示2 鳴門市 西傍示 8.00
ハシカ谷 鳴門市 ハシカ谷 2.00

音谷 鳴門市 大岸 2.00
樋殿 鳴門市 大麻町 樋殿谷25-1 5.00

山ノ下 鳴門市 山ノ下 56.00
貝ヶ谷 鳴門市 貝ヶ谷 6.00
桧 鳴門市 西谷山6 1.00

勝明寺谷 鳴門市 勝明寺谷 5.00
東中谷 鳴門市 東中谷 4.00
山田 鳴門市 山田 2.00
椢原 鳴門市 椢原 4.00
下田 鳴門市 下田 12.00

東山谷1 鳴門市 東山谷 4.00
東山谷2 鳴門市 東山谷 11.00
タケキ谷 鳴門市 タケキ谷 14.00

寺内 鳴門市 寺内 2.00
西口 鳴門市 西口 3.00

櫛木上 鳴門市 北灘町 中山 4.00
櫛木 鳴門市 西山 6.00

櫛木下 鳴門市 中山 2.00
東山上 鳴門市 東山 8.00
東山下 鳴門市 東山 1.00
小海 鳴門市 瀬戸町 小海 1.00
湊谷 鳴門市 - 3.00

明神西 鳴門市 張 2.00
張 鳴門市 張 7.00

明神北 鳴門市 馬越 6.00
明神南 鳴門市 丸山 4.00
丸山 鳴門市 丸山 7.00
越浦1 鳴門市 越浦 7.00
越浦2 鳴門市 越浦 12.00
地廻南 鳴門市 地廻り弐 4.00
地廻北 鳴門市 地廻り参 8.00

47　山地に起因する災害危険箇所

所在地
箇所名

面積
(ha)
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市町村名 町名又は字名

所在地
箇所名

面積
(ha)

上戸 鳴門市 上戸 5.00
西山 鳴門市 西山 7.00
中山 鳴門市 中山 2.00
東山 鳴門市 東山 9.00

大島田 鳴門市 - 7.00
大毛 鳴門市 鳴門町 大毛249-1 2.00
大谷 鳴門市 大谷 7.00

三ツ石 鳴門市 芙蓉山下 6.00
南大手 鳴門市 南大手 7.00
土佐泊 鳴門市 土佐泊 1.00
脇口 鳴門市 脇口 2.00
見白 鳴門市 撫養町 見白 2.00
八幡 鳴門市 八幡 5.00

北殿町 鳴門市 北殿町 2.00

計 68箇所 総面積 480.00

(2) 崩壊土砂流出危険地区

市町村名 町名又は字名

真谷 鳴門市 北灘町 真谷 0.45
東添 鳴門市 東添 1.25

上三津1 鳴門市 上三津 1.05
上三津2 鳴門市 上三津 0.45
大川筋1 鳴門市 大川筋133 0.60
べ夕谷1 鳴門市 大川筋 0.60
べ夕谷2 鳴門市 大川筋 0.36
べ夕谷3 鳴門市 大川筋 0.90
べ夕谷4 鳴門市 大川筋 1.08
折野谷 鳴門市 大川筋 0.72
菖蒲谷 鳴門市 大川筋 0.90
大川筋2 鳴門市 大川筋 1.20
大川筋3 鳴門市 大川筋 2.88
大川筋4 鳴門市 大川筋52 0.27
大川筋5 鳴門市 大川筋33 0.18
大川筋6 鳴門市 大川筋 4.50
柴折 鳴門市 柴折1 3.90
東地 鳴門市 東地 1.05

上東地 鳴門市 上東地 0.30
鳥ケ丸 鳴門市 ツエガ谷 1.35
坂東谷 鳴門市 下板ケ谷73 0.63
陰ヶ谷1 鳴門市 大麻町 陰ヶ谷 4.20
陰ヶ谷2 鳴門市 陰ヶ谷 5.70
中谷 鳴門市 中谷 0.75

笠籠谷 鳴門市 笠籠谷 1.50
桧1 鳴門市 - 3.00
桧2 鳴門市 - 3.30

中谷西 鳴門市 中谷 2.52
中谷奥 鳴門市 中谷 0.60
樋殿谷 鳴門市 樋殿谷 1.20
宿毛谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷 1.50

クロハエ 鳴門市 クロハエ 1.35
大浦 鳴門市 ロク地 1.50
元内 鳴門市 元内10-22 0.27

牛の鼻 鳴門市 ハシカ谷51 0.45
池谷 鳴門市 池ノ谷17-1 0.18

箇所名
所在地 面積

(ha)
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市町村名 町名又は字名

所在地
箇所名

面積
(ha)

山神 鳴門市 山神 0.90
助ノ谷1 鳴門市 助ノ谷 0.45
助ケ谷南 鳴門市 助ノ谷 0.45
助ノ谷2 鳴門市 助ノ谷 0.60
山田谷 鳴門市 山田10 0.45
湊 鳴門市 湊44-1 1.20

大岸西 鳴門市 大岸8 0.60
大岸 鳴門市 大岸 1.05
王山 鳴門市 王山 1.80
西山 鳴門市 西山 1.20

上折木谷 鳴門市 大麻町 上折木谷 1.62
ふか谷 鳴門市 ふか谷 0.30

ムナケエ谷1 鳴門市 ムナケエ谷 0.45
ムナケエ谷2 鳴門市 ムナケエ谷 1.50

クキ谷1 鳴門市 クキ谷 0.90
クキ谷2 鳴門市 クキ谷 0.45
西山谷北 鳴門市 西山谷 0.45
西山谷南 鳴門市 西山谷 0.45
日開谷 鳴門市 日開谷 1.50
滝ヶ谷1 鳴門市 滝ヶ谷 1.20
滝ヶ谷2 鳴門市 - 2.10

三ツカ谷西 鳴門市 三ツカ谷 0.60
三ツカ谷東 鳴門市 三ツカ谷 0.90

大代谷 鳴門市 大津町 東奥 1.05
ハリ山東 鳴門市 北灘町 ハリ山 0.45
ハリ山西 鳴門市 ハリ山 0.60

張 鳴門市 瀬戸町 張 0.54
堂浦 鳴門市 地廻1 0.30
浅谷 鳴門市 浅谷 0.30

計 65箇所 総面積 77.00

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋
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○定義

(1) 土石流危険渓流Ⅰ

水系名 河川名 渓流名 市町村名 町名 字名
渓流長
（km）

流域面積
（㎢）

吉野川 板東谷川 広塚谷 鳴門市 大麻町 板東 0.25 0.05

吉野川 第2大谷川 東中内谷 鳴門市 大麻町 池谷 0.23 0.05

吉野川 大谷川 西山谷 鳴門市 大麻町 大谷 0.21 0.04

吉野川 大谷川 バラ谷 鳴門市 大麻町 大谷 0.67 0.10

吉野川 大谷川 久原谷 鳴門市 大麻町 久原 0.20 0.03

吉野川 大代谷川 山ノ谷 鳴門市 大津町 大代 0.36 0.06

吉野川 中山谷川 口小屋ヶ谷 鳴門市 撫養町 木津 0.39 0.13

吉野川 新池川 白谷 鳴門市 撫養町 南浜 0.33 0.15

吉野川 － 見白谷 鳴門市 撫養町 黒崎 0.32 0.18

吉野川 － 宮津谷 鳴門市 撫養町 黒崎 0.19 0.02

－ － 上三津谷 鳴門市 北灘町 折野 0.44 0.06

－ － 西桜井谷 鳴門市 北灘町 折野 0.17 0.03

－ － 中桜井谷 鳴門市 北灘町 桜井 0.16 0.03

－ － 東桜井谷 鳴門市 北灘町 桜井 0.16 0.02

折野川 折野川 猪ノ谷 鳴門市 北灘町 東地 0.94 0.37

－ － 烏ヶ丸谷川 鳴門市 北灘町 烏ヶ丸 1.35 0.89

－ － 宿毛谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷 0.92 0.27

－ － 西大浦谷 鳴門市 北灘町 クロハエ 0.99 0.30

－ － 東大浦谷 鳴門市 北灘町 相ヶ谷 0.18 0.02

－ － 小谷 鳴門市 北灘町 大浦 0.12 0.03

粟田川 粟田川 葛城谷 鳴門市 北灘町 粟田 0.15 0.02

粟田川 粟田川 助ヶ谷 鳴門市 北灘町 粟田 0.34 0.09

粟田川 粟田川 山田谷 鳴門市 北灘町 粟田 0.23 0.05

－ － 湊谷 鳴門市 北灘町 湊・東傍示 0.46 0.12

－ － 大岸谷 鳴門市 北灘町 粟田 0.38 0.05

－ － 西大岸谷 鳴門市 北灘町 粟田・櫛木 0.36 0.15

櫛木川 櫛木川 中末谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.23 0.03

櫛木川 櫛木川 長倉谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.36 0.14

櫛木川 櫛木川 北長倉谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.18 0.02

櫛木川 櫛木川 西井ノ尻谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.26 0.03

－ － とうの下谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.10 0.03

－ － いどり谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.27 0.02

－ － 澄ヶ谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.12 0.02

－ － 一本谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.15 0.02

－ － 山路の浦谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.19 0.06

－ － 小路浦谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.26 0.03

－ － 堂ノ浦谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.30 0.12

－ － 地廻谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.37 0.16

48　土石流危険渓流

渓流所在地渓流名 渓流概要

　土石流危険渓流Ⅰ･･････ 　土石流発生の危険性があり、5戸以上の人家、または、人
家5戸未満であっても官公署、学校、病院、駅、旅館、発電
所等に被害を生ずるおそれがある渓流。

　土石流発生の危険性があり、1戸以上5戸未満の人家に被害
を生ずるおそれがある渓流。

　土石流危険渓流Ⅱ･･････
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水系名 河川名 渓流名 市町村名 町名 字名
渓流長
（km）

流域面積
（㎢）

渓流所在地渓流名 渓流概要

－ － 浅谷 鳴門市 瀬戸町 大島田 0.22 0.04

－ － 中島田谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 0.23 0.04

－ － 島向谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.12 0.01

－ － 阿波井谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.17 0.02

－ － 三ツ石谷 鳴門市 鳴門町 三ツ石 0.14 0.02

吉野川 － 八幡谷 鳴門市 撫養町 黒崎 0.30 0.06

折野川 折野川 川筋谷 鳴門市 北灘町 折野 0.06 0.01

明神川 明神川 南本浦下谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.12 0.02

－ － 小海谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.22 0.09

計 47箇所 14.87 4.30

(2) 土石流危険渓流Ⅱ

水系名 河川名 渓流名 市町村名 町名 字名
渓流長
（km）

流域面積
（㎢）

吉野川 大谷川 東中内 鳴門市 大麻町 池谷 0.12 0.01

吉野川 大谷川 伊屋ヶ谷 鳴門市 大麻町 大谷 0.44 0.14

－ － 大石谷 鳴門市 瀬戸町 湊谷 0.25 0.04

吉野川 樋殿谷川 東平草谷 鳴門市 大麻町 板東 0.41 0.06

吉野川 大谷川 寒風谷 鳴門市 大麻町 大谷 0.50 0.06

吉野川 － 田村谷 鳴門市 大津町 大代 0.14 0.02

大須川 平尾谷川 東添谷 鳴門市 北灘町 大須 0.38 0.13

－ － 西山谷 鳴門市 北灘町 折野 0.91 0.28

－ － 屋敷谷 鳴門市 北灘町 折野 0.11 0.04

－ － 椢原谷 鳴門市 北灘町 折野 0.06 0.01

－ － ハシカ谷 鳴門市 北灘町 粟田 0.18 0.05

－ － 東大岸谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.16 0.04

櫛木川 櫛木川 保ヶ谷 鳴門市 北灘町 櫛木 0.46 0.14

－ － 日出谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.19 0.01

－ － 北浦代谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.28 0.05

明神川 明神川 本浦上谷 鳴門市 瀬戸町 張 0.46 0.14

明神川 明神川 中本浦下谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦、明神 0.11 0.02

－ － 上本城谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 0.08 0.01

－ － 北越浦谷 鳴門市 瀬戸町 明神 0.18 0.03

－ － 田尻谷 鳴門市 瀬戸町 大島田 0.06 0.01

－ － 飛越谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 0.06 0.01

－ － 橋本谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 0.12 0.01

－ － 中島谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 0.19 0.04

－ － 口ノ谷 鳴門市 瀬戸町 撫佐 0.21 0.06

計 24箇所 6.06 1.41

※徳島県地域防災計画資料編より抜粋

延長・流域面積

延長・流域面積

渓流名 渓流所在地 渓流概要
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(1) 急傾斜地の崩壊

市 町 字
大岸 鳴門市 北灘町 粟田字大岸 急傾斜地の崩壊 有り
大岸西 鳴門市 北灘町 粟田字山田、湊 急傾斜地の崩壊 有り
粟田 鳴門市 北灘町 粟田字東傍示 急傾斜地の崩壊 有り
東傍示 鳴門市 北灘町 粟田字東傍示 急傾斜地の崩壊 有り
西傍示(1) 鳴門市 北灘町 粟田字西傍示 急傾斜地の崩壊 有り
西傍示(2) 鳴門市 北灘町 粟田字西傍示 急傾斜地の崩壊 有り
西傍示(3) 鳴門市 北灘町 粟田字西傍示 急傾斜地の崩壊 有り
ハシカ谷(1) 鳴門市 北灘町 粟田字ハシカ谷 急傾斜地の崩壊 有り
ハシカ谷(2) 鳴門市 北灘町 粟田字ハシカ谷 急傾斜地の崩壊 有り
池谷 鳴門市 北灘町 粟田字池谷 急傾斜地の崩壊 有り
山田 鳴門市 北灘町 粟田字山田 急傾斜地の崩壊 有り
湊 鳴門市 北灘町 粟田字湊 急傾斜地の崩壊 有り
東浦 鳴門市 北灘町 大浦字東浦 急傾斜地の崩壊 有り
東浦西 鳴門市 北灘町 大浦字東浦 急傾斜地の崩壊 有り
東浦東 鳴門市 北灘町 大浦字東浦 急傾斜地の崩壊 有り
粟谷口 鳴門市 北灘町 大浦字粟谷口 急傾斜地の崩壊 有り

大浦字東浦、
宿毛谷字相ヶ谷

クロハエ 鳴門市 北灘町 宿毛谷字クロハエ 急傾斜地の崩壊 有り
宿毛谷西 鳴門市 北灘町 宿毛谷字宿毛谷 急傾斜地の崩壊 有り
宿毛谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷字宿毛谷 急傾斜地の崩壊 有り
鳥ヶ丸 鳴門市 北灘町 鳥ヶ丸字南谷 急傾斜地の崩壊 有り
トノムラ(1) 鳴門市 北灘町 鳥ヶ丸字トノムラ 急傾斜地の崩壊 有り
トノムラ(2) 鳴門市 北灘町 鳥ヶ丸字トノムラ 急傾斜地の崩壊 有り
西山 鳴門市 北灘町 櫛木字西山 急傾斜地の崩壊 有り
屋敷 鳴門市 北灘町 折野字屋敷、桜井 急傾斜地の崩壊 有り
折野西 鳴門市 北灘町 折野字屋敷 急傾斜地の崩壊 有り
大川筋(2) 鳴門市 北灘町 折野字大川筋、川筋 急傾斜地の崩壊 有り
大川筋(5) 鳴門市 北灘町 折野字大川筋、川筋 急傾斜地の崩壊 有り
三津(1) 鳴門市 北灘町 折野字三津、上三津 急傾斜地の崩壊 有り
三津(2) 鳴門市 北灘町 折野字三津、上三津 急傾斜地の崩壊 有り
三津(3) 鳴門市 北灘町 折野字三津、上三津、桜井 急傾斜地の崩壊 有り
三津(4) 鳴門市 北灘町 折野字三津、上三津 急傾斜地の崩壊 有り
三津(5) 鳴門市 北灘町 折野字三津、上三津 急傾斜地の崩壊 有り
東地 鳴門市 北灘町 折野字東地 急傾斜地の崩壊 有り
東地(2) 鳴門市 北灘町 折野字東地、上東地 急傾斜地の崩壊 有り
桜井(1) 鳴門市 北灘町 折野字桜井 急傾斜地の崩壊 有り
桜井(2) 鳴門市 北灘町 折野字桜井 急傾斜地の崩壊 有り
桜井(3) 鳴門市 北灘町 折野字桜井 急傾斜地の崩壊 有り
大川筋(1) 鳴門市 北灘町 折野字上田井、大川筋 急傾斜地の崩壊 有り
大川筋(3) 鳴門市 北灘町 折野字川筋、大川筋 急傾斜地の崩壊 有り
大川筋(4) 鳴門市 北灘町 折野字川筋、大川筋 急傾斜地の崩壊 有り
竹ノ下 鳴門市 北灘町 折野字竹ノ下、柴折 急傾斜地の崩壊 有り
上田井 鳴門市 北灘町 折野字上田井、藤ノ久保 急傾斜地の崩壊 有り
藤ノ久保 鳴門市 北灘町 折野字上田井、藤ノ久保 急傾斜地の崩壊 有り
東地(3) 鳴門市 北灘町 折野字東地、上東地 急傾斜地の崩壊 有り
東山(2) 鳴門市 北灘町 櫛木字東山 急傾斜地の崩壊 有り
西添 鳴門市 北灘町 大須字西添 急傾斜地の崩壊 有り
東山(1) 鳴門市 北灘町 櫛木字岡谷、竹下、東山、小森 急傾斜地の崩壊 有り
観音面 鳴門市 北灘町 櫛木字観音面、西山 急傾斜地の崩壊 有り
櫛木 鳴門市 北灘町 櫛木字井ノ尻、西山 急傾斜地の崩壊 有り
櫛木西山 鳴門市 北灘町 櫛木字井ノ尻、西山 急傾斜地の崩壊 有り
ハリ山 鳴門市 北灘町 櫛木字ハリ山、トドロキ 急傾斜地の崩壊 有り
中田 鳴門市 北灘町 櫛木字中田、ハリ山 急傾斜地の崩壊 有り
トドロキ 鳴門市 北灘町 櫛木字トドロキ、東山 急傾斜地の崩壊 有り
小森 鳴門市 北灘町 櫛木字小森、東山 急傾斜地の崩壊 有り

49　土砂災害警戒区域等一覧表

鳴門市 北灘町クロハエ東 急傾斜地の崩壊 有り

所在地
区域の名称

土砂災害の発生因と
なる自然現象種類

特別警戒区域
指定の有無
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市 町 字
所在地

区域の名称
土砂災害の発生因と
なる自然現象種類

特別警戒区域
指定の有無

木津字居屋敷、前山、町ノ南、
南浜字蛭子前西

城山(1) 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
孫右門山 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
木津(2) 鳴門市 撫養町 木津字居屋敷、前山 急傾斜地の崩壊 有り

南浜字蛭子前西、蛭子前東、
斎田字岩崎

斎田 鳴門市 撫養町 斎田字大池、岩崎 急傾斜地の崩壊 有り
斎田字見白、
黒崎字小谷

桑島南 鳴門市 撫養町 小桑島字前組、前浜、日向谷 急傾斜地の崩壊 有り
前組 鳴門市 撫養町 小桑島字前組 急傾斜地の崩壊 有り
中の組 鳴門市 撫養町 大桑島字中之組、大谷 急傾斜地の崩壊 有り
すべり岩 鳴門市 撫養町 大桑島字濘岩、与三佐谷 急傾斜地の崩壊 有り
大谷(2) 鳴門市 撫養町 大桑島字大谷、濘岩 急傾斜地の崩壊 有り
大谷(3) 鳴門市 撫養町 大桑島字大谷 急傾斜地の崩壊 有り
大谷(4) 鳴門市 撫養町 大桑島字大谷 急傾斜地の崩壊 有り
黒崎南(1) 鳴門市 撫養町 黒崎字清水、宮津 急傾斜地の崩壊 有り
清水(1) 鳴門市 撫養町 黒崎字清水、宮津 急傾斜地の崩壊 有り
清水(2) 鳴門市 撫養町 黒崎字清水 急傾斜地の崩壊 有り
八幡 鳴門市 撫養町 黒崎字八幡 急傾斜地の崩壊 有り

弁財天字本丁、三ツ井丁、
林崎字北殿町、
岡崎字二等道路東

立岩 鳴門市 撫養町 立岩字内田 急傾斜地の崩壊 有り
内田 鳴門市 撫養町 立岩字内田、原田 急傾斜地の崩壊 有り
磯崎(2) 鳴門市 撫養町 黒崎字磯崎 急傾斜地の崩壊 有り
磯崎 鳴門市 撫養町 黒崎字磯崎、松島 急傾斜地の崩壊 有り

撫養町 黒崎字磯崎、
瀬戸町 明神字弐軒家

磯崎(3) 鳴門市 撫養町 黒崎字磯崎 急傾斜地の崩壊 有り
芦谷、北谷 鳴門市 撫養町 木津字餘庄須 急傾斜地の崩壊 有り
原山 鳴門市 撫養町 木津字原山、伊賀山 急傾斜地の崩壊 有り
原見谷 鳴門市 撫養町 木津字見城 急傾斜地の崩壊 有り
餘庄須 鳴門市 撫養町 木津字小屋ヶ谷 急傾斜地の崩壊 有り
春日山 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
城山(2) 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
見山(1) 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り

立岩字原田
林崎字北殿町

見山(2) 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
撫養町 立岩字原田、林崎字北殿町
里浦町 里浦字花面
撫養町 立岩字原田
里浦町 里浦字花面

三庄谷 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
延谷 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
栗木谷 鳴門市 撫養町 木津 急傾斜地の崩壊 有り
里浦東 鳴門市 里浦町 里浦町字花面 急傾斜地の崩壊 有り
花面(1) 鳴門市 里浦町 里浦町字花面 急傾斜地の崩壊 有り
花面(2) 鳴門市 里浦町 里浦町字花面 急傾斜地の崩壊 有り
坂田(4) 鳴門市 里浦町 里浦町字坂田 急傾斜地の崩壊 有り
坂田(1) 鳴門市 里浦町 里浦町字坂田 急傾斜地の崩壊 有り
坂田(2) 鳴門市 里浦町 里浦町字坂田、平松 急傾斜地の崩壊 有り
平松 鳴門市 里浦町 里浦字平松、坂田 急傾斜地の崩壊 有り
坂田(3) 鳴門市 里浦町 里浦字坂田 急傾斜地の崩壊 有り
平松 鳴門市 里浦町 里浦字平松、坂田 急傾斜地の崩壊 有り
坂田(3) 鳴門市 里浦町 里浦字坂田 急傾斜地の崩壊 有り

急傾斜地の崩壊 有り原田(1)

原田(2)

花面(3)

鳴門市 撫養町

鳴門市

鳴門市 急傾斜地の崩壊 有り

急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 撫養町棒杭山 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 撫養町木津 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市磯崎(4) 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 撫養町妙見山 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 撫養町見白 急傾斜地の崩壊 有り
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市 町 字
所在地

区域の名称
土砂災害の発生因と
なる自然現象種類

特別警戒区域
指定の有無

高砂(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字高砂、土佐泊 急傾斜地の崩壊 有り
土佐泊(3) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字土佐泊 急傾斜地の崩壊 有り
土佐泊(2) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字字高砂、土佐泊 急傾斜地の崩壊 有り
土佐泊(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字土佐泊 急傾斜地の崩壊 有り
土佐泊 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字土佐泊 急傾斜地の崩壊 有り
脇口(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字高砂、土佐泊、脇口 急傾斜地の崩壊 有り
脇口(2) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字脇口 急傾斜地の崩壊 有り
大毛(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字大毛 急傾斜地の崩壊 有り
大毛(2) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字大毛 急傾斜地の崩壊 有り
福池(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字福池 急傾斜地の崩壊 有り
福池(2) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字福池、大毛 急傾斜地の崩壊 有り
南大手 鳴門市 鳴門町 三ツ石字南大手、芙蓉山下 急傾斜地の崩壊 有り
南大手(2) 鳴門市 鳴門町 三ツ石字南大手 急傾斜地の崩壊 有り
江尻山 鳴門市 鳴門町 三ツ石字江尻山 急傾斜地の崩壊 有り
三ツ石 鳴門市 鳴門町 三ツ石字芙蓉山下 急傾斜地の崩壊 有り
芙蓉山下(1) 鳴門市 鳴門町 三ツ石字芙蓉山下 急傾斜地の崩壊 有り
芙蓉山下(2) 鳴門市 鳴門町 三ツ石字芙蓉山下 急傾斜地の崩壊 有り
南大手(3) 鳴門市 鳴門町 三ツ石字南大手 急傾斜地の崩壊 有り
南大手(4) 鳴門市 鳴門町 三ツ石字南大手 急傾斜地の崩壊 有り
黒山(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字黒山 急傾斜地の崩壊 有り
黒山(2) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字黒山 急傾斜地の崩壊 有り
大谷(1) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字大谷、高砂 急傾斜地の崩壊 有り
中島(2) 鳴門市 鳴門町 高島字中島 急傾斜地の崩壊 有り
中島 鳴門市 鳴門町 高島字中島 急傾斜地の崩壊 有り
中島(3) 鳴門市 鳴門町 高島字中島 急傾斜地の崩壊 有り
中島(4) 鳴門市 鳴門町 高島字中島 急傾斜地の崩壊 有り
中島(5) 鳴門市 鳴門町 高島字中島 急傾斜地の崩壊 有り
山路 鳴門市 鳴門町 高島字山路、北 急傾斜地の崩壊 有り
山路(2) 鳴門市 鳴門町 高島字山路 急傾斜地の崩壊 有り
山路(3) 鳴門市 鳴門町 高島字山路 急傾斜地の崩壊 有り
山路(4) 鳴門市 鳴門町 高島字山路 急傾斜地の崩壊 無し
竹島(1) 鳴門市 鳴門町 高島字竹島、浜中 急傾斜地の崩壊 有り
竹島(2) 鳴門市 鳴門町 高島字竹島 急傾斜地の崩壊 有り
黒山(3) 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字黒山 急傾斜地の崩壊 有り
土佐泊浦大谷 鳴門市 鳴門町 土佐泊浦字大谷 急傾斜地の崩壊 有り
竹島(3) 鳴門市 鳴門町 高島字竹島 急傾斜地の崩壊 有り
島田南 鳴門市 瀬戸町 小島田字通り、馬越、船隠 急傾斜地の崩壊 有り

小島田字船隠、
堂浦字阿波井

島田北 鳴門市 瀬戸町 小島田字上戸 急傾斜地の崩壊 有り
上戸 鳴門市 瀬戸町 小島田字上戸 急傾斜地の崩壊 有り
阿波井(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字阿波井 急傾斜地の崩壊 有り
阿波井(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字阿波井 急傾斜地の崩壊 有り

堂浦字阿波井、
小島田字馬越

船隠 鳴門市 瀬戸町 堂浦字阿波井 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り壱(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り壱(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り壱(3) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱 急傾斜地の崩壊 有り

堂浦字地廻り壱、
明神字馬越、上本城
堂浦字地廻り壱、
明神字馬越
堂浦字地廻り壱、本浦下、
明神字馬越

地廻り(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱、地廻り弐 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱、地廻り弐 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り参(3) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り弐 急傾斜地の崩壊 有り
堂ノ浦 鳴門市 瀬戸町 堂浦地廻り弐、地廻り参 急傾斜地の崩壊 有り
堂ノ浦(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り参 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町島田西 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町地廻り壱(4) 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町阿波井(3) 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町本浦下 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町地廻り壱(5) 急傾斜地の崩壊 有り
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地廻り参(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り参 急傾斜地の崩壊 有り
地廻り参(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り参 急傾斜地の崩壊 有り
板屋島(1) 鳴門市 瀬戸町 明神字板屋島 急傾斜地の崩壊 有り
板屋島(2) 鳴門市 瀬戸町 明神字板屋島 急傾斜地の崩壊 有り
板屋島(3) 鳴門市 瀬戸町 明神字板屋島、水汲谷 急傾斜地の崩壊 有り
馬越 鳴門市 瀬戸町 明神字馬越 急傾斜地の崩壊 有り

明神字馬越、
堂浦字本浦下

越浦 鳴門市 瀬戸町 明神字越浦 急傾斜地の崩壊 有り
越浦(1) 鳴門市 瀬戸町 明神字丸山、越浦 急傾斜地の崩壊 有り
丸山(3) 鳴門市 瀬戸町 明神字丸山 急傾斜地の崩壊 有り

明神字菅谷、
堂浦字本浦中

菅谷(2) 鳴門市 瀬戸町 明神字菅谷 急傾斜地の崩壊 有り
菅谷(3) 鳴門市 瀬戸町 明神字丸山 急傾斜地の崩壊 有り
菅谷(4) 鳴門市 瀬戸町 明神字菅谷 急傾斜地の崩壊 有り
鳴谷 鳴門市 瀬戸町 明神字鳴谷 急傾斜地の崩壊 有り
中山(1) 鳴門市 瀬戸町 明神字中山 急傾斜地の崩壊 有り
中山(2) 鳴門市 瀬戸町 明神字中山 急傾斜地の崩壊 有り
瀬戸北泊 鳴門市 瀬戸町 北泊字北泊 急傾斜地の崩壊 有り
北泊(2) 鳴門市 瀬戸町 北泊字北泊 急傾斜地の崩壊 有り
一本松 鳴門市 瀬戸町 北泊字北泊 急傾斜地の崩壊 有り
島向 鳴門市 瀬戸町 北泊字北泊 急傾斜地の崩壊 有り
小海(1) 鳴門市 瀬戸町 北泊字小海、堂浦字浦代 急傾斜地の崩壊 有り

瀬戸町 北泊字小海
北灘町 櫛木字東山

丸山(1) 鳴門市 瀬戸町 明神字丸山 急傾斜地の崩壊 有り
楠谷 鳴門市 瀬戸町 明神字楠谷 急傾斜地の崩壊 有り
明神 鳴門市 瀬戸町 明神字弐軒屋 急傾斜地の崩壊 無し

瀬戸町 明神字弐軒屋、
撫養町 黒崎字磯崎

室(1) 鳴門市 瀬戸町 室字本村、在所谷 急傾斜地の崩壊 有り
田ノ浦 鳴門市 瀬戸町 室字中ヶ谷 急傾斜地の崩壊 有り
中島田 鳴門市 瀬戸町 中島田字北田、西山 急傾斜地の崩壊 有り
北田(2) 鳴門市 瀬戸町 中島田字西山、飛越 急傾斜地の崩壊 有り
露谷 鳴門市 瀬戸町 中島田字露谷、西山 急傾斜地の崩壊 有り
西田(1) 鳴門市 瀬戸町 中島田字西田、西山 急傾斜地の崩壊 有り
西田(2) 鳴門市 瀬戸町 中島田字西田、西山 急傾斜地の崩壊 有り
大畑 鳴門市 瀬戸町 中島田字大畑、中山 急傾斜地の崩壊 有り
本村 鳴門市 瀬戸町 撫佐字本村、前山 急傾斜地の崩壊 有り
口ノ谷(1) 鳴門市 瀬戸町 撫佐字本村、口ノ谷 急傾斜地の崩壊 有り
口ノ谷(2) 鳴門市 瀬戸町 撫佐字口ノ谷、本村 急傾斜地の崩壊 有り
大島田 鳴門市 瀬戸町 大島田字下畑、延平、中ブケ 急傾斜地の崩壊 有り
下畑 鳴門市 瀬戸町 大島田字下畑、浅谷 急傾斜地の崩壊 有り
田尻 鳴門市 瀬戸町 大島田字田尻、前山 急傾斜地の崩壊 有り
中傍示 鳴門市 瀬戸町 大島田字前山、中傍示、上傍示 急傾斜地の崩壊 有り
小池 鳴門市 瀬戸町 大島田字小池 急傾斜地の崩壊 有り
張(1) 鳴門市 瀬戸町 明神字張 急傾斜地の崩壊 有り
大日出(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字大日出、日出 急傾斜地の崩壊 有り
大日出(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字大日出 急傾斜地の崩壊 有り
日出(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字日出 急傾斜地の崩壊 有り
日出(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字日出 急傾斜地の崩壊 有り
日出(3) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字日出 急傾斜地の崩壊 有り
日出 鳴門市 瀬戸町 湊谷、堂浦字日出 急傾斜地の崩壊 有り
浦代(1) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字浦代、大日出 急傾斜地の崩壊 有り
浦代(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字浦代 急傾斜地の崩壊 有り
浦代(3) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字浦代 急傾斜地の崩壊 有り
浦代 鳴門市 瀬戸町 堂浦字浦代、北泊字小海 急傾斜地の崩壊 有り
張(2) 鳴門市 瀬戸町 明神字張、堂浦字本浦上 急傾斜地の崩壊 有り
本浦中(2) 鳴門市 瀬戸町 堂浦字本浦中、明神字菅谷 急傾斜地の崩壊 有り

小海(2) 鳴門市 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市明神(2) 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町本浦中(1) 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 瀬戸町菅谷(1) 急傾斜地の崩壊 有り
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中山(3) 鳴門市 瀬戸町 明神字中山 急傾斜地の崩壊 有り
奥中山 鳴門市 瀬戸町 明神字中山 急傾斜地の崩壊 有り
大代(1) 鳴門市 大津町 大代 急傾斜地の崩壊 有り
大代(2) 鳴門市 大津町 大代 急傾斜地の崩壊 有り
大代(3) 鳴門市 大津町 大代 急傾斜地の崩壊 有り
樋殿谷(1) 鳴門市 大麻町 板東字樋殿谷 急傾斜地の崩壊 有り
樋殿谷(2) 鳴門市 大麻町 板東字樋殿谷 急傾斜地の崩壊 有り
中谷 鳴門市 大麻町 板東字中谷 急傾斜地の崩壊 有り
中谷(2) 鳴門市 大麻町 板東字中谷、広塚 急傾斜地の崩壊 有り
中谷(3) 鳴門市 大麻町 板東字中谷 急傾斜地の崩壊 有り

桧字六反田、笠籠谷、西谷山、
ダンノ上

椎尾谷(1) 鳴門市 大麻町 桧字椎尾谷 急傾斜地の崩壊 有り
椎尾谷(2) 鳴門市 大麻町 桧字椎尾谷 急傾斜地の崩壊 有り
桧丸山(1) 鳴門市 大麻町 桧字丸山 急傾斜地の崩壊 有り

桧字丸山、尾山谷、高麗、
中山田

谷口 鳴門市 大麻町 桧字谷口、西谷山 急傾斜地の崩壊 有り
池谷字長田、助ヶ谷、勝明寺、
谷、東谷、大石、東中谷

西谷 鳴門市 大麻町 池谷字西谷 急傾斜地の崩壊 有り
山ノ下(1) 鳴門市 大麻町 萩原字山ノ下 急傾斜地の崩壊 有り

大谷字西山谷、山田、
池谷字大石、東中谷

椢原(1) 鳴門市 大麻町 大谷字椢原、西山谷 急傾斜地の崩壊 有り
東山谷(1) 鳴門市 大麻町 大谷字東山谷、東山田 急傾斜地の崩壊 有り
東山谷(2) 鳴門市 大麻町 大谷字東山谷 急傾斜地の崩壊 有り

姫田字久原、川鍋、
大谷字東山谷

寺内 鳴門市 大麻町 姫田字寺内 急傾斜地の崩壊 有り
姫田字小森山路、久保ノ内、
タキケ谷
姫田字タキケ谷、小森山路、
半丈
姫田字半丈、大森、
タキケ谷、三ツカ谷
姫田字久原、大谷字久原、
東山谷

東山田 鳴門市 大麻町 桧字東山田、丸山 急傾斜地の崩壊 有り
広塚 鳴門市 大麻町 板東字広塚、西平草、中谷 急傾斜地の崩壊 有り
椢原 鳴門市 大麻町 大谷字椢原、西山谷 急傾斜地の崩壊 有り

大谷字椢原、東山谷、
犬ヶ谷、伊代助、マナケ谷
大谷字下田、上折木谷、
ムナケエ谷、伊屋ヶ谷、さぶ風谷

伊屋ヶ谷(1) 鳴門市 大麻町 大谷字伊屋ヶ谷 急傾斜地の崩壊 有り
伊屋ヶ谷(2) 鳴門市 大麻町 大谷字伊屋ヶ谷、ムナケエ谷 急傾斜地の崩壊 有り
東山谷(3) 鳴門市 大麻町 大谷字東山谷、伊屋ヶ谷、牛頭谷 急傾斜地の崩壊 有り

計 250箇所

姫田(1) 鳴門市 大麻町 急傾斜地の崩壊 有り

半丈 鳴門市 大麻町 急傾斜地の崩壊 有り

タキケ谷 鳴門市 大麻町 急傾斜地の崩壊 有り

小森山路 鳴門市 大麻町 急傾斜地の崩壊 有り

有り

姫田 鳴門市 大麻町 急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

有り

大谷 鳴門市 大麻町

鳴門市 大麻町桧 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 大麻町大麻池谷 急傾斜地の崩壊 有り

鳴門市 大麻町桧丸山(2) 急傾斜地の崩壊 有り

犬ヶ谷 鳴門市 鳴門市

上折木谷 鳴門市 鳴門市

急傾斜地の崩壊 有り

急傾斜地の崩壊 有り
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(2) 土石流

市 町 字
猪ノ谷 鳴門市 北灘町 折野字東地 土石流 有り
鳥ヶ丸谷川 鳴門市 北灘町 鳥ヶ丸 土石流 有り
西大浦谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷字クロハエ 土石流 無し
宿毛谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷字宿毛谷 土石流 有り
東大浦谷 鳴門市 北灘町 宿毛谷字相ヶ谷 土石流 有り
小谷 鳴門市 北灘町 大浦 土石流 有り
葛城谷 鳴門市 北灘町 粟田 土石流 無し
助ヶ谷 鳴門市 北灘町 粟田 土石流 有り
山田谷 鳴門市 北灘町 粟田 土石流 有り
大岸谷 鳴門市 北灘町 粟田 土石流 無し
ハシカ谷 鳴門市 北灘町 粟田 土石流 有り
西大岸谷 鳴門市 北灘町 粟田、櫛木 土石流 有り
湊谷 鳴門市 北灘町 粟田字湊、東傍示 土石流 無し
東大岸谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 有り
東添谷 鳴門市 北灘町 大須 土石流 有り
川筋谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
屋敷谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
椢原谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
上三津谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
西山谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
西桜井谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 無し
中桜井谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
東桜井谷 鳴門市 北灘町 折野 土石流 有り
白谷 鳴門市 撫養町 南浜 土石流 無し
見白谷 鳴門市 撫養町 斎田、黒崎 土石流 無し
宮津谷 鳴門市 撫養町 黒崎 土石流 有り
八幡谷 鳴門市 撫養町 黒崎 土石流 有り
口小屋ヶ谷 鳴門市 撫養町 木津 土石流 無し
三ツ石谷 鳴門市 鳴門町 三ツ石 土石流 無し
とうの下谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 有り
いどり谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 有り
澄ヶ谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 無し
一本谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 有り
島向谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 無し
中島谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 無し
小海谷 鳴門市 瀬戸町 北泊 土石流 無し
小路浦谷 鳴門市 瀬戸町 北泊字北泊 土石流 有り
大江谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り参 土石流 有り
地廻谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦字地廻り壱 土石流 無し
浅谷 鳴門市 瀬戸町 大島田字下畑 土石流 有り
阿波井谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦字阿波井 土石流 有り
堂ノ浦谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 土石流 無し
南本浦下谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 土石流 有り
馬越谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 土石流 有り
中本浦下谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦、明神 土石流 無し
丸山谷 鳴門市 瀬戸町 明神 土石流 有り
飛越谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 土石流 無し
中島田谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 土石流 有り
橋本谷 鳴門市 瀬戸町 中島田 土石流 有り
田尻谷 鳴門市 瀬戸町 大島田 土石流 無し
大石谷 鳴門市 瀬戸町 撫佐 土石流 有り
口ノ谷 鳴門市 瀬戸町 撫佐 土石流 無し
山ノ谷 鳴門市 大津町 大代 土石流 無し
田村谷 鳴門市 大津町 大代 土石流 有り
広塚谷 鳴門市 大麻町 板東 土石流 有り
東平草谷 鳴門市 大麻町 板東 土石流 有り
東中内谷 鳴門市 大麻町 池谷 土石流 有り

所在地
区域の名称

土砂災害の発生因と
なる自然現象種類

特別警戒区域
指定の有無
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市 町 字
東中内谷(1) 鳴門市 大麻町 池谷、大谷 土石流 無し
釜焼谷川 鳴門市 大麻町 大谷 土石流 無し
久原谷 鳴門市 大麻町 大谷 土石流 無し
伊屋ヶ谷 鳴門市 大麻町 大谷 土石流 有り
バラ谷 鳴門市 大麻町 大谷 土石流 有り
寒風谷 鳴門市 大麻町 大谷 土石流 有り
中末谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 有り
長倉谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 無し
北長倉谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 有り
西井ノ尻谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 有り
保ヶ谷 鳴門市 北灘町 櫛木 土石流 有り

本浦上谷 鳴門市
瀬戸町
北灘町

明神
櫛木

土石流 有り

日出谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 土石流 有り
北浦代谷 鳴門市 瀬戸町 堂浦 土石流 有り
中山谷 鳴門市 撫養町 木津 土石流 有り

計 72箇所

(3) 地すべり

市 町 字
粟田西 鳴門市 北灘町 粟田 地すべり 無し
粟田 鳴門市 北灘町 粟田 地すべり 無し
折野 鳴門市 北灘町 折野 地すべり 無し
木津 鳴門市 撫養町 斉田 地すべり 無し
北泊 鳴門市 瀬戸町 北泊 地すべり 無し

計 5箇所

所在地
区域の名称

土砂災害の発生因と
なる自然現象種類

特別警戒区域
指定の有無

区域の名称
所在地 土砂災害の発生因と

なる自然現象種類
特別警戒区域
指定の有無
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火災・災害等即報要領 

昭和 59 年 10 月 15 日    

消防災第 267 号消防庁長官 

 

改正   平成 6年 12 月消防災第 279 号、平成 7年 4月消防災第 83 号、 

平成 8年 4月消防災第 59 号、平成 9年 3 月消防情第 51 号、平 

成 12 年 11 月消防災第 98 号・消防情第 125 号、平成 15 年 3月 

消防災第 78 号・消防情第 56 号、平成 16 年 9月消防震第 66 号、 

平成 20 年 5月消防応第 69 号、平成 20 年 9 月第 166 号、平成 24 

年 5 月 31 日消防応第 111 号、平成 29 年 2 月 7日消防応第 11 号 

 

第１ 総則 

１ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第４０条の規定に基づき消防庁

長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及

び方法を定めるものとする。 

  

  

  

  

 

 

 ２ 火災・災害等の定義 

   「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

   なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火

災報告取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭

和 45 年 4 月 10 日付け消防防第 246 号）」、「救急事故等報告要領（平成 6年 10 月 17 日

付け消防救第 158 号）」の定めるところによる。 

 

３ 報告手続 

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）

が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消

防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一

部事務組合又は広域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等

に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生し

（参考） 
消防組織法第４０条  
 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ

り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

別紙１
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た地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急

業務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等に

ついて主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて

報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著

しく大きい場合を含む。以下同じ。）には、当該災害が発生し、又はそのおそれがあ

る地域の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものと

する。 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、

市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報

について消防庁に報告をするものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、

第１報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告をするものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は、第１報後の報告を引き

続き消防庁に対しても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可

能な限り早く（原則として、覚知後３０分以内）、分かる範囲でその第１報の報告を

するものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから

逐次報告をするものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防

庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したと

きには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

   火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式に記載し、フ

ァクシミリ等により報告をするものとする。 

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合又はファクシミリ等が使用不能な場合

で当該方法による報告ができない場合には、迅速性を最優先とし、電話等通信可能な

方法による報告に代えることができるものとする。 

また、第１報以後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載され

た既存資料（地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資

料など）による報告に代えることができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像

情報の送信を行うものとする。 

(1) 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 
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特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る

事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

なお、火災（特定の事故を除く。）については第１号様式、特定の事故について

は第２号様式により報告をすること。 

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対

象とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救

急事故等については、第３号様式による報告を省略することができる。ただし、

消防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア 火

災等即報、イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁

長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

(2) 画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公

共団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生

したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を

用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害

等 

ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 

（テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニ

ュースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。） 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

(1) 都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当す

る火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

(2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困

難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な

情報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うこ

とが十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコ

プター等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情

報等の把握に努めるものとする。 
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(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関

と密接な連携を保つものとする。 

    特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、都道府県が一元的に集約、

調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の

数について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整

理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をするものとする。 

(4) 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消

防庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようにな

った後は、都道府県に報告をするものとする。 

(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合に

は、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。 

 

第２ 即報基準                                                             

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

１ 火災等即報 

(1) 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するお

それがある場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

    イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

   ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、

それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

ア 火災 

(ア) 建物火災 

a 特定防火対象物で死者の発生した火災 

        b 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災

で利用者等が避難したもの 

        c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 

d 特定違反対象物の火災 

      e 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

      f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟

以上になる見込みの火災 

        g 損害額１億円以上と推定される火災 
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(イ) 林野火災 

       a 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

        b 空中消火を要請又は実施したもの 

        c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

(ウ) 交通機関の火災 

        a  航空機火災 

      b タンカー火災 

      c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

      d  トンネル内車両火災 

      e  列車火災 

(エ) その他 

          以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

            （例示） 

              ・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

      イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

       (ア) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

            （例示） 

・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱

う施設の火災又は爆発事故 

      (イ) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

(ウ) 特定事業所内の火災（（ア)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

     危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」とい

う。）を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げる

もの（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

(ア) 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

(イ) 負傷者が５名以上発生したもの 

(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に

被害を及ぼしたもの 

(エ) ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

(オ) 海上、河川への危険物等流出事故 

(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい

事故 

エ 原子力災害等 

    (ア) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射
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線の漏えいがあったもの 

    (イ) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等

の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったも

の 

    (ウ) 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条の規定により、

原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長に

あったもの 

(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射

線の漏えいがあったもの 

オ その他特定の事故 

        可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高

いと認められるもの 

    カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大

きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

 ２ 救急・救助事故即報 

   救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

(1) 死者５人以上の救急事故 

  (2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

   (3) 要救助者が５人以上の救助事故 

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故  

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取

り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明

した時点での報告を含む。） 

     （例示） 

・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・ バスの転落による救急・救助事故 

・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において

発生した救急・救助事故 
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・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域に

おいて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握される

べき救急・救助事故 

３ 武力攻撃災害等即報 

   武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある

場合を含む。）について報告をすること。 

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第

112 号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武

力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の

放出その他の人的又は物的災害 

(2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、

武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

 

４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

(1) 一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

    イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警

報が発表されたもの 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

  次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に

定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告

をすること。 

ア 地震 

   (ア) 当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

    イ 津波 

    (ア) 津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

    (イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 
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       (ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(イ) 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家

被害を生じたもの 

    (ウ) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

       (ア) 積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

       (イ) 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

      オ 火山災害 

(ア) 噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取

り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当

するおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。 

 

１ 火災等即報 

   (1) 交通機関の火災 

    第２の１の(2）のアの(ウ）に同じ。 

   (2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

    第２の１の(2)のイの(ア)、(イ)に同じ。 

  (3) 危険物等に係る事故（(2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

ア  第２の１の（2）のウの(ア)、(イ)に同じ。 

      イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設

内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当

するもの 

(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

(イ) ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

   エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近

住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

  (4) 原子力災害等 

    第２の１の(2)のエに同じ。 
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(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

  (6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度

が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

 

２ 救急・救助事故即報 

   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

  (2) バスの転落等による救急・救助事故 

  (3) ハイジャックによる救急・救助事故 

  (4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

  (5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

 ３ 武力攻撃災害等即報 

   第２の３の(1)、(2)に同じ。 

 

 ４ 災害即報 

  (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無

を問わない。） 

  (2) 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

     第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、そ

れぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）

の定めるところによる。 

 

  ＜火災等即報＞ 

 １ 第１号様式（火災） 

(1) 火災種別 

     「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

   (2) 消防活動状況 

    当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要

請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

   (3) 救急・救助活動状況 

     報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記

入すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

   (4) 災害対策本部等の設置状況 
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     当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

     次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入する

こと。 

   ア 死者３人以上生じた火災 

       (ア) 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

      a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理

状況並びに予防査察の経過 

(イ) 火災の状況 

      a 発見及び通報の状況 

      b 避難の状況 

   イ  建物火災で個別基準の e、f又は gのいずれかに該当する火災 

    (ア) 発見及び通報の状況 

    (イ) 延焼拡大の理由 

        a 消防事情 

   b 都市構成 

   c 気象条件 

   d その他 

    (ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    (エ) り災者の避難保護の状況 

    (オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

   ウ  林野火災 

    (ア) 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※ 必要に応じて図面を添付する。 

    (イ) 林野の植生 

    (ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況 

    (エ) 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

   エ 交通機関の火災 

    (ア) 車両、船舶、航空機等の概要 

    (イ) 焼損状況、焼損程度 
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第１号様式 （火災）

第　 報

年 月 日 時 分

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積 ㎡

階層 延べ面積 ㎡

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 ha

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

台・機 人

その他参考事項

（消防本部名）

都道府県

市町村

報告日時

消防庁受信者氏名

火 災 種 別 　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

出 火 場 所

報告者名
※　特定の事故を除く。

火元の業態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 日 時 ( 鎮 圧日 時)

（覚知日時） 鎮 火 日 時

出 火 箇 所 出 火 原 因

死 傷 者
死者の生じた

理 由

建 物 の 概 要

焼 損 程 度

全　焼

棟数 部分焼

ぼ　や

計 棟 焼 損 面 積
焼損 半　焼

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

消防活動状況

災害対策本部
等の設置状況

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

その他（消防防災ヘリコプター等）
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２ 第２号様式（特定の事故） 

(1) 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○

で囲むこと。 

(2) 事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入

すること。 

(3) 特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下こ

の項において「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合

のみ、当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所

にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する

第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が

当該事故を発見した日時を記入すること。 

(5) 物質の区分及び物質名 

    事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学

名を記入すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定める危

険物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

(6) 施設の区分 

    欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように

記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製

造所等の別）についても記入すること。 

(8) 事故の概要 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の

応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関

等による応援活動の状況についても記入すること。 

(10) 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 
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   (11) その他参考事項 

      以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

      （例） 

       ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

   (12) 原子力災害等の場合 

      ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に

読み替えること。 

      イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚

染者」に区分して記入すること。 

      ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状

況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が

定められている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 
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第２号様式 （特定の事故） 第　 報

年 月 日 時 分

事故名

レイアウト第一種、第一種、

第二種、その他

死者（性別・年齢） 人 人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人

人

人

台
人
台
人
機
人

人

警戒区域の設定 月 日 時 分 人

使用停止命令 月 日 時 分 人

その他参考事項

海 上 保 安 庁

共同防災組織

活 動 状 況 そ の 他

出 場 機 関 出場人員 出場資機材

事
業
所

自衛防災組織

消 防 防 災

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

及 び 消 防 本 部 ( 署 )

救 急 ・ 救 助 消 防 団

災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況

活 動 状 況 消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー

自 衛 隊

そ の 他

中等症

軽 症

死 傷 者

負傷者等

重 症

施 設 の 概 要
危険物施設の

区 分

事 故 の 概 要

物 質 の 区 分
1 危険物　2 指定可燃物　3 高圧ガス　4 可燃性ガス
5 毒劇物　6 RI等        7 その他(　　　　　)

物 質 名

施 設 の 区 分 １　危険物施設　２　高危混在施設　３　高圧ガス施設　４　その他(　　　　　)

時 分
（ 覚 知 日 時 ） （ 月 日

月 日
発 生 日 時 月

(処理完了)

消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況

( 月

時 分

時 分
鎮火日時 時

日

分

)

事 業 所 名 特別防災区域

発 見 日 時

事 故 種 別 　１　火災　２　爆発　３　漏えい　４　その他(　　)

発 生 場 所

時 分日月

日

）

報告日時

市町村

報告者名

（消防本部名）

１　石油コンビナート等特別防災区域内の事故
２　危険物等に係る事故
３　原子力施設等に係る事故
４　その他特定の事故

都道府県

消防庁受信者氏名
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 ＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

(1) 事故災害種別 

     「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 事故等の概要 

      「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

(3) 死傷者等 

      ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

      イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

(4) 救助活動の要否 

      救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

(5) 要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、

未だ救助されていない者の数を記入すること。 

       また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6) 消防・救急・救助活動状況 

       出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属

消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況

等活動の状況について記入すること。 

(7) 災害対策本部等の設置状況 

      当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(8) その他参考事項 

        以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

      （例） 

       ・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

     ・ 避難指示（緊急）・避難勧告の発令状況 

       ・ 避難所の設置状況 

       ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

     ・ ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

     ・ 被害の要因（人為的なもの） 

        不審物（爆発物）の有無 

        立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 
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第３号様式 （救急・救助事故・武力攻撃災害等）

第　 報

年 月 日 時 分

消防庁受信者氏名

月 日 時 分

（ 月 日 時 分 ）

死者（性別・年齢） 負傷者等 人 ( 人 )

人 ( 人 )

計 人 人 ( 人 )

不明 人 人 ( 人 )

その他参考事項

（注）　負傷者欄の（　　）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

事故災害種別 １　救急事故　２　救助事故　３　武力攻撃災害　４　緊急対処事態における災害

都道府県

（消防本部名）

発 生 場 所

発 生 日 時
覚 知 方 法

（覚知日時）

事故等の概要

中 等 症

軽 症

重 症

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分
　　　かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていな
　　　い旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救助活動の要否

要救護者数(見込) 救 助 人 員

消防･救急･救助

活 動 状 況

災害対策本部

等の設置状況

報告日時

報告者名

市町村

死 傷 者
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 ＜災害即報＞ 

 ４ 第４号様式 

(1) 第４号様式（その１）（災害概況即報） 

       災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段

階で被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有

無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

      ア  災害の概況 

      (ア) 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

      (イ) 災害種別概況 

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべ

り、土石流等の概況 

b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の

概況 

          c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の

概況 

e その他これらに類する災害の概況 

イ 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の

被害に重点を置いて記入すること。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する

災害において、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規

模を推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡につ

いて可能な限り報告をすること。 

ウ  応急対策の状況 

(ア) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以

下「災害対策本部等」という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を

記入すること。 

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できな

い場合には、任意の様式を用いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等

が設置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

(イ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコ

プター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、
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活動状況等をわかる範囲で記入すること。 

(ウ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

(エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、

他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。 

 また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおい

ては、警報の伝達、避難勧告等の発令状況等の警戒・避難対策について記入する

こと。なお、避難勧告等の発令状況については、第４号様式（その１）別紙を用

いて報告すること。 
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第４号様式 （その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

要 請 の 状 況
その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

応
急
対
策
の
状
況

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等
について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）

自 衛 隊 派 遣

消防庁受信者氏名

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報）

死　者
棟

半壊 棟

軽傷

全壊 棟

一部破損

119番通報の件数

棟棟
人

未分類
不　明

人 重傷

床下浸水

人

棟

人
床上浸水

報告日時

市町村

災害対策本部等の（都道府県） （市町村）

発生日時

人的
被害

災
害
の
概
況

発生場所

住家
被害

設 置 状 況

報告者名

（災害概況即報）

都道府県

（消防本部名）

被
害
の
状
況
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第
４

号
様

式
（

そ
の

１
）

　
別

紙
都
道

府
県
名

（
避
難

勧
告
等

の
発

令
状
況

）
発

令
日

時
発

令
日

時
発

令
日

時

対
象

世
帯

数
(※

)
対

象
人

数
(※

)
解

除
日

時
対

象
世

帯
数

(※
)

対
象

人
数

(※
)

解
除

日
時

対
象

世
帯

数
(※

)
対

象
人

数
(※

)
解

除
日

時

※
　
対

象
世
帯

数
等

を
確
認

中
の

場
合
は

、
空

欄
に

せ
ず
「

確
認

中
」
と

記
載

す
る
こ

と
。

（
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

）

市
町

村
名

避
難

指
示

（
緊

急
）

避
難

勧
告

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
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(3) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を

用いること。 

ア  各被害欄 

     原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害

額については、省略することができる。 

     なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点に

おける断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

    イ  災害対策本部等の設置状況 

      当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入する

こと。 

      ウ  災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

      エ 災害の概況 

     災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

(ア) 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

(イ) 災害の発生日時 

      被害を生じた日時又は期間 

(ウ) 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の

見通し等 

オ 応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行

った場合にはその日時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状

況等を記入すること。 
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（
そ

の
２
）

被
　

　
　

　
　

害
被

　
　

　
　

　
害

災
害

名
h
a

千
円

h
a

千
円

h
a

千
円

h
a

千
円

箇 所
千

円

箇 所
団

体

箇 所
千

円

被
　

　
　

　
　

害
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

棟
箇 所

世 帯
箇 所

千
円

人
隻

千
円

棟
戸

世 帯
回 線

人
戸

棟
戸

世 帯
箇 所

人 棟 世 帯 人 棟
世 帯

世 帯
人

人
件

自
衛

隊
の

災
害

派
遣

そ
の

他

棟
件

棟
件

す
る

こ
と

。

※
１
　

被
害

額
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

※
２
　

１
１

９
番

通
報

の
件

数
は

、
１

０
件

単
位

で
、

例
え

ば
約

１
０

件
、

３
０

件
、

５
０
件

（
５

０
件

を
超

え
る

場
合

は
多

数
）
と

記
入

災 　 害 　 対 　 策 　 本 　 部

等 　 の 　 設 　 置 　 状 　 況

市 町 村

件
 

消 防 機 関 等 の 活 動 状 況

都 道 府 県

（
地

元
消

防
本

部
、

消
防

団
、

消
防

防
災

ヘ
リ
コ

プ
タ

ー
、

消
防

組
織

法
第

3
9
条

に
基

づ
く

応
援

消
防

本
部

等
に

つ
い

て
、

そ
の

出
動

規
模

、
活

動
状

況
等

を
記

入
す

る
こ

と
。

）

・
第

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

報
畑

流
失

・
埋

没
公

共
土

木
施

設

道
路

そ 　 　 　 　 の 　 　 　 　 他

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

畜
産

被
害

行
方

不
明

者
港

湾

負 傷 者

重
　

　
　

　
傷

報
告

者
名

報
告

番
号

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

時
現

在
）

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

人 的 被 害

死
者

砂
防

第
4
号

様
式

　
（
被

害
状

況
即

報
）
　

　

都
道

府
県

区
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吉野川 旧吉野川 新池川

1
地域活動支援センター
オリーブの木

撫養町大桑島字北の浜53 685-5524 ○ － －

2
特定非営利活動法人
ぽてとくらぶ

撫養町南浜字東浜156-3 684-2651 ○ － －

3
社会福祉法人小渦会
グループホームファミリー

撫養町南浜字東浜30-8 684-1886 ○ － －

4
社会福祉法人小渦会
グループホームファミリー2号館

撫養町小桑島字前浜109-8 684-1886 ○ － －

5
児童発達支援事業所
たけのこ鳴門

撫養町小桑島字前組60-1 679-9540 ○ － －

6
グッドジョブセンター
（ＧＪＣ）かのん　本館・新館

大麻町東馬詰字諏訪の元70-1、63-4 697-2121 ○ ○ －

7 サポートきらり 撫養町小桑島字前浜243 683-1977 ○ － －

8 障害者就労センターたなごころ 撫養町斎田字西発47－10 679-4293 ○ － －

9
就労継続支援A型事業所
サスケ工房鳴門

撫養町大桑島字濘岩浜48-61 678-9988 ○ － －

10 福祉ホームありの実 大麻町東馬詰字諏訪の元71-12 698-0667 ○ ○ －

11
障害児通所支援センター
たなごころ

撫養町斎田字西発47－10 679-4293 ○ － －

吉野川 旧吉野川 新池川

1 平成デイサービスセンター鳴門 撫養町木津字防崎445-1 685-8688 ○ － －

2 グループホーム鳴門 撫養町木津字防崎445-1 685-8688 ○ － －

3 有料老人ホームレジデント・木津 撫養町木津445－1 683-1583 ○ － －

4 こもれびの家・撫養 撫養町南浜字浜田130 686-6362 ○ － －

5 むやデイサービスセンター 撫養町南浜字蛭子前東105 685-5566 ○ － －

6
鳴門メンタルクリニック
ココロカル

撫養町南浜字東浜558 624-7700 ○ － －

7 西條内科 撫養町南浜字東浜424 686-1235 ○ － －

8 佐藤整形外科医院 撫養町南浜字東浜265 685-6555 ○ － －

9 ケアハウスなると 撫養町南浜字蛭子前東105 685-5566 ○ － －

10 日下歯科婦人科医院 撫養町南浜字東浜271 686-5177 ○ － －

11 ふれあいデイホーム“みんなの家” 撫養町小桑島日向谷163-2 678-5963 ○ － －

12 レッツ倶楽部鳴門 撫養町小桑島字前浜58 679-7657 ○ － －

13 デイサービスセンター花雲 撫養町小桑島字前浜197 685-1266 ○ － －

14 斉藤整形外科 撫養町小桑島字前浜217 685-5811 ○ － －

15 サービス付き高齢者向け住宅しあわせ家族 撫養町小桑島字前浜197 685-1266 ○ － －

51　要配慮者利用施設一覧表（水害）

【障がい児・者施設等】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

【高齢者施設】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域
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吉野川 旧吉野川 新池川

16 小川病院 撫養町斎田字北浜99 686-2322 ○ － －

17 デイサービスハッピーズ 撫養町斎田字北浜46-1 686-1862 ○ － －

18 リハビリ型デイサービスヒューマニー 撫養町斎田字北浜37-5 685-7374 ○ － －

19 浜田皮ふ泌尿器科 撫養町斎田字北浜148 685-5101 ○ － －

20 兼松病院 撫養町斎田字大堤54 685-4537 ○ － －

21 谷医院 撫養町斎田字大堤129 686-3569 ○ － －

22 デイサービスセンターたなごころ 撫養町斎田字西発47－10 679-4292 ○ － －

23 デイサービスゆとり 撫養町斎田字西発11-2 677-7566 ○ － －

24 高麗耳鼻咽喉科医院 撫養町斎田字北浜205 685-1180 ○ － －

25 うがい医院 撫養町斎田字大堤12-7 686-2307 ○ － －

26 勝良医院 撫養町斎田字西発77-10 686-1216 ○ － －

27 サービス付き高齢者向け住宅たなごごろ 撫養町斎田字西発47-10 679-4293 ○ － －

28 あい愛・撫養 撫養町斎田字北浜98 686-2340 ○ － －

29 なぎの家 撫養町黒崎字松島200 685-4537 ○ － －

30 デイサービスどんぐり 撫養町黒崎字八幡68-6 684-1371 ○ － －

31 たきファミリークリニック 撫養町黒崎字松島45－63 683-1235 ○ － －

32 デイサービスなるとも 撫養町黒崎字松島200 679-6007 ○ － －

33 サービス付き高齢者向け住宅ほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 679-4165 － ○ －

34 デイサービスセンターほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 683-1022 － ○ －

35 ショートステイほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 679-4165 － ○ －

36 原田内科通所リハビリテーション 大津町矢倉字六ノ越5-9 685-3351 ○ － －

37 介護老人保健施設陽だまり苑 大津町矢倉字四ノ越5 686-1133 ○ ○ －

38 グループホームひなたぼっこ 大津町矢倉字四ノ越3 685-3605 ○ ○ －

39 グループホームほのぼの 大津町矢倉字五ノ越32-1 686-3113 ○ ○ －

40 鳴門川島クリニック 大津町段関字西68-5 683-0810 ○ ○ －

41 介護老人福祉施設おおつ苑 大津町大代字戎野472 684-3788 ○ ○ －

42 デイサービスセンターおおつ 大津町大代字戎野472 684-3788 ○ ○ －

43 グループホームおおつ 大津町大代字戎野472 684-3788 ○ ○ －

44 あおぞら耳鼻科 大津町吉永字前の越274番 684-4685 ○ ○ ○

45 リハビリステーションネトレン撫養 大津町吉永字西新5-1 684-5501 ○ ○ ○

【高齢者施設】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域
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吉野川 旧吉野川 新池川

46 橋本医院 大津町吉永字四番越4716 685-5211 ○ ○ ○

47 デイサービスセンターすみれ 大津町吉永字三石野777 683-1251 ○ ○ ○

48 グループホームこすもす 大津町吉永字三石野620-2 685-5157 ○ ○ ○

49
認知症対応型通所介護
デイサービス　こすもす

大津町吉永字三石野620-2 685-5157 ○ ○ ○

50 すがい眼科 大津町吉永字五の越4181 685-4611 ○ ○ ○

51 サービス付き高齢者向け住宅　すみれ 大津町吉永字三石野777 683-1231 ○ ○ ○

52 森本内科循環器科 大津町木津野字仲ノ越85-11 686-8181 ○ ○ ○

53 吉田整形外科 大津町木津野字前の越4-1 684-1550 ○ ○ ○

54 通所介護事業所たんぽぽはうす 大麻町姫田字久保ノ内26－18 686-0670 ○ ○ －

55 デイサービスセンターぽてと鳴門 大麻町池谷字柳の本81－3 679-6739 ○ ○ －

吉野川 旧吉野川 新池川

1 兼松病院 撫養町斎田字大堤54 685-4537 ○ － －

2 小川病院 撫養町斎田字北浜99 686-2322 ○ － －

3 徳島県鳴門病院 撫養町黒崎字小谷32 683-0011 ○ － －

吉野川 旧吉野川 新池川

1 撫養小学校 撫養町斎田字岩崎72 685-1316 ○ － －

2 黒崎小学校 撫養町黒崎字宮津88-1 686-2243 ○ － －

3 桑島小学校 撫養町大桑島字与三左谷6 686-2239 ○ － －

4 大津西小学校 大津町大代1210 686-3509 ○ － －

5 第一小学校 大津町木津野字内田11 685-1301 ○ － －

6 堀江南小学校 大麻町西馬詰字橋ノ本7 689-0014 ○ ○ －

7 第一中学校 撫養町南浜字浜田37-1 685-2542 ○ － －

8 鳴門高等学校 撫養町斎田字岩崎135-1 685-3217 ○ － －

9 鳴門渦潮高等学校 大津町吉永595 686-4577 ○ ○ ○

吉野川 旧吉野川 新池川

1
徳島県鳴門病院附属
看護専門学校

撫養町斎田字見白36-1 686-4417 ○ － －

【高齢者施設】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

【病院・診療所施設】
（有床に限る） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

【学校関係施設】
（学校施設） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

（専修学校） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域
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吉野川 旧吉野川 新池川

1 中央保育所 撫養町斎田字岩崎120 686-2846 ○ － －

2 桑島保育所 撫養町大桑島字蛭子山134 685-7896 ○ － －

3 矢倉保育園 大津町矢倉字弐の越34-2 686-9469 ○ ○ ○

4 うずしお保育園 撫養町斎田字西発88-1 686-9227 ○ － －

5 矢倉乳児保育園 大津町矢倉字参の越35 685-6364 ○ ○ ○

6 すみれ保育園 大津町大幸字塩田27-1 685-0055 ○ ○ －

7 みどり保育所 大麻町市場字小桑木54 689-1386 ○ ○ －

吉野川 旧吉野川 新池川

1 市場川崎児童館 大麻町三俣字前野22-1 689-3410 ○ ○ －

吉野川 旧吉野川 新池川

1
(福）緑樹会　事業所内託児所
ちびまる

大津町大代字戎野472 685-2346 ○ ○ －

2
地方独立行政法人
徳島県鳴門病院院内保育所おひさま

撫養町斎田見白43　看護宿谷1Ｆ 678-9399 ○ － －

吉野川 旧吉野川 新池川

1 撫養児童クラブ
撫養町斎田字岩崎72
（撫養小学校）

685-5260 ○ － －

2 黒崎児童クラブ
撫養町黒崎字宮津88-1
（黒崎小学校）

686-2347 ○ － －

3 桑島児童クラブ
撫養町大桑島字与三佐谷8
（桑島児童館）

685-0065 ○ － －

4 大津西児童クラブ
大津町大代1210
(大津西小学校)

686-3534 ○ － －

5 木津くすのき児童クラブ
大津町木津野字内田11
（第一小学校）

686-3770 ○ ○ －

6 木津いちょう児童クラブ
大津町木津野字内田11
（第一小学校）

686-3770 ○ ○ －

【児童福祉施設等】
（保育所） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

（児童厚生施設） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

（認可外保育施設） ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域

【児童クラブ】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域
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吉野川 旧吉野川 新池川

1 撫養幼稚園 撫養町斎田字岩崎135-3 686-4093 ○ － －

2 黒崎幼稚園 撫養町黒崎字清水86-2 686-9478 ○ － －

3 桑島幼稚園 撫養町大桑島字与三左谷32 686-9479 ○ － －

4 大津西幼稚園 大津町大代1210 686-0425 ○ － －

5 第一幼稚園 大津町木津野字藪の内55-2 686-3453 ○ ○ －

6 堀江北幼稚園 大麻町大谷字中筋53 689-2220 ○ － －

7 堀江南幼稚園 大麻町西馬詰字橋ノ本7 689-1422 ○ ○ －

(注) この表は水防法第15条第1項第4号に基づき、河川の氾濫に伴う浸水想定区域内における特に防
災上の配慮を要するものが利用する施設を示しています。

【幼稚園】 ※浸水想定区域内… ○、　浸水想定区域外… －

№ 施設名 所在地 連絡先
浸水想定区域
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【障がい者施設】

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1
児童発達支援なると
（きりん教室 なると）

撫養町南浜字蛭子前西140-2 686-1011 土砂災害警戒区域（急傾斜地）

2
児童発達支援事業所
たけのこ鳴門

撫養町小桑島字前組60-1 679-9540
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

3 板東の丘 大麻町板東字中谷8-4 689-2828
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

4 グループホームしおさい 鳴門町土佐泊浦字高砂5 687-0311
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

【高齢者施設】

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1 “みんなの家やまびこ” 瀬戸町小島田字船隠84-1 688-2930 土砂災害警戒区域（急傾斜地）

2 桑島老人憩いの家 撫養町大桑島字中之組30 685-5969
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

【病院・診療所施設】

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1 徳島県鳴門病院 撫養町黒崎字小谷32 683-0011 土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）

2 今井メンタルクリニック 撫養町黒崎字八幡113-1 683-1552 土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）

3 南海病院 鳴門町土佐泊浦字高砂5 687-0311
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

4 鳴門シーガル病院 瀬戸町堂浦字阿波井57 688-0011
土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）
及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

【乳幼児等施設】

（児童福祉施設）

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1 木津さくらんぼ保育園 撫養町南浜字蛭子前西92-1 685-3458
土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）
及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

2 正興寺保育園 撫養町斎田字岩﨑144 686-1188 土砂災害警戒区域（急傾斜地・地すべり）

3 瀬戸保育所 瀬戸町堂浦字地廻り参214-1 688-0415 土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）

4 長寿寺保育園（休園中） 北灘町粟田字東傍示276 682-0855
土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）
及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

（幼稚園）

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1 撫養幼稚園 撫養町斎田字岩崎135-3 686-4093 土砂災害警戒区域（急傾斜地）

2 明神幼稚園 瀬戸町明神字越浦70 688-1244
土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）

3 瀬戸幼稚園（休園中） 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 688-0331 土砂災害警戒区域（急傾斜地）

4 北灘西幼稚園（休園中） 北灘町折野字屋敷64 682-0016 土砂災害警戒区域（急傾斜地）

【児童クラブ】

№ 施設名 所在地 連絡先 指定種別

1 黒崎児童クラブ 撫養町黒崎字宮津88-1 686-2347 土砂災害警戒区域（急傾斜地・土石流）

52　要配慮者利用施設一覧表（土砂災害）

(注) この表は土砂災害防止法第７条第２項に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内にお
ける特に防災上の配慮を要するものが利用する施設を示したものです。
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53 鳴門地区無線局一覧表 

所 在 地 等 免 許 人 識別信号・局名及び種別 

徳島県庁 徳 島 県 ぼうさいとくしまほんぶ・固定局 

県災害対策本部 *-9510 

県水防本部（河川振興課）*-9570 

徳島県 

鳴門合同庁舎 

ぼうさいとうぶしぶなると・固定局 

東部県土整備局鳴門 *-088-684-9520 

鳴門県民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ *-088-684-4621 

ぼうさいとくしま 562,563,565,759,760,761,762 移動局（車載

3、携帯用4） 

鳴 門 市 役 所 ぼうさいなるとし・固定局 

危機管理課 351**2 

企業局（競艇） 鳴 門 市 きょうていなると 基地局（1） 移動局（携帯用44） 

企業局（水道） 〃 すいどうなると 基地局（1） 移動局（18） 

鳴 門 警 察 署 警 察 庁         固定局（3） 移動局（10） 

四 国 電 力 

徳 島 支 店 

四国電力 よんでんとくしまえいぎょう基地局（3） 移動局（災害規模によ

って派遣数が変動） 

消 防 署 鳴 門 市 なるとしょうぼうびざん 基地局(1)  移動局(車載用 17･携帯用

19) 

なるとしょうぼう 基地局（1） 

移動局(車載用2・携帯用3) 
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54 アマチュア無線局名簿（個人局） 

番号 氏名 コールサイン 

1 宇佐美 正市 JG5-LMO 

2 古林 庸策 JR5-HLX 

3 半田 功雄 JH5-MDE 

4 八木 隆史 JH5-EOJ 

5 山中 雅夫 JI5-LKQ 

 

 

 

 

 アマチュア無線局名簿（クラブ局） 

番号 氏名 コールサイン クラブ名 

1 八木 隆史 JA5-ZAY 徳島 2mSSB愛好会 

 

※個人局、クラブ局とも氏名の五十音順に記載 
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55 自主防災組織一覧表 

○各地区自主防災会一覧表 

名     称 結 成 年 月 名     称 結 成 年 月 

桧 自 主 防 災 会 平成 13 年 4 月 木 津 野 自 主 防 災 会 平成 24 年 2 月 

鳴門西地区自主防災会 平成 15 年 6 月 徳 長 自 主 防 災 会 平成 24 年 3 月 

里浦北地区自主防災会 平成 15 年 9 月 段 関 地 区 自 主 防 災 会 平成 24 年 3 月 

里浦仲地区自主防災会 平成 15 年 9 月 島 田 地 区 自 主 防 災 会 平成 24 年 3 月 

里浦南地区自主防災会 平成 15 年 9 月 大 代 自 主 防 災 会 平成 24 年 4 月 

黒 崎 地 区 自 主 防 災 会 平成 17 年 5 月 備 前 島 自 主 防 災 会 平成 24 年 6 月 

鳴 門 東 地 区 自 主 防 災 会 平成 17 年 10 月 小 森 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

中 央 地 区 自 主 防 災 会 平成 18 年 5 月 姫 田 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

木津神地区自主防災会 平成 18 年 6 月 大 谷 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

桑 島 地 区 自 主 防 災 会 平成 18 年 7 月 池 谷 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

斎 田 地 区 自 主 防 災 会 平成 19 年 5 月 高 畑 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

川 東 地 区 自 主 防 災 会 平成 20 年 12 月 松 村 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

長 江 地 区 自 主 防 災 会 平成 21 年 6 月 牛 屋 島 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

吉 永 自 主 防 災 会 平成 22 年 4 月 東 馬 詰 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

北 灘 地 区 自 主 防 災 会 平成 22 年 9 月 西 馬 詰 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

明 神 地 区 自 主 防 災 会 平成 22 年 11 月 中 馬 詰 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

矢 倉 自 主 防 災 会 平成 23 年 3 月 古 田 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

板 東 東 部 自 主 防 災 会 平成 23 年 10 月 市 場 東 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

板 東 中 部 自 主 防 災 会 平成 23 年 10 月 市 場 自 主 防 災 会 平成 24 年 8 月 

板 東 北 部 自 主 防 災 会 平成 23 年 10 月 瀬戸北地区自主防災会 平成 24 年 9 月 

板 東 南 部 自 主 防 災 会 平成 23 年 10 月 
計 42 組織 

大 幸 自 主 防 災 会 平成 24 年 2 月 

 

○婦人防火クラブ 

名    称 クラブ数 婦人防火クラブ員数 

鳴門市婦人防火クラブ 11 1,370 人 

 

○幼少年消防クラブ 

名    称 クラブ数 クラブ員数 

幼年消防クラブ 11 689 人 

少年消防クラブ 3 207 人 

 



№ 地区 業者名 電話

1 (株)福井組 鳴門市 大麻町市場字川縁35-1 689-1055

2 (有)福井建設工業 鳴門市 大麻町市場字大西3番地の1 689-1413

3 丸井建設工業(株) 鳴門市 大麻町市場字東原65-3 689-0892

4 (有)川上工務店 鳴門市 大麻町池谷字浜田3-2 689-3456

5 (株)津久司工業 鳴門市 大麻町大谷字椢原1-9 642-2542

6 (有)勅洋建設 鳴門市 大麻町大谷字東山谷42番地6 689-1598

7 (有)萩田組 鳴門市 大麻町川崎471番地 689-2770

8 (有)八木土建 鳴門市 大麻町川崎478番地の2 689-1405

9 斎藤工業(有) 鳴門市 大麻町津慈字宮ﾉ本163-1 689-0606

10 (有)田中設備工務店 鳴門市 大麻町東馬詰字壱番越40番地 698-2488

11 南海熱学工業(株) 鳴門市 大麻町東馬詰字寅開61-1 677-7766

12 (株)松本観翠園 鳴門市 大麻町東馬詰字破戸の元17番地 698-2378

13 (有)川北造園土木 鳴門市 大麻町桧字ダンノ上10 689-2585

14 斎藤忠建設(株) 鳴門市 大麻町松村字土井80番地 689-3333

15 (株)三木建設 鳴門市 大麻町三俣字前野4番地の1 683-5558

16 (有)大西水道工業 鳴門市 大麻町三俣字走り出26 689-0174

17 宮﨑基礎建設(株) 鳴門市 大麻町三俣字津久田61-1 689-1016

18 ㈱片岡建工 鳴門市 大麻町市場字東畑62-4 671-1563

19 (株)新進電工 鳴門市 大津町木津野字仲ノ越85－6 685-9262

20 田村設備工業(株) 鳴門市 大津町大幸字塩田30番地の3 686-1025

21 (有)神田塗装 鳴門市 大津町木津野字養父の内6番地の2 685-5120

22 (株)仲須工務店 鳴門市 大津町矢倉字参の越22-31 685-6309

23 松下興業(株) 鳴門市 大津町矢倉字東堤83-1 685-2741

24 ワイズガーデン(株) 鳴門市 大津町矢倉字東の越7 685-5751

25 (有)前田工務店 鳴門市 大津町矢倉字参の越5番地2 685-2884

26 (株)フジユキ 鳴門市 大津町矢倉字中開45番地の1 685-0045

27 (株) 鳴鉄工務店 鳴門市 大津町矢倉字弐ﾉ越25番地 685-7741

28 (有)上原電業 鳴門市 大津町矢倉字西の越1-3 685-4110

29 藤真建材㈱ 鳴門市 大津町吉永255-3 685-6553

56　市内業者一覧表

所在地

大
津
町

大
麻
町

171



№ 地区 業者名 電話所在地

30 桜井建設(株) 鳴門市 北灘町折野字桜井24番地7 682-0554

31 (有)鳴門開発 鳴門市 北灘町折野字東地248番地 682-0796

32 北灘土建(株) 鳴門市 北灘町櫛木字中末93 686-1866

33 神例造船(株) 鳴門市 里浦町里浦字恵美寿676番地 685-0177

34 (有)三浦建設 鳴門市 里浦町里浦字花面336-1 686-2367

35 前川建設(株) 鳴門市 里浦町里浦字花面379-1 685-5708

36 (有)小川工業 鳴門市 里浦町里浦字平松435番地の1 685-6317

37 北洋建物解体センター（株）鳴門市 里浦町里浦字恵美寿683-49 685-4647

38 （株）近藤 鳴門市 里浦町里浦字坂田432-281 684-4515

39 桑野鉄工(株) 鳴門市 瀬戸町明神字板屋島25-6 688-0220

40 (株)西野組 鳴門市 瀬戸町明神字馬越12番地13 688-0021

41 阿波道路(株) 鳴門市 瀬戸町明神字馬越26番地1 688-0370

42 鳴門造園(株) 鳴門市 瀬戸町明神字下本城206-5 688-0615

43 (有)緑化サービス 鳴門市 瀬戸町明神字弐軒家33番地の30 686-5529

44 (有)ツダ塗装 鳴門市 瀬戸町明神字丸山233番地 688-1080

45 小池建設 鳴門市 瀬戸町堂浦字地廻り壱311-1 688-2377

46 (株)マルイ 鳴門市 瀬戸町明神字上本城160-1 688-0073

47 (有)金沢水道 鳴門市 鳴門町高島字北351 687-1166

48 北浜建設 鳴門市 鳴門町高島字竹島254 687-3390

49 (有)粟田工務店 鳴門市 鳴門町高島字中島92-9 687-1160

50 徳代建設(有) 鳴門市 鳴門町高島字山路269-4 687-3063

51 太平建設(有) 鳴門市 鳴門町三ツ石字芙蓉山下255番地 687-2122

52 (有)清水建設 鳴門市 鳴門町三ツ石字南大手14番地の26 687-2633

53 (有)米田水道 鳴門市 撫養町大桑島字濘岩浜12-53 685-7365

54 (有)現代工業 鳴門市 撫養町木津35-4 685-6642

55 (株)ウザワ 鳴門市 撫養町小桑島字西浜10-24 685-5184

56 (株)トーヨー 鳴門市 撫養町木津84-1 686-5062

57 (有)芝山建設 鳴門市 撫養町木津90-5 685-6802

58 冨士庭園土木(株) 鳴門市 撫養町木津1338番地の73 685-8331

59 馬居化成工業(株) 鳴門市 撫養町黒崎字松島60番地 685-4175

60 小川組(有) 鳴門市 撫養町黒崎字松島316 686-4097

61 井上建設(株) 鳴門市 撫養町小桑島字前組16-12 686-5145

撫
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町

鳴
門
町

瀬
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町

北
灘
町

里
浦
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№ 地区 業者名 電話所在地

62 浜ロ電機(株) 鳴門市 撫養町小桑島字前浜49 686-1828

63 (株)ソニック鳴門 鳴門市 撫養町小桑島字前浜59番地 685-1001

64 吉成建設(株) 鳴門市 撫養町小桑島字前浜259番地1 685-3101

65 秋山建設(株) 鳴門市 撫養町斎田字大池43-1 686-4884

66 板東土建(株) 鳴門市 撫養町斎田字大堤148番地 686-9393

67 (有)原土木 鳴門市 撫養町斎田字見白126番地25 685-0093

68 (株)東條塗装工業 鳴門市 撫養町斎田字西発75－1 685-7665

69 阿部水道工事店 鳴門市 撫養町斎田字浜端北102番地 686-4534

70 中岡建設(株) 鳴門市 撫養町斎田字東発12番地の1 685-4082

71 (株)伊達工務店 鳴門市 撫養町立岩字芥原51-1 686-0255

72 岩朝建設(株) 鳴門市 撫養町立岩字四枚62番地 685-0283

73 開発水道工業所 鳴門市 撫養町立岩字五枚180 685-8044

74 荒川建設(株) 鳴門市 撫養町立岩字六枚190番地 685-0131

75 (株)亀井組 鳴門市 撫養町立岩字七枚114番地 685-4178

76 (有)栄鉄工所 鳴門市 撫養町弁財天字派名34－2 685-8008

77 (有)松下水道工業所 鳴門市 撫養町南浜字蛭子前西119 686-3076

78 (有)黒崎建設 鳴門市 撫養町南浜字権現28番地1 686-4536

79 (株)シンコウ 鳴門市 撫養町南浜宇東浜34番地13 686-9225

80 菊池産業(株) 鳴門市 撫養町南浜字東浜254 685-3171

※

※

80事業者

本市に登録申請のあった業者を所在地順に記載した。

上記表は契約検査室資料に基づき作成。

合計

撫
養
町
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番号 所在地

1 斉田

2 南浜

3 南浜

4 南浜

5 南浜

6 南浜

7 南浜

8 斎田

9 斎田

10 斎田

11 斎田

12 斎田

13 斎田

14 黒崎

15 黒崎

16 黒崎

17 黒崎

18 黒崎

19 大桑島

20 大桑島

21 小桑島

22 北浜

23 弁財天

24 立岩

57　医療施設一覧表

診療科目電話番号病医院名

日下歯科婦人科医院 686-5177 婦・内

西條内科 686-1235 内・消・循・呼

小川病院 686-2322
内・糖内・リハ・消・呼・循・
眼・透

佐藤整形外科医院 685-6555 整・リハ

元木医院 685-8282 内・小・消・循

鳴門メンタルクリニックココロカル 624-7700 心内・精神・内

レディースクリニック兼松産婦人科 685-1103 産婦・内

うがい医院 686-2307 内・外・胃・皮

兼松病院 685-4537
内・外・整・肛・放・眼・リハ・
消・循・乳・小・脳外

高麗耳鼻咽喉科医院 685-1180 耳鼻咽喉

勝良医院 686-1216 内・小・消・呼・循

今井メンタルクリニック 683-1552 心内・精神・内

谷医院 686-3569 内・胃・外・肛

浜田皮ふ泌尿器科 685-5101 皮・泌・性

徳島県鳴門病院
※災害拠点病院

683-0011
内・循・小・外・整・脳外・皮・
泌・産婦・眼・耳・放・形成・麻
酔・透

うずしお眼科 684-3311 眼

高田内科医院 684-0031 内・小・消・循・呼

たきファミリークリニック 683-1235 内・循・心外・外・小

津田ブレインクリニック 684-3171 脳外

さくら耳鼻咽喉科クリニック 685-7701 耳・アレ

浜中内科医院 677-5755 内

だいとうレディースクリニック 683-1588 産婦・内

斎藤整形外科 685-5811 整・リハ・リウ

岩朝病院 685-8855 内・外・透
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番号 所在地 診療科目電話番号病医院名

25 立岩

26 立岩

27 土佐泊浦

28 土佐泊浦

29 三ツ石

30 高島

31 明神

32 明神

33 堂浦

34 段関

35 大代

36 木津野

37 木津野

38 吉永

39 吉永

40 吉永

41 矢倉

42 大谷

43 池谷

44 牛屋島

45 板東

46 板東

47 板東

福田医院 686-2561 外・内・リハ・放・胃

鳴門山上病院 687-1234
内・外・整・眼・耳・皮・リハ・
放・脳外・泌

かわの内科アレルギー科 683-1355 呼・内・アレ

岡﨑内科循環器科 687-2720 内・循・小・透

北田医院 683-7050 内（胃・循・呼）・小・泌・リハ

南海病院 687-0311 精神・心内・内・歯

えだがわ小児科 687-0930 小・内

鳴門川島クリニック 683-0810 内・透

田口小児科クリニック 683-1120 小・内・アレ

沢内科胃腸科 688-0611 内・小

鳴門シーガル病院 688-0011 心内・精神・神経内・内・歯

あおぞら耳鼻科 684-4685 耳

すがい眼科 685-4611 眼

森本内科循環器科 686-8181 内

吉田整形外科 684-1550 整・リウ・リハ

原田内科 685-3351
消内・内・小・整・リハ・糖・内
分泌・循

原田医院 689-2108 内・循

橋本医院 685-5211 外・内・形成・循・整

斎藤医院 689-0151 内・外

古林内科 689-3366 内・小・皮・アレ

大谷の里クリニック　木漏れ日 689-0910 外・内・肛・皮・ペイン

板東診療所 689-1252 内・呼・消・整・アレ

中西医院 689-1508 内
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※上記表は総務課（管財担当）調査等による。

車種別 乗 用 車 貨 物 車
特殊車

マイク
ロバス

（平成29年1月1日現在）

58　公用車保有台数一覧表

計
課名 普 通 小 型 軽 普 通 小 型 軽

総 務 課 3 2 8 4 17

契 約 検 査 室 1 1

税 務 課 3 1 4

秘 書 広 報 課 1 1

戦 略 企 画 課 1 1 1 3

危 機 管 理 課 1 1

市 民 協 働 推 進 課 1 1

ド イ ツ 館 1 1

環 境 政 策 課 1 1 2

ク リ ー ン セ ン タ ー 1 2 2 10 1 3 16 35

健 康 政 策 課 1 1 1 3

保 険 課 2 1 3

長 寿 介 護 課 3 2 1 6

人 権 推 進 課 2 2

人 権 福 祉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 1 1 2

社 会 福 祉 課 3 1 1 5

子 ど も い き い き 課 1 1

ま ち づ く り 課 1 2 2 1 6

土 木 課 1 7 3 3 14

下 水 道 課 1 1 1 3

公 園 緑 地 課 2 1 1 4

商 工 政 策 課 2 2

観 光 振 興 課 1 1 1 3

農 林 水 産 課 2 3 5

公 設 地 方 卸 売 市 場 1 1

消 防 本 部 1 1 18 20

消 防 分 団 46 46

水道企画課・水道事業課 1 3 1 6 4 1 16

ボ ー ト レ ー ス 事 業 課 3 1 1 1 1 7

教 育 総 務 課 1 2 1 3 7

給 食 セ ン タ ー 2 1 3

教 育 支 援 室 1 1 2

生 涯 学 習 人 権 課 1 1 2

体 育 振 興 室 1 1

図 書 館 1 1

議 会 事 務 局 1 1

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 1 1

計 6 13 33 14 43 30 88 6 233

社会福祉課貸出車
（老健施設へ貸出）

2 2

社 会 福 祉 協 議 会

3

クリーンセンターと水道事業課におけるフォークリフト等は、上記表に含まず。

1 1

計 0 0 0 0 3 00 0
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59 市内船舶数一覧表 

 

船舶数 

所有者 
数量 

(隻) 
場所 

内訳 
連絡先 

船名 定員 エンジン 

市内渡船 

1 撫養町黒崎 なると丸 43名 ディーゼル160PS ㈲小鳴門渡船 

℡687-0855 

688-0533 1 撫養町岡崎 さざなみ 30名 〃  105PS 

1 瀬戸町小島田 第二小鳴門丸 12名 〃   40PS 
㈲島田渡船 

℡688-0591 

社会福祉

法人小渦

会 

2 瀬戸町堂浦 
シーガルNO.1 

シーガルNO.2 

32名 

27名 

〃   105PS 

〃   105PS 
℡688-0011 

その他 36 市内    
海運組合 

℡685-6360 

※上記表は土木課調査による。 
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60 高圧ガス貯蔵等事業所一覧表 

 ガス漏れ事故及びガス爆発事故に際し、住民等に影響を及ぼすと思われる事業所 

高圧ガス貯蔵所 

 事業所名 所在地 電話番号 摘要 

１ 神例造船㈱本社工場 里浦町里浦字恵美寿676 685-0177 ｱｾﾁﾚﾝ 

２ ﾅｲﾄﾗｲﾄﾞ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ㈱ 瀬戸町明神字板屋島115-7 683-7750 H2,N2,NH3他 

３ ㈱中岸商店 撫養町斎田字大堤40－1 685-7833 O2,H20他 

４ 
地方独立行政法人 

徳島県鳴門病院 
撫養町黒崎字小谷32－1 683-0011 N2,Ar,CO2他 

５ 日亜化学㈱ 大麻町市場字川向38 641-5252 N2 

 

 

一般高圧ガス製造事業所 

 
事業所名 所在地 電話番号 製造ガス名 

１ OAT ｱｸﾞﾘｵ㈱鳴門工場 里浦町里浦字花面615 684-0210 C12 ＊N2 

２ 神例造船㈱本社工場 里浦町里浦字恵比寿676 685-0177 ＊O2 ＊CO2 

３ ㈱大塚製薬工場本社工場 撫養町立岩字芥原115 685-1151 ＊CO2 ＊N2 

 

 

液化石油ガス製造事業所 

 事業所名 所在地 電話番号 形態 

１ ㈱中岸商店 大津町矢倉字四の越15－1 686-1666 充てん所 ｽﾀﾝﾄﾞ 

２ 大商硝子㈱鳴門工場 撫養町南浜字大工野21－1 685-8588 工業用 
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61 放射性同位元素保有事業所一覧表 

 放射性物質を貯蔵し取扱う施設で、火災時に放射線により消防隊員、施設従業員及び付近住民

に影響を及ぼすおそれがある事業所とする。 

 

事業所名 所在地 電話番号 核種 

㈱大塚製薬工場 

開発研究所 
撫養町立岩字芥原115 685-1151 

125I 

（ヨウ素） 

45Ca 

（カルシウム） 

33P 

（リン） 

32P 

（リン） 

35P 

（硫黄） 

59Fe 

（鉄） 

3H 

（水素） 

14C 

（炭素） 

51Cr 

（クロム） 

㈱大塚製薬工場 

生産技術部 
     〃 〃 

63Ni 

（ニッケル） 

㈱ナンカイテクナート 里浦町里浦字花面85 686-2155 
85ｋｒ 

（クリプトン） 

地方独立行政法人 

徳島県鳴門病院 
撫養町黒崎字小谷32－1 683-0011 

直線加速装置 

(X線 4Mex電子線7Mev) 
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62 製造所等、大量危険物保有事業所一覧表 

 危険物第4類 1,000KL以上貯蔵、又は指定数量の倍数が大きい施設を保有している事業所。 

事業所名 所在地 電話番号 種別 品名 備考 

大塚化学㈱

鳴門工場 

里浦町里

浦字花面

615 

684-2358 

製造所 

臭素酸塩類（第1種酸化性固体） OK工場 

硝酸塩類（第1種酸化性固体） NK工場 

アルコール類、第 2石油類（水

溶性）、第3石油類（水溶性、非

水溶性）アゾ化合物（自己反応

性物質） 

BH工場 

屋内 

貯蔵所 

硝酸塩類（第1種酸化性固体） 

硝酸塩類（第3種酸化性固体） 
NK倉庫 

臭素酸塩類（第1種酸化性固体） ﾌﾎﾌﾅ倉庫 

アゾ化合物（第 2種自己反応性

物質） 
BH倉庫 

OATアグリオ

㈱鳴門工場 

里浦町里

浦字花面

815 

685-0210 製造所 

第 2石油類（水溶性） 

第 3石油類（水溶性、非水溶性） 

第 4石油類、アルコール類 

硝酸塩類（第1種酸化性固体） 

硝酸塩類（第3種酸化性固体） 

AL工場 

第 1石油類、第2石油類 

第 3石油類、アルコール類 
ONP工場 

大塚倉庫㈱ 

四国支店 

里浦町里

浦字花面

615 

685-1151 
屋内 

貯蔵所 
硝酸塩類（第1種酸化性固体）  

㈱大塚製薬

工場 

撫養町立

岩字芥原

115 

685-2351 

屋内 

貯蔵所 

第 2種石油、第3類石油 

第 4類石油、アルコール類、硫

黄 

 

屋外 

タンク 
第 2石油類、第3石油類  

㈱ナンカイ

テクナート 

里浦町里

浦字花面

85 

686-2155 

屋内 

貯蔵所 

第 1石油類、第2石油類 

第 3石油類 
 

屋外 

タンク 
第 3石油類  

丸善商事㈱ 

瀬戸町明

神字水汲

谷2-7 

686-5781 
屋外 

タンク 
第 2石油類、第3石油類  

共栄石油㈱ 

撫養町大

桑島字辷

岩46-16 

685-2118 
屋外 

タンク 
第 2石油類、第3石油類  

徳島通運㈱ 
撫養町立岩

字五枚100 
686-1122 

屋内 

貯蔵所 
第 2種可燃性個体（不溶性硫黄） 
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63 毒物、劇物貯蔵等の事業所一覧表 

 漏えいその他事故に際し、住民等に影響を及ぼすと思われる事業所。 

事業所名 所在地 電話番号 種別 

鳴門塩業㈱ 

化学工場 
撫養町大桑島字北の浜5 685-4125 

臭素 

塩素 

塩酸 

大津松茂農業協同組合

(購買部) 
大津町備前島297－1 686-1102 

粒材 

水和剤 

乳剤 

硫酸亜鉛 

液剤 

㈱大塚製薬工場 撫養町立岩字芥原115 685-1151 
塩化水素 

苛性ソーダ 

大塚化学㈱ 

鳴門工場 
里浦町里浦字花面615 684-2266 

臭素 苛性ｶﾘ ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ 

ﾒﾀﾉｰﾙ  

AMBN(2,2’-ｱｿﾞﾋﾞｽ) 

AIBN(2,2’-ｱｿﾞﾋﾞｽｲｿﾌﾟﾁ

ﾛﾆﾄﾘﾙ) ACVA(ｱｿﾞﾋﾞｽｼｱﾉ

吉草酸) ADVN(ｱｿﾞﾋﾞｽ

2,4 ｼﾞﾒﾁﾙﾊﾞﾚﾛﾆﾄﾘﾙ) 

OAT ｱｸﾞﾘｵ㈱ 

鳴門工場 
里浦町里浦字花面615 684-0210 

塩素 塩酸 硝酸 

苛性ソーダ 苛性カリ 

パラコート キシレン 

ジグワット 

里浦農協本所 里浦町里浦字花面233-1 685-2111 
ドロクロール 

D－D 

里浦農協 

南経済センター 
里浦町里浦字中島464‐1 685-2115 

ドロクロール 

D－D 

徳島北農協 

大毛経済センター 
鳴門町土佐泊浦字黒山257 687-3111 

ドロクロール 

D－D 

富田製薬㈱ 瀬戸町明神字丸山85－1 688-0511 

硫酸亜鉛 

ホウ酸亜鉛 

硫酸銅 

炭酸銅 

塩酸 

塩化バリウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ソーダ 

過酸化水素 

ナイトライド・ 

セミコンダクター㈱ 
瀬戸町明神字板屋島115－7 683-7750 アンモニア 
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64 消防職員数一覧表 

階級 消防監 司令長 司令 司令補 士長 副士長 消防士 事務職員 合計 

人数 0 1 8 15 18 14 17 2 75 

 

 

65 消防車両一覧表 

消防本部（署）保有 

化学消防 

ポ ン プ 

自 動 車 

水槽付消

防ポンプ 

自 動 車 

梯子付消

防ポンプ 

自 動 車 

救  助

工 作 車 

小型動力

ポンプ付 

水 槽 車 

普通消防

ポ ン プ

自 動 車 

救  急 

自 動 車 

指 令 車 

指 揮 車 
広 報 車 

その他の

車  両 
合  計 

1 1 1 1 1 3 4 2 3 3 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区分
名称

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ＥＵ9ｉ　　　　　　  0.9KＶＡ 1

ＥＭ550　　　　 　0.55ＫＶＡ 1

1

ＥＵ9ｉ　 　　  　   0.9KＶＡ 1

ＥＢ2300　　　  　2.3ＫＶＡ 1

ＥＵ9ｉ　　　　　 　 0.9KＶＡ 1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

3

3

4

3

3

3

9

6

2

3

66　消防機械器具一覧表　

配置 製作所名 型式・出力等 計 合計

小 型 動 力 ポ ン プ 消 防 署 水 槽 車 シ バ ウ ラ Ｔ Ｆ 55MES 55 Ｐ Ｓ Ｂ 2 級

コ ン プ レ ッ サ ー
消 防 署 富士コンプレッサー OU － 1 10 ｋ ｇ ／ ｃ ㎡

2
大 麻 分 署 日 立 ベ ビ コ ン 0.40P-7S 0.4KW

油 圧 式 ジ ャ ッ キ
消 防 署 長 崎 ジ ャ ッ キ NSG5　　　　 　　 　　5ｔ　

2
大 麻 分 署 ヤ エ イ 工 業 RJ30　 　　　 　 　 　 3ｔ

エ ア ー ジ ャ ッ キ 消防署 救助工作車 V　e　t　t　e　r

V31　　　　　　　　 　31ｔ

1V24　　　　　         24ｔ　     一式　

V3　　　 　　　　　　 　3ｔ

1

TS360             60.33cc

3消 防 署 タ ン ク 車 ハスクバーナー K970　Rescue

大 麻 分 署 ス チ ー ル TS360             60.33cc

エ ン ジ ン カ ッ タ ー

消防署 救助工作車

10

ホ ン ダ 技 研 ＥＢ550　　 　　  0.55KＶＡ

消防署 救助工作車

　〃

消 防 署 ２ 号 車 〃

大 麻 分 署 ヤ ン マ ー

〃

消 防 署 タ ン ク 車 〃

消 防 署 水 槽 車 〃

3消防署 救助工作車 CT－2165－RS

大 麻 分 署 ス チ ー ル

発 電 機
（コードリール・投光器を含む）

ス バ ル

ス チ ー ル

YDG500S　

消 防 署 化 学 車 〃

消 防 署 梯 子 車 〃

021　          0.15AV35.2㎤

大 麻 分 署 ３ 号 車 ホ ン ダ 技 研 ＥＵ9ｉ　 　　　　 　0.9KＶＡ

エッジインダストリーチ ェ ー ン ソ ー

消 防 署 ス チ ー ル 021　          0.15AV35.2㎤

消 防 署
ＳＧＬ2000　　　　2.0ＫＶＡ

空 気 式 切 断 機
消防署 救助工作車 タ イ ガ ー エアソー 25108－M

川崎防災・ドレーゲル ライフゼム型×１　PA80×2空気呼吸器
（面体等一式）

2
消 防 署 ア ジ ャ ッ ク ス 911RKレスキューキット

PSS90×3　PA80×1

消 防 署 川崎防災・ドレーゲル ライフゼム型×１　ドレーゲル×２

消防署　救助工作車 ド レ ー ゲ ル

PSS90×１　PA80×1　ドレーゲル×１

PSS90

消 防 署 タ ン ク 車 〃

26

空 気 呼 吸 器
予 備 ボ ン ベ

20

大 麻 分 署 ３ 号 車 MSA・ドレーゲル 　〃

消防署 救助工作車

消 防 署 タ ン ク 車 Ｔ Ｅ Ｉ Ｊ Ｉ Ｎ 　〃

消 防 署 ２ 号 車 〃 PSS90

消 防 署 梯 子 車 川 崎 防 災

大 麻 分 署 ３ 号 車 ド レ ー ゲ ル

消 防 署 MSA・ドレーゲル  8 ℓ

ライフゼム型

消 防 署 化 学 車 ド レ ー ゲ ル

ド レ ー ゲ ル 　〃

PSS5000

消 防 署 １ １ 号 車
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区分
名称

5 5

1 1

1

1

1 1

3 3

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

34

6

1 1

4 4

21

6

2

2

1 1

2 2

2 2

3 3

1 1

6 6

3 3

3 3

手　　　　袋 〃 〃 ＧＬ-11-37

長　　　　靴 〃 〃 ＲＳ-2

ガ ス 溶 断 機 消防署　救助工作車 ア ー ク エ ア ー スライスパック

化 学 防 護 服 消防署　救助工作車 重 松 製 作 所 マイクロケム　4000Ｄ

耐 熱 服 消 防 署 化 学 車 帝 国 繊 維 テイセンパイク

防 毒 服 消防署　救助工作車 重 松 製 作 所 ＴＳ． №410

救 助 安 全 マ ッ ト 消 防 署 関 西 梯 子 ＫＨ式　ＫＨＦＳ－B－３型

オ イ ル フ ェ ン ス 消 防 署 Ａ型　　　　　　　　　　20ｍ

耐 電 長 靴
消防署　救助工作車

4
消 防 署 梯 子 車

ヨ ツ ギ ＹＳ－111-9-5

〃 　〃

耐 電 手 袋
消 防 署 低圧9双  高圧12双

27
大 麻 分 署 低圧1双  高圧5双

ヨ ツ ギ

〃

緩 降 機 消 防 署 梯 子 車 消防科学研究所 スローダン125

耐 電 服 消防署　救助工作車 ヨ ツ ギ ＹＳ－１２１－１（上） ＹＳ－１２２－１（下）

ＨＲ‐ＭＡＸ70/Ｄ    100Ｖ

ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー
消 防 署 ア キ レ ス 複動ポンプ　　　18ℓ

40
大 麻 分 署 〃 　〃

2
消防署　救助工作車 　〃

充 電 器
消 防 署 日 本 電 池 ＳＱ‐400ＥＸ         100Ｖ

2
大 麻 分 署 ハイレートマックス

空 気 式 救 助 マ ッ ト 消 防 署 サ ク ラ ゴ ム ライフキューブＬ型

索 引 機
消 防 署 Ｔ－35　　3.0ｔチルコーポレーション

〃

充電式ロータリーハンマードリル 消防署　救助工作車 Ｈ Ｉ Ｌ Ｔ Ｉ TE6－A36

削 岩 機 消防署　救助工作車 日 立 工 機 H50SA

充電式レシプロソー 消防署　救助工作車 Ｈ Ｉ Ｌ Ｔ Ｉ WSR36－A

00992Ｆ　9.9ps

油 圧 式 ・ 救 助 器 具

消 防 署 ホ ル マ ト ロ
ハイパワーカッター2001

1

6

ハイパワースプレッダー

消防署　救助工作車 ル ー カ ス

小型コンビツール　ＬＫＳ20ＥＮ

ルーカス　スプレッダー　ＬＳＰ40ＥＮ

ルーカス　カッター　ＬＳ330ＥＮ

パワーユニット　ＧＳ－6Ｒ

ラムシリンダー　ＬＺＲ12/300ＥＮ

救 助 艇 消 防 署 ジ ョ イ ク ラ フ ト ＪＥＬ－340

ゴ　  ム　  ボ 　 ー 　 ト
消 防 署 ア キ レ ス ＥＺ6－942　

レスキュアライフジャケット 消 防 署 Ｅ ｘ ｔ ｒ ａ ｓ ｐ ｏ ｒ ｔ PFD

救 命 索 発 射 銃 消防署　救助工作車 ミ ロ ク 精 機 Ｍ－3型　　　 　60ｍ

2
大 麻 分 署 〃 　〃

船 外 機 消 防 署 ス ズ キ

配置 製作所名 型式・出力等 計 合計

潜 水 器 具 （ 一 式 ） 消 防 署 日本アクアラング スキューバ式  150ｋg/㎠ 12ℓ

一式一式一式
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車両・ポンプ数 分団長 副分団長 班長 団員 計

9

積載車１・小型ポンプ１ 1 1 4 15 21

〃 1 1 4 9 15

〃 1 1 4 11 17

〃 1 1 4 12 18

〃 1 1 5 14 21

ポンプ車１・小型ポンプ１ 1 1 5 14 21

積載車１・小型ポンプ１ 1 1 4 11 17

〃 1 1 4 14 20

〃 1 1 5 18 25

〃 1 1 6 16 24

〃 1 1 6 18 26

〃 1 1 3 9 14

〃 1 1 5 15 22

〃 1 1 4 15 21

ポンプ車１・小型ポンプ１ 1 1 6 21 29

〃 1 1 7 21 30

〃 1 1 8 30 40

積載車１・小型ポンプ１ 1 1 4 16 22

〃 1 1 3 10 15

　
〃 1 1 3 11 16

〃 1 1 3 9 14

〃 1 1 2 11 15

〃 1 1 4 14 20

〃 1 1 3 10 15

67　消防団組織表

地区 分団名　　　 区分

団本部 団長・副団長

　木 津 神

撫

養

町

  南     浜

  斎     田

  黒     崎

  桑     島

  川     東

  里 浦 北

里

浦

町

  里 浦 仲

  里 浦 南

  高     島

鳴

門

町

  三  ッ 石

  土 佐 泊

  野 黒 山

  大     毛

  明     神

瀬

戸

町

  堂     浦

  北     泊

  島     田

  小海日出

  大     幸

大

津

町

  段     関

  備 前 島

  大     代

  木 津 野
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分団長 副分団長 班長 団員 計

〃 1 1 3 8 13

〃 1 1 3 10 15

〃 1 1 3 9 14

〃 1 1 4 12 18

〃 1 1 2 8 12

〃 1 1 7 23 32

〃 1 1 5 17 24

〃 1 1 5 15 22

積載車２・小型ポンプ２ 1 1 7 25 34

  小     森 積載車１・小型ポンプ１ 1 1 4 15 21

  姫     田 〃 1 1 4 15 21

  大     谷 〃 1 1 4 19 25

  池     高 〃 1 1 5 16 23

  松     村 〃 1 1 3 10 15

  堀 江 南 〃 1 1 3 11 16

  堀 江 中 〃 1 1 5 18 25

  市     場 〃 1 1 5 19 26

  三     俣 〃 1 1 4 12 18

  板 東 南 〃 1 1 4 12 18

  板     東 ポンプ車１・小型ポンプ１ 1 2 9 30 42

積載車１・小型ポンプ１ 1 1 5 15 22

1 1 3 9 14

ポンプ車５

積載車４１

小型ポンプ４６

203 672 977

地区 分団名　　　 区分

  吉     永

大

津

町

　矢     倉

  徳     長

  中     江

  長     江

北

灘

町

本　部
  女
性

※上記表は消防年報（平成28年刊行）を参照。

大
 
 
麻
 
 
町

合　　　　　　計 46 47

      桧

　櫛　　 木

  粟     田

  三  ヶ 谷

  折     野
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684-2354
(内線452)
工務室

汽缶水道課
鳴門市消防本部 685-2009 合成界面活性泡 510ℓ 有

昼：684-2354
(内線452)

夜：685-1154
汽缶課
686-2131
原動課

メールクリーン 27ℓ
アースクリーン 20ℓ

686-2131
原動課

昼：684-2354
(内線457)
環境保安課

夜：685-1154
(内線452)
汽缶課

鳴門市消防本部 685-2009 20×2=40

特徴性
(材質、形状、製品名)

クレモナ　　A型

クレモナ　　A型

クレモナ　　A型

鳴門塩業㈱ 20×15=300

㈱大塚製薬
工場

20×1=20

70　オイルフェンス保有量

事業所名 連絡先 保有量（m） 備考

鳴門塩業㈱ 有

大塚化学㈱
鳴門工場

684-2266 有

メールクリーン 396ℓ

鳴門市消防本部 685-2009 有

㈱大塚製薬
工場

メールクリーン 36ℓ 有

油処理剤 200ℓ

69　油処理剤保有数

事業所名 連絡先 製品名 数量
輸送手段
の有無

備考

固定用
タンク収納

60ℓ

2,200ℓ

㈱ナンカイ
テクナート

大塚ｱｸﾞﾘﾃｸﾉ㈱
鳴門工場

686-2155

684-0210

フロロフォーム3％

タンパク泡6％

有

無

㈱大塚製薬
工場

ローヤル
エアフォーム3%

1,300ℓ 有
固定用
700ℓ

68　化学消火薬剤保有数

事業所名 連絡先 製品名 数量
輸送手段
の有無

備考
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配布箇所

ア
ル
フ
ァ
化
米

水

(

L

)

給
水
袋

カ
ロ
リ
ー

メ
イ
ト

粉
ミ
ル
ク
（

缶
）

哺
乳
瓶

毛
 
布

マ
ン
ホ
ー

ル

ト
イ
レ

簡
易
ト
イ
レ

携
帯
ト
イ
レ

お
む
つ

（

乳
幼
児
用
）

お
む
つ

（

大
人
用
）

生
理
用
品

救
急
箱

ヘ
ル
メ
ッ
ト

携
帯
ラ
ジ
オ

蛍
 
光
 
灯

ラ
 
イ
 
ト

雨
 
具

単
１
電
池

単
３
電
池

ろ
う
そ
く

整
 
理
 
箱

メ
ガ
ホ
ン

ダ
イ
ナ
モ

パ
ワ
ー

ラ
イ
ト

発
電
機

投
光
器

土
 
嚢
 
袋

ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー

尿
漏
れ
パ
ッ
ド

車
載
用

携
帯
充
電
器

ブ
ル
ー
シ
ー
ト

木津支部 1,000 180 2 4 30 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

中央支部 1,000 450 1 4 20 3 200 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

黒崎支部 1,000 204 2 4 20 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

桑島支部 1,000 300 2 4 30 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

川東支部 1,000 384 1 4 20 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

里浦支部 1,000 252 2 4 19 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

鳴門西支部 1,100 384 2 4 30 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

鳴門東支部 1,000 180 2 4 40 200 200 24 1 14 3 7 1 4 30 16 11 1 1 1 1 1 5

瀬戸支部 1,070 360 2 4 40 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

大津支部 1,000 504 2 4 30 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

北灘支部 1,020 372 100 2 4 80 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 10 1 1 1 1 1 5 5

堀江支部 1,000 360 2 4 40 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

板東支部 1,000 336 1 4 40 200 200 24 1 14 4 8 4 4 52 16 12 1 1 1 1 1 5

鳴門渦潮高等学校 30 5

第一中学校 500 396 30 2 5

第二中学校 250 168 40 2 5

鳴門中学校 150 96 40 2 5

瀬戸中学校 300 72 40 2 5

大麻中学校 250 156 40 5

撫養小学校 300 180 20 2 5

林崎小学校　 350 228 30 2 5

黒崎小学校 150 84 30 2 5

桑島小学校 200 132 30 2 5

里浦小学校 150 96 30 2 5

第一小学校 400 240 40 2 5

鳴門西小学校 350 192 30 2 5

明神小学校 250 120 30 2 5

瀬戸小学校 50 36 40 5

島田小学校 100 36 40 5

大津西小学校 150 96 30 2 5

北灘東小学校 450 40 2 5

北灘西小学校 24 30 2 5

堀江北小学校 150 96 30 2 5

堀江南小学校 200 48 40 2 5

板東小学校 300 168 30 2 5

撫養幼稚園 48 20 5

黒崎幼稚園 24 20 5

板東南ふれあいセンター 30 5

トリーデなると 500 312 1 100 5 400 72 264 2 96 192 5

聖母幼稚園 72

日出集会所 100 36

北泊公民館 500 204

鳴門東小学校 150 36 40 5

精華幼稚園 60

桑島幼稚園 36

第一幼稚園 72

里浦幼稚園 24

鳴門東幼稚園 12

成稔幼稚園 72

明神幼稚園 36

瀬戸幼稚園 0

大津西幼稚園 24

北灘東幼稚園 450 300

北灘西幼稚園 12

堀江北幼稚園 24

堀江南幼稚園 12

板東幼稚園 48

大麻中学校広塚分校 12

旧養護老人ホーム 2,094 1,315 1,820 197 720 5,744 1 1,512 2,184 78

ドイツ館敷地内倉庫 1,900 1,500 1 3 400 1
し尿処理場 400 1
ボートレース鳴門 8,400 53

水道会館 2,400

消防分団(45) 45,000

本部 1,848 400 11 11 3 200 24 50 4 8 9 120 52 16 2 1 5 3 6 1,000 60

合計 23,638 12,000 4,215 8,400 25 66 3,220 6 255 3,400 2,800 792 6,320 13 232 55 111 58 172 706 224 153 15 14 18 57 19 46,000 1,608 2,376 143 200

※配布箇所の詳細な設置場所については、台帳管理とする。

※土嚢袋については、各分団（45箇所）に1,000枚ずつ配布。

※飲料水貯水量：27万ﾘｯﾄﾙ（総合運動公園17万㍑、ふれあい公園10万㍑）

　　　　　　　　90,000人分（3㍑／人・日）を水道事業課給水車が配布する。

支
　
　
　
　
部

避
　
　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
　
　
所

そ
 
 
 
 
の
 
 
 
 
他

　71　災害応急資機材配布一覧表
平成29年1月1日現在
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冬

夏

冬 12,700

全　壊
全　焼
流　失

18,400 23,700

55,000 64,300

27,000 3,500

　全半壊(焼)、流
失、床上浸水等によ
り、生活上必要な被
服、寝具、その他生
活必需品を喪失、又
は毀損し、直ちに日
常生活を営むことが
困難な者

半　壊
半　焼

床上浸水

2人世帯

80,900 11,100

6,000 8,100 12,100 14,700 18,600 2,600

　住家が全壊、全焼
又は流失し、居住す
る住家がない者で
あって、自らの資力
では住宅を得ること
ができない者

応急仮設住宅の
供与

18,000 21,400

区分

夏

　現に飲料水を得る
ことができない者
(飲料水及び炊事の
ための水であるこ
と。)

飲料水の供給 当該地域における通常の実費
　災害発生の日から
7日以内

　災害発生の日から
7日以内

炊き出しその他
による食品の給
与

1　避難所に収容さ
れた者
2　全半壊（焼）、
流失、床上浸水で炊
事できない者

1人1日当たり
　1,110円以内

1　輸送費、人件費は
別途計上

1　夏季（4月～9月）冬季(10月～3
月)の季別は災害発生の日をもって決
定する。
2　下記金額の範囲内

　災害発生の日から
10日以内

1　備蓄物資の価格は
年度当初の評価額
2　現物給付に限るこ
と

被服、寝具その
他生活必需品の
給与又は貸与

1人世帯

30,400 39,500

9,800

1　平均1戸当たり
29.7㎡、2,660,000円
以内であればよい。
2　高齢者等の要援護
者等を数人以上収容
する「福祉仮設住
宅」を設置できる。
3　供与期間　最高2
年以内
4　民間賃貸住宅の借
り上げによる設置も
対象とする。

　災害発生の日から
20日以内着工

5人世帯
6人以上1
人増すご
とに加算

　食品給与のための
総経費を延給食日数
で除した金額が限度
額以内であればよ
い。（1食は1/3日）

3人世帯 4人世帯

　災害により現に被
害を受け、又は受け
るおそれのある者に
供与する。

　災害発生の日から
7日以内

1　費用は、避難所の
設置、維持及び管理
のための賃金職員等
雇上費、消耗器材
費、建物等の使用謝
金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに
仮設便所等の設置費
を含む。
2　避難に当たっての
輸送費は別途計上

避難所の設置

（基本額）
　避難所設置費
　　1人1日あたり
　　　320円以内
（加算額）
　冬季　別に定める額を加算

　高齢者等の要援護者等を収容する
「福祉避難所」を設置した場合、当
該地域における通常の実費を支出で
き、上記を超える額を加算できる。

34,900 41,800 53,000 7,800

1　規格　1戸当たり平均29.7㎡(9坪)
を標準とする。
2　限度額　1戸当たり
　　2,660,000円以内
3　同一敷地内等に概ね50戸以上設置
した場合は、集会等に利用するため
の施設を設置できる。(規模、費用は
別に定めるところによる)

期間 備考

72 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表」

（災害救助法施行細則）

救助の種類 対象 費用の限度額
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1　救護班…使用した薬剤、治療材
料、医療器具破損等の実費
2　病院又は診療所…国民健康保険診
療報酬の額以内
3　施術者
　 協定料金の額以内

1　教科書及び教科書以外の教材で教
育委員会に届出又はその承認を受け
て使用している教材、又は正規の授
業で使用している教材実費
2　文房具及び通学用品は、1人当た
り次の金額以内
　小学校児童　   4,300円
　中学校生徒　　 4,600円
　高等学校等生徒 5,000円

埋葬

1　輸送費、人件費
は、別途計上
2　災害発生後3日を
経過したものは一応
死亡した者と推定し
ている。

　災害発生の日から
10日以内

当該地域における通常の実費

　行方不明の状態に
あり、かつ、四囲の
事情によりすでに死
亡していると推定さ
れる者

死体の捜索

　　　1体当たり
　　　　大人(12歳以上)
　　　　　210,400円以内
　　　　小人(12歳未満)
　　　　　168,300円以内

　災害発生の日から
10日以内

　災害発生の日以前
に死亡した者であっ
ても対象となる。

　災害の際死亡した
者を対象にして実際
に埋葬を実施する者
に支給

　住家の全壊(焼)流
失半壊(焼)又は床上
浸水により学用品を
喪失又は毀損し、就
学上支障のある小学
校児童、中学校生徒
及び高等学校等生徒

　災害発生の日から
　 (教科書)
　　 1ヵ月以内
　 (文房具及び通学
    用品)
　　 15日以内

1　備蓄物資は評価
2　入進学時の場合は
個々の実情に応じて
支給する

学用品の給与

1　住宅が半壊(焼)
し、自らの資力によ
り応急修理をするこ
とができない者
2　大規模な補修を
行わなければ居住す
ることが困難である
程度に住家が半壊
（焼）した者

　居室、炊事場及び便所等日常生活
に必要最小限度の部分
　　1世帯当り
　　　576,000円以内

　災害発生の日から
1ヵ月以内

1　期間内に生死が明
らかにならない場合
は、以後「死体の捜
索」として取り扱
う。
2　輸送費、人件費
は、別途計上

　災害発生の日から
3日以内

当該地域における通常の実費被災者の救出

1　現に生命、身体
が危険な状態にある
者
2　生死不明な状態
にある者

被災した住宅の
応急修理

　医療の途を失った
者（応急的処置）

医療
　災害発生の日から
14日以内

　患者等の移送費
は、別途計上

　災害発生の日以前
又は以後7日以内に
分べんした者であっ
て災害のため助産の
途を失った者（出産
のみならず、死産及
び流産を含み現に助
産を要する状態にあ
る者）

1　救護班等による場合は、使用した
衛生材料等の実費
2　助産師による場合は、慣行料金の
100分の80以内の額

　分べんした日から
7日以内

　妊婦等の移送費
は、別途計上

助産

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考
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通常の実費

既存建物以外

1体当り

5,300円以内

　災害救助法第7条第1項の規定によ
り救助に関する業務に従事させた都
道府県知事の総括する都道府県の常
勤の職員で当該業務に従事した者に
相当するものの給与を考慮して定め
る。

　災害救助法施行令
第4条第1号から第4
号までに規定する者

実費弁償
　救助の実施が認め
られる期間以内

　時間外勤務手当及
び旅費は別途定める
額

※　この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協
議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

輸送費及び賃金
職員等雇上費

範囲 費用の限度額 期間 備考

1　被災者の避難
2　医療及び助産
3　被災者の救出
4　飲料水の供給
5　死体の捜索
6　死体の処理
7　救済用物資の整
　 理配分

当該地域における通常の実費
 救助の実施が認め
られる期間以内

　居室、炊事場、玄
関等に障害物が運び
こまれているため生
活に支障をきたして
いる場合で自力では
除去することのでき
ない者

　　　1世帯当り
　　　　134,800円以内

　災害発生の日から
10日以内

障害物の除去

死体の処理

　(洗浄、消毒等)
　　1体当り3,400円以内

既存建物借上費

検案

一時保存

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

1　検案は原則として
救護班
2　輸送費、人件費
は、別途計上
3　死体の一時保存に
ドライアイスの購入
費等が必要な場合は
当該地域における通
常の実費を加算でき
る。

　災害発生の日から
10日以内

　災害の際死亡した
者について、死体に
関する処理(埋葬を
除く。)をする。

救護班以外は慣行料金

191



 192 

73 災害の一般的豆知識 

気   圧 

気圧とは、地球をとりまく空気が地表面で押しつけている圧力のことで、一般に海面にかかる

気圧を平均すると1,013hPa（水銀柱は760㎜の数値を示す）これを1気圧としている。平地にお

いては1㎠当り1㎏程度の強さである。 

高 気 圧 

周囲より気圧の高い範囲。つまり高い低いとは相対的なもので、標準気圧 1,013hPa より低い

場合でも周囲に比べて高ければ高気圧と呼ぶ。 

また、高気圧からの風の吹き出しは、北半球では時計の回り方と同じで比較的晴天の場合が多

い。 

低 気 圧 

高気圧とは反対に周囲より気圧の低い範囲で標準気圧、1,013hPaよりも高くても、周囲より低

ければこれを低気圧と呼ぶ。 

低気圧への風の吹き込みは、北半球では時計の回り方と逆で、中心付近では上昇気流となり、

雲を作り雨を降らせては天気は悪い場合が多い。 

台   風 

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より

北で東経 180 度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10

分間平均）がおよそ17m/s（34ノット、風力８）以上のものを「台風」と呼びます。 

 

●熱帯低気圧と台風の区別 ●強さの階級分け

階級 最大風速 階級 最大風速

熱帯低気圧 17m/s未満

台風 17m/s以上

●大きさの階級分け

階級 風速15m/s以上の半径

表現なし 500㎞未満

大型（大きい） 500㎞以上800㎞未満

超大型（非常に大きい） 800㎞以上

表現なし

強い

非常に強い

猛烈な

17m/s以上33m/s未満

33m/s以上44m/s未満

44m/s以上54m/s未満

54m/s以上
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風 

風 の 強 さ と 吹 き 方 

（平成12年 8月気象庁資料による） 

 

(注 1) 表に示した風速は、10分間の平均風速です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬

間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になることがあります。 

(注 2) 風圧Pは、風速Vの 2乗に比例します。上表は箱型の建物の壁が受ける圧力を示してい

ます。（P＝0.05・V²：P風圧、V風速） 

(注 3) 「強い風」や「非常に強い風」以上の風が吹くと予想される時は強風注意報や暴風警報

を発表して警戒を呼びかけます。なお、注意報、警報の基準は地域によって異なります。 

(注 4) この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。 

   ⑴ 風速は地形や廻りの建物などに大きく影響されます。風速は、風速計が置かれている

地点での観測値ですが、同じ市町村であっても周辺の地形や地物の影響で風速は異なり

平 均 風 速 10～15ｍ/秒 15～20ｍ/秒 20～25ｍ/秒 25～30ｍ/秒 30ｍ/秒

お お よ そ

の 時 速

風 圧

（㎏重m/㎡）

予 報 用 語 やや強い風 強い風 猛烈な風

一般道路の

自動車

人への影響

風に向かって
歩きにくくな
る。
傘がさせない。

風に向かって
歩けない。転
倒する人も出
る。

しっかりと身体
を確保しないと
転倒する。

屋 外 ・ 樹 木
の 様 子

車に乗ってい
て

道路の吹流し
の角度、水平
（10m/s）、高
速道路で乗用
車が横風に流
される感覚を
受ける。

高速道路で
は、横風に流さ
れる感覚が大
きくなり、通常
の速度で運転
するのが困難
とする。

建造物の被
害

取り付けの不
完全な看板や
トタン板が飛び
始める。

ビニールハウ
スが壊れ始め
る。

鋼鉄製シャッ
ターが壊れ始
める。風で飛
ばされた物で
窓ガラスが割
れる。

ブロック塀が壊
れ、取り付けの
不完全な屋外
外装材がはが
れ、飛び始め
る。

屋根が飛ばさ
れたり、木造住
宅の全壊が始
まる。

車の運転を続けるのは危険な状態となる。

速 さの 目安

樹木全体が揺
れる。電線が
鳴る。

小枝が折れる。 樹木が根こそぎ倒れ始める。

非常に強い風（暴風）

高速道路の自動車 特急列車

立っていられない。屋外での行
動は危険。

110㎞～

～11.3 ～20.0 ～31.3 ～45.0 45.0～

～50㎞ ～70㎞ ～90㎞ ～110㎞
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ます。 

   ⑵ 風速が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によって被害が

異なる場合があります。この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現象や

被害を記述してありますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にと

どまる場合もあります。 

   ⑶ この表は主に近年発生した被害の事例から作成したものです。今後新しい事例が得ら

れたり、表現など実状に合わなくなった場合には、内容を変更することがあります。 

 

降 水 量 

 降水量は、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまま溜まった場合の水の深さで、mm（ミリメ

ートル）で表しています。 

 日本における降水量の極値は、1時間雨量で153㎜(昭和57年 7月豪雨、長崎県長浦岳 

1982.7.23)・（平成11年10月豪雨、千葉県香取1999.10.27） 1日雨量では、851.5㎜（台風6

号、高知県魚梁瀬2011.7.19）である。 

雨の強さと降り方 

（平成12年 8月気象庁資料による） 

 

1時間雨量 10～20ミリ 20～30ミリ 30～50ミリ 50～80ミリ 80ミリ～

予報用語 やや強い雨 強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨

人の受ける
イメージ

ザーザーと降る。 どしゃ降り
バケツをひっくり
返したように降
る。

滝のように降る。
（ゴーゴーと降り
続く）

息苦しくなるよう
な圧迫感があ
る。恐怖を感ず
る。

人への影響
地面からの跳ね
返りで足もとがぬ
れる。

屋　　　内
（木造住宅
を想定）

雨の音で話し声
が良く聞き取れ
ない。

屋外の様子
道路が川のよう
になる。

車に乗って
いて

ワイパーを速くし
ても見づらい。

高速走行時、車
輪と路面の間に
水膜が生じブ
レーキが効かなく
なる。（ハイドロプ
レーニング現象）

車の運転は危険

傘をさしていてもぬれる。 傘は全く役に立たなくなる。

寝ている人の半数くらいが雨に気がつく。

地面一面水たまりができる。
水しぶきであたり一面が白っぽくな
り、視界が悪くなる。
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(注 1) 「強い雨」や「激しい雨」以上の雨が降ると予想される時は、大雨注意報や大雨警報を

発表して注意や警戒を呼びかけます。なお、注意報や警報の基準は地域によって異なりま

す。 

(注 2) 猛烈な雨を観測した場合、｢記録的短時間大雨情報｣が発表されることがあります。なお、

情報の基準は地域によって異なります。 

(注 3) 表はこの強さの雨が1時間降り続いたと仮定した場合の目安を示しています。この表を

使用される際は、以下の点にご注意下さい。 

   ⑴ 表に示した雨量が同じであっても、降り始めからの総雨量の違いや、地形や地質等の

違いによって被害の様子は異なることがあります。 

     この表ではある雨量が観測された際に通常発生する現象や被害を記述していますの

で、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。 

   ⑵ この表は主に近年発生した被害の事例から作成したものです。今後新しい事例が得ら

れたり、表現などと実状が合わなくなった場合には内容を変更することがあります。 

 

高   潮 

海面の高さは常に変動しており、1日 1～2回の割合で周期的に満潮と干潮を繰り返しています。 

これは主として、地球の周りを回っている月の引力によって起こるものである。 

しかし、台風や発達した低気圧が通過するとき、大気の圧力が低下し、普段の時よりも海上だ

と抑える力が低くなればその分だけ海面が盛り上がる。これを「高潮」という。 

台風が接近して、この高潮が満潮時にぶつかると、潮が非常に高くなり、さらに暴風によって

できた大きな波浪も加わり、堤防をこわし、海岸の低地等にものすごい勢いで潮が流れ込み、大

きな被害を起こす。 

日本の太平洋岸の湾では、台風が西側を通過すると南よりの風が海水を海岸に吹き寄せるため、

一層大きな高潮が起こる。台風の通過点と満潮の時刻には、十分注意が必要である。 

 

 

1時間雨量 10～20ミリ 20～30ミリ 30～50ミリ 50～80ミリ 80ミリ～

災害発生
状　　　況

この程度の雨で
も長く続く時は注
意が必要。

側溝や下水、小
さな川があふれ
小規模の崖崩れ
が始まる。

山崩れ、崖崩れ
が起きやすくなり
危険地帯では避
難の準備が必
要。都市では下
水管から雨水が
あふれる。

都市部では地下
室や地下街に雨
水が流れこむ場
合がある。マン
ホールから水が
噴出する。土石
流が起こりやす
い。多くの災害が
発生する。

雨による大規模
な災害の発生す
るおそれが強く
厳重な警戒が必
要。
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主要台風経路図及び月別台風主要経路傾向図 

 

※主要台風経路図は徳島気象台の資料をもとに作成 

 
主
要
台
風
経
路
図

 
【
平
成
２
年
～
平
成
２
６
年
】
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府県
予報区

一次
細分

市町村をまとめた
地域の名称

警報・注意報の細分区

徳島市

鳴門市

小松島市

松茂町

北島町

藍住町

板野町

吉野川市

阿波市

美馬市脇・美馬・穴吹

石井町

上板町

つるぎ町半田・貞光

美馬市木屋平

佐那河内村

神山町

つるぎ町一宇

三好市

東みよし市

阿南 阿南市

勝浦町

上勝町

那賀町

牟岐町

美波町

海陽町

徳
　
　
島
　
　
県

那賀・勝浦

海部

北
　
　
部

南
　
　
部

徳島・鳴門

美馬北部・阿北

美馬南部・神山

三好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（気象庁のホームページより引用） 



1 

気象庁震度階級関連解説表 
使用にあたっての留意事項  
（1）気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置し

た震度計による観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、そ

の周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞ

れの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。  
（2）地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれてい

る地点での観測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なる

ことがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強く

なるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。 
（3）震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰

り返す時の 1 回あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象と

なる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。  
（4）この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多

く見られるものを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小

さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されて

いる全ての現象が発生するわけではありません。  
（5）この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今

後、5 年程度で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構

造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。 
（6）この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、

次の副詞・形容詞を用いています。  
 

用語  意味  

まれに  

わずか  

大半  

ほとんど  

極めて少ない。めったにない。  

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。  

半分以上。ほとんどよりは少ない。  

全部ではないが、全部に近い。  

が（も）ある、  

が（も）いる  

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多く

はないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。

多くなる  量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。

さらに多くなる  
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くな

る」が使われている場合に使用。  

 
※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがあ

りますが、これらは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる

震度と区別しています。
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2 

●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 
震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計には記

録される。 
－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中には、揺れ

をわずかに感じる人がいる。 
－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の大半が、揺

れを感じる。眠っている人の中には、目

を覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺

れる。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じ

る。歩いている人の中には、揺れを感じ

る人もいる。眠っている人の大半が、目

を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。 
電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いている人のほ

とんどが、揺れを感じる。眠っている人の

ほとんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚

にある食器類は音を立てる。座りの悪い

置物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転してい

て、揺れに気付く人がいる。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、物につかまり

たいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚

にある食器類、書棚の本が落ちることが

ある。座りの悪い置物の大半が倒れる。

固定していない家具が移動することがあ

り、不安定なものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。電柱が揺れるのがわかる。道路に被

害が生じることがある｡ 

５強 
大半の人が、物につかまらないと歩くこ

とが難しいなど、行動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちること

がある。固定していない家具が倒れるこ

とがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強

されていないブロック塀が崩れることがあ

る。据付けが不十分な自動販売機が倒れ

ることがある。自動車の運転が困難とな

り、停止する車もある。 

６弱 立っていることが困難になる。 

固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある｡ドアが開かなくなること

がある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下するこ

とがある。 

６強 

立っていることができず、はわないと動く

ことができない。 

揺れにほんろうされ、動くこともできず、

飛ばされることもある。 

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する

建物が多くなる。補強されていないブロッ

ク塀のほとんどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建

物がさらに多くなる。補強されているブロッ

ク塀も破損するものがある。 
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● 木造建物（住宅）の状況 

震度

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるもの

もある。 

６強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

まれに傾くことがある。 
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1） 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和 56 年

（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置など

により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震

性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地を含む）を想定

している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注 3） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震のよ

うに、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

 

 

● 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることが

ある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることが

ある。 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 

６強 壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・亀

裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がさらに多く

なる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・亀

裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐

震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置に

より耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐

震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることがある。 
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● 地盤・斜面等の状況 
震度

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が

発生することがある※3。 
７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出

や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりする

などの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大

量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 
 
 
 
● ライフライン・インフラ等への影響 
ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動

し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

 

鉄道の停止、高速

道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、

速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や

地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安

否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがある。

そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者

により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停

止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止

する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。 
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5 

 

● 大規模構造物への影響 
長周期地震動※に

よる超高層ビルの

揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時

に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっく

りとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も

固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロ

ッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）が発生

し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を有す

る施設の天井等の

破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を

生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤

の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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新池川 旧吉野川 吉野川

1 天理教撫養大教会 撫養町木津461 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51

2 木津元村集会所 撫養町木津1123-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23

3 原地集会所 撫養町木津388-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

4 金刀比羅神社 撫養町木津1035 ○ 1,361

5 木津八幡見山 撫養町木津400北の山 ○ 307

6 木津神地区ふれあい運動場 撫養町木津6の前 ○ ○ 5,177

7 国道11号鳴門高架橋
撫養町木津（県道鳴門池田
線交点付近）

○ 2,044

8 国道11号(鳴門IC付近の歩道) 撫養町木津 ○ 204

9 城山東側道路 撫養町木津 ○ ○ 2,151

10 鳴門市塵芥・し尿処理施設場内 撫養町木津200 ○ ○ 11,515

11 東浜集会所 撫養町南浜字東浜274 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38

12 南浜集会所 撫養町南浜字蛭子前西23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17

13 老人福祉センター 撫養町南浜字東浜27-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 141

14 勤労青少年ホーム 撫養町南浜字東浜27-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62

15 市民会館 撫養町南浜字東浜170 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 569

16 徳島北農協撫養支所 撫養町南浜字東浜32-8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34

17 第一中学校（体育館） 撫養町南浜字浜田37-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 422 864

18 第一中学校（運動場） 撫養町南浜字浜田37-1 ○ ○ 6,450

19 第一中学校（新校舎） 撫養町南浜字浜田37-1 ○ ○ 3,813

20
鳴門渦潮高等学校（撫養グ
ラウンド：クラブハウス）

撫養町南浜字馬目木58 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 77 256

21
鳴門渦潮高等学校（撫養グ
ラウンド：運動場）

撫養町南浜字馬目木58 ○ ○ 6,367

22 サーパス鳴門 撫養町南浜字東浜156-12 ○ ○ 593 593

23 ダイアパレス鳴門 撫養町南浜字東浜527-1 ○ ○ 382 382

24 ケアハウスなると 撫養町南浜蛭子前東105 ○ ○ 245 245

25 大商硝子㈱鳴門工場 撫養町南浜字大工野21-1 ○ ○ 144 144

26 第5西谷ビル 撫養町南浜字東浜158-13 ○ ○ 399 399

27 棒杭山登り口(中央公園) 撫養町南浜字蛭子前西161-1 ○ 1,154

28
児童発達支援なると裏山
(旧うずしお児童館裏山)

撫養町南浜字蛭子前西 ○ 264

29 白谷池に向かう道路 撫養町南浜字蛭子前西 ○ 378

30 木津さくらんぼ保育園 撫養町南浜蛭子前西92-1 ○ 729

31 斎田集会所 撫養町斎田字岩崎86-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25

32 撫養小学校（体育館） 撫養町斎田字岩崎72 ○ ○ 209

33 撫養小学校（校舎） 撫養町斎田字岩崎72 ○ ○ 2,075 2,075

34 撫養小学校（運動場） 撫養町斎田字岩崎72 ○ ○ 2,500

35 鳴門高等学校（体育館） 撫養町斎田字岩崎135-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,804 1,804

36 鳴門高等学校（校舎） 撫養町斎田字岩崎135-1 ○ ○ 1,451 1,451

37 鳴門高等学校（運動場） 撫養町斎田字岩崎135-1 ○ ○ 14,200

38 ホテルアド・イン鳴門 撫養町斎田大堤5-55 ○ ○ 534 534

39 第15柴田マンション 撫養町斎田字東発19-3 ○ ○ 381 381

40 岩崎神社 撫養町斎田字岩崎148-3裏 ○ 757

41 鳴門市総合運動場 撫養町斎田字大池76 ○ ○ 16,052

42 うずしおふれあい公園 撫養町斎田 ○ ○ 11,500

43 小川病院 撫養町斎田字北浜99 ○ ○ 311

44 黒崎小学校（体育館） 撫養町黒崎字宮津88-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 166

45 黒崎小学校（校舎） 撫養町黒崎字宮津88-1 ○ ○ 1,107 1,107

46 黒崎小学校（運動場） 撫養町黒崎字宮津88-1 ○ ○ 1,600

47 黒崎幼稚園 撫養町黒崎字清水86-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 57

48 黒崎集会所 撫養町黒崎字清水52-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24

49 黒崎団地集会所 撫養町黒崎字磯崎122-15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

50 聖母幼稚園 撫養町黒崎字松島208 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33

51 宇佐八幡神社 撫養町黒崎字八幡130 ○ 1,341

52 市道中山黒崎線(鳴門病院南) 撫養町黒崎小谷 ○ ○ 4,844

53 塩釜神社 撫養町黒崎清水172 ○ 1,489

避難
可能人数

地区名 施設・場所名 住所
法指
定

洪水 崖崩
れ等

避難可能
人数

(津波)

木津

南浜

黒崎

高潮 地震 津波
大規模
な火事

内水
氾濫

斎田

番号

75　指定緊急避難場所一覧表
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54 桑島集会所 撫養町大桑島字北之組95-20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19

55 鳴門市剣道場 撫養町大桑島字濘岩浜35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 131

56 桑島小学校（体育館） 撫養町大桑島字与三左谷6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 167

57 桑島小学校（校舎） 撫養町大桑島字与三左谷6 ○ ○ 895 895

58 桑島小学校（運動場） 撫養町大桑島字与三左谷6 ○ ○ 3,200

59 勤労者体育センター 撫養町大桑島字濘岩浜35-8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 230

60 鳴門市立図書館 撫養町大桑島字蛭子山11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 133

61 桑島老人憩いの家 撫養町大桑島字中之組30 ○ ○ 30

62 市営桑島第二団地 撫養町大桑島字北ノ組37 ○ ○ 168 168

63 サンライズ大桑島 撫養町大桑島字濘岩浜19-27 ○ ○ 421 421

64 鳴門住宅 撫養町大桑島字蛭子山170 ○ ○ 90 90

65 うさぎ山 撫養町大桑島字濘岩 ○ 1,100

66 高速鳴門バス停 撫養町大桑島字濘岩 ○ ○ 764

67 薬師堂 撫養町大桑島字濘岩 ○ 203

68 高山 撫養町大桑島字濘岩 ○ 1,438

69 丸山 撫養町大桑島字濘岩 ○ 409

70 高速鳴門バス停立体駐車場 撫養町大桑島字濘岩75-1他 ○ ○ 1,747 1,747

71 日峯マンション 撫養町小桑島字前浜180 ○ ○ 292 292

72 天羽家庭 撫養町小桑島字前組68 ○ 222

73 光徳寺の寺山山頂 撫養町小桑島字前組92 ○ 236

74 東山 撫養町小桑島字日向谷 ○ 636

75 第二中学校（体育館） 撫養町立岩字内田150 ○ ○ 295

76 第二中学校（校舎） 撫養町立岩字内田150 ○ ○ 1,082 1,082

77 第二中学校（運動場） 撫養町立岩字内田150 ○ ○ 5,600

78 林崎小学校（体育館） 撫養町立岩字内田73-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 198

79 林崎小学校（校舎） 撫養町立岩字内田73-1 ○ ○ 785 785

80 林崎小学校（運動場） 撫養町立岩字内田73-1 ○ ○ 3,000

81 川東公民館 撫養町立岩字内田63-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51

82 立岩塩浜集会所 撫養町立岩字元地196 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

83
鳴門・大塚スポーツパーク
（アミノバリューホール）

撫養町立岩字四枚61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 945 472

84 鳴門・大塚スポーツパーク（武道館） 撫養町立岩字四枚61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 272

85 鳴門・大塚スポーツパーク 撫養町立岩字四枚61 ○ ○ 12,800

86
鳴門・大塚スポーツパーク
（ポカリスエットスタジアム） 撫養町立岩字四枚61 ○ ○ 6,619

87 ㈱大塚製薬工場鳴門工場 撫養町立岩元地115 ○ ○ 1,000 1,000

88 ㈱テレビ鳴門 撫養町立岩字四枚74 ○ ○ 240 240

89 徳島県鳴門合同庁舎 撫養町立岩字七枚128 ○ ○ 364

90 林崎集会所 撫養町林崎字南殿町28-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

91 トリーデなると 撫養町林崎字北殿町149 ○ ○ 63

92 妙見山 撫養町林崎字北殿町147付近 ○ ○ 11,368

93 (財)鳴門ガレの森美術館 撫養町林崎字北殿町149付近 ○ 187

94 弁財天 弁財天集会所 撫養町弁財天字三ツ井丁4-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

95 岡﨑 岡崎集会所 撫養町岡崎字二等道路東41-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19

96 北浜 北浜老人憩いの家 撫養町北浜字宮の東4-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25

97 里浦公民館 里浦町里浦字花面535-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 56

98 里浦農業協同組合 里浦町里浦字花面233-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 75

99 里浦集会所 里浦町里浦字花面350-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

100 里浦南防災センター 里浦町里浦字恵美寿5-6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 87 500

101 里浦小学校（体育館） 里浦町里浦字西浜401 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 203

102 里浦小学校（校舎） 里浦町里浦字西浜401 ○ ○ 1,339 1,339

103 里浦小学校（運動場） 里浦町里浦字西浜401 ○ ○ 4,950

104 里浦北集会所 里浦町里浦字坂田415-5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

105 人丸神社 里浦町里浦字花面 ○ 887

106 障害支援センター桜 里浦町里浦字坂田432-43 ○ 553

107 宝珠寺の高台 里浦町里浦字花面12 ○ 577

大桑島

小桑島

林崎

里浦

立岩
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108 鳴門西小学校（体育館） 鳴門町高島字北217 ○ ○ ○ ○ ○ 165

109 鳴門西小学校（校舎） 鳴門町高島字北217 ○ ○ 491 491

110 鳴門西小学校（運動場） 鳴門町高島字北217 ○ ○ 3,300

111 鳴門教育大学(人文棟) 鳴門町高島字中島748 ○ ○ 1,845 1,845

112 鳴門教育大学（体育館） 鳴門町高島字中島748 ○ ○ ○ ○ ○ 422

113 鳴門教育大学（陸上競技場） 鳴門町高島字中島748 ○ ○ 9,600

114 鳴門公民館 鳴門町高島字北86 ○ ○ ○ ○ ○ 29

115 高島団地集会所 鳴門町高島字北384 ○ ○ ○ ○ ○ 14

116 県営高島団地 鳴門町高島字北380 ○ ○ 180 180

117 市営高島団地 鳴門町高島字北384 ○ ○ 180 180

118 出世氏宅裏山 鳴門町高島字中島83 ○ 50

119 楠氏宅裏山 鳴門町高島字山路6 ○ 355

120 ふるさと君高台 鳴門町高島字竹島324 ○ 4,152

121 鳴門ウチノ海総合公園 鳴門町高島字北679 ○ ○ ○ 101,000 9,040

122 高島八幡神社 鳴門町高島字山路57 ○ 407

123 鳴門ウチノ海ふれあい広場 鳴門町高島字山路２５６ ○ 2,803

124 鳴門中学校（体育館） 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 ○ ○ ○ ○ ○ 273

125 鳴門中学校（運動場） 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 ○ ○ 6,500

126 法勝寺 鳴門町三ツ石字南大手23 ○ 786

127 芙蓉山 鳴門町三ツ石字南大手66-2 ○ 754

128 トムソーヤの丘 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 ○ 9,853

129 三ツ石ハイランド 鳴門町三ツ石字芙蓉山下240 ○ ○ 3,762

130 三ツ石八幡神社 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 ○ 415

131 鳴門東小学校(運動場） 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 ○ ○ ○ 1,800 4,102

132 野集会所 鳴門町土佐泊浦字高砂181-2 ○ ○ ○ ○ 11

133 黒山集会所 鳴門町土佐泊浦字黒山118-295 ○ ○ ○ ○ 12

134 大毛集会所 鳴門町土佐泊浦字大毛122 ○ ○ ○ ○ 17

135 花見山・心の手紙館 鳴門町土佐泊浦字大毛234-35 ○ ○ ○ ○ ○ 42

136 花見山・心の手紙館（高台） 鳴門町土佐泊浦字大毛234-35 ○ ○ 3,934

137 鳴門東地区コミュニティセンター 鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 ○ ○ ○ ○ 33

138 鳴門東地区コミュニティセンター裏山 鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 ○ 200

139 ふるさと君渦潮編 鳴門町土佐泊浦高砂112-1 ○ ○ 374 374

140 大塚国際美術館 鳴門町土佐泊浦福池65-1 ○ ○ 5,600 5,600

141 ベル・シーサイドヴィュー鳴門Ⅰ 鳴門町土佐泊浦字黒山118-357 ○ ○ 414 414

142 南海病院前駐車場 鳴門町土佐泊浦高砂5 ○ 2,258

143 神戸淡路鳴門自動車道側道1 鳴門町土佐泊浦字福池 ○ ○ 465

144 神戸淡路鳴門自動車道側道2 鳴門町土佐泊浦字大毛 ○ ○ 1,498

145 神戸淡路鳴門自動車道側道3 鳴門町土佐泊浦字黒山 ○ ○ 1,750

146 神戸淡路鳴門自動車道側道4 鳴門町土佐泊浦字大谷 ○ ○ 498

147 神戸淡路鳴門自動車道横広場 鳴門町土佐泊浦字大毛 ○ ○ 316

148 アンテナ中継局付近 鳴門町土佐泊浦字大谷167 ○ 1,482

149 新羅神社 鳴門町土佐泊浦字土佐泊121 ○ 203

150 小宰相局の墓 鳴門町土佐泊浦字土佐泊62 ○ 136

151 大毛山に向かう道 鳴門町土佐泊浦字大毛 ○ ○ 612

152 小鳴門橋北側道路 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 ○ ○ 2,456

153 神社跡 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 ○ 141

154 特別養護老人ホーム鳴優荘 鳴門町土佐泊浦字黒山118-257 ○ ○ 963 963

155 明神小学校（体育館） 瀬戸町明神字越浦70 ○ ○ 157

156 明神小学校（校舎） 瀬戸町明神字越浦70 ○ ○ 632 632

157 明神小学校（運動場） 瀬戸町明神字越浦70 ○ ○ 1,350

158 明神集会所 瀬戸町明神字下本城242 ○ ○ ○ ○ 17

159 明神越浦集会所 瀬戸町明神字越浦334-7 ○ ○ ○ ○ 19

160 市営明神第二団地 瀬戸町明神字下本城212 ○ ○ 54 54

161 弐軒家の山 瀬戸町明神字弐軒家45-4付近 ○ 170

162 さくら公園 瀬戸町明神字鳴谷89-8付近 ○ ○ 1,114

高島

三ツ石

土佐
泊浦

明神
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163 阿波道路㈱ 瀬戸町明神馬越26-1 ○ 2,952

164 鳴門複合産業団地　道路 瀬戸町明神板屋島115-7 ○ ○ 13,783

165 ㈲嵯峨鉄工所 瀬戸町明神字丸山63-2 ○ 989

166 鳴門念法寺 瀬戸町明神字馬越36-2 ○ 1,761

167 市道明神エリカの丘線 瀬戸町明神字馬越 ○ ○ 1,292

168 富田製薬㈱高台 瀬戸町明神字丸山85-1 ○ 2,784

169 明神菅谷集会所 瀬戸町堂浦字本浦中32-2 ○ ○ 10

170 明神北集会所（集会所） 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 ○ ○ ○ ○ ○ 21

171 明神北集会所（高台） 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 ○ ○ 505

172 瀬戸中学校（体育館） 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 ○ ○ ○ ○ 310

173 瀬戸中学校（校舎） 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 ○ ○ 1,378 1,378

174 瀬戸中学校（運動場） 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 ○ ○ 2,750

175 瀬戸公民館 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 ○ ○ ○ ○ 45

176 瀬戸公民館（高台） 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 ○ ○ 1,245

177 瀬戸小学校（校舎） 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 ○ ○ ○ ○ 32 914

178 瀬戸小学校（運動場） 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 ○ ○ 3,050

179 堂浦ふれあい会館 瀬戸町堂浦字地廻り弐266 ○ ○ ○ 12

180 日出集会所 瀬戸町堂浦字日出3-3 ○ ○ ○ ○ 8

181 旧鳴門ハイツ 瀬戸町堂浦阿波井72 ○ 3,550

182 吉祥寺 瀬戸町堂浦地廻り弐307 ○ 1,107

183 県道183号線日出橋付近 瀬戸町堂浦日出 ○ 2,265

184 小鳴門公園（み山） 瀬戸町堂浦字地回り参 ○ 477

185 天満宮 瀬戸町堂浦字地回り参 ○ 139

186 阿波井神社 瀬戸町堂浦字阿波井 ○ 535

187 鳴門市クリーンセンター 瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2 ○ ○ 7,153

188 北泊公民館 瀬戸町北泊字北泊103 ○ ○ ○ 14

189
北泊漁業協同組合（北泊
漁民センター）

瀬戸町北泊字北泊209-6 ○ ○ ○ ○ 23

190 小海集会所 瀬戸町北泊字小海287-1 ○ ○ ○ ○ 8

191 小鳴門新橋（旧料金所） 瀬戸町北泊字北泊 ○ 1,480

192 北泊漁民センター近くの道 瀬戸町北泊字北泊209-6付近 ○ ○ 916

193 普光寺 瀬戸町北泊字北泊199 ○ 630

194 鳴門スカイライン登り口(北泊) 瀬戸町北泊字北泊 ○ 1,230

195 島田小学校（体育館） 瀬戸町中島田字北田36 ○ ○ ○ ○ 110

196 島田小学校（運動場） 瀬戸町中島田字北田36 ○ ○ ○ 1,350 1,998

197 鳴門スカイライン登り口（中島田） 瀬戸町中島田字露谷 ○ 2,044

198 小島田 小島田集会所 瀬戸町小島田字通り1-3 ○ ○ ○ ○ 8

199 室撫佐漁業協同組合 瀬戸町室字本村641-1 ○ ○ ○ 15

200 鳴門スカイライン登り口（室） 瀬戸町室中ケ谷68付近 ○ 4,692

201 撫佐集会所 瀬戸町撫佐字本村62-2 ○ ○ ○ ○ 8

202 鳴門スカイライン登り口（撫佐） 瀬戸町撫佐本村17付近 ○ 1,033

203 大幸集会所 大津町大幸字若宮の元14 ○ ○ ○ ○ ○ 29

204 高速道路段関避難場所 大津町大幸 ○ ○ 200

205 高速道路大幸避難場所 大津町大幸 ○ ○ 450

206 大津中央公民館 大津町大代679-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

207 大代前場集会所 大津町大代1133-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

208 大代集会所 大津町大代1213-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19

209 大津西小学校（体育館） 大津町大代1210 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 203

210 大津西小学校（校舎） 大津町大代1210 ○ ○ 551 551

211 大津西小学校（運動場） 大津町大代1210 ○ ○ 2,650

212 大代山路集会所（集会所） 大津町大代997-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

213 大代山路集会所（高台） 大津町大代997-1 ○ ○ 128

214 勝福寺 大津町大代1074 ○ 418

215 薬師坊 大津町大代 ○ 3,836

216 天皇神社・護穀神社 大津町大代 ○ 561

217 大代古墳入口 大津町大代辺露 ○ ○ 250

218 段関集会所 大津町段関字西53-2、53-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

219 段関野崎集会所 大津町段関字沖野21-6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

撫佐

大幸

大代

堂浦

北泊

中島田

明神

室

段関
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220 備前島 備前島集会所 大津町備前島字荒神の越164-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

221 第一小学校（体育館） 大津町木津野字内田11 ○ ○ 214

222 第一小学校（校舎） 大津町木津野字内田11 ○ ○ 1,746 1,746

223 第一小学校（運動場） 大津町木津野字内田11 ○ ○ 4,000

224 ふるはうす 大津町木津野字北川縁37 ○ ○ 105 105

225 ハイツ大津 大津町木津野字藪の内62-1 ○ ○ 74 74

226 鳴門渦潮高等学校（体育館） 大津町吉永595 ○ ○ ○ 279 271

227 鳴門渦潮高等学校（至誠館） 大津町吉永595 ○ ○ 334

228
鳴門渦潮高等学校
（第一グラウンド）

大津町吉永595 ○ ○ 11,964

229
鳴門渦潮高等学校
（第二グラウンド）

大津町吉永595 ○ ○ 7,341

230 鳴門渦潮高等学校（本館） 大津町吉永595 ○ ○ ○ 94 696

231 ココラック鳴門 大津町吉永字前ノ越280番地9 ○ ○ 540 540

232 大津団地集会所 大津町矢倉字西の越2-2 ○ ○ ○ ○ ○ 8

233 シティーフィールド1 大津町矢倉字裏15-9 ○ ○ 114 114

234 ガーデンヒルズ鳴門Ⅰ 大津町矢倉字六ノ越1-1 ○ ○ 75 75

235 市営矢倉団地 大津町矢倉字参の越35 ○ ○ 648 648

236 ロケッツ鳴門店（立体駐車場） 大津町矢倉字東ノ越10-1 ○ ○ 1,600 1,600

237 櫛木集会所 北灘町櫛木字中末83-3 ○ ○ ○ ○ ○ 23

238 張集会所 北灘町櫛木字中田14-2 ○ ○ ○ ○ 8

239 東山の団地 北灘町櫛木字東山10-50付近 ○ 7,837

240 北灘東幼稚園 北灘町粟田字西傍示228-1 ○ ○ ○ ○ 92

241 北灘東小学校（体育館） 北灘町粟田字西傍示228-1 ○ ○ ○ 130 130

242 北灘東小学校（運動場） 北灘町粟田字西傍示228-1 ○ ○ ○ 2,000 6,389

243 長寿寺保育園 北灘町粟田字東傍示278 ○ 500

244 粟田公民館 北灘町粟田字東傍示72 ○ ○ 261

245 葛城神社 北灘町粟田池谷2 ○ 1,428

246 ほほえみ児童クラブ 北灘町粟田字西傍示137-4 ○ 801

247 旧北灘中学校(運動場) 北灘町大浦字東浦75 ○ ○ ○ 1,200 4,179

248 旧北灘中学校（校舎） 北灘町大浦字東浦75 ○ ○ ○ ○ 14

249 伊宇賀神社 北灘町宿毛谷宿毛谷77 ○ 430

250 北灘公民館（高台） 北灘町宿毛谷字クロハエ66 ○ ○ 728

251 大浦漁港ふれあい広場 北灘町宿毛谷字相ケ谷23 ○ ○ 600

252 鳥ヶ丸集会所 北灘町鳥ヶ丸字トノムラ60-2 ○ ○ 5

253 鳥ヶ丸集会所（高台） 北灘町鳥ケ丸トノムラ60-2 ○ ○ 88

254 東地集会所 北灘町折野字上東地122-2 ○ ○ ○ ○ 12

255 川筋集会所 北灘町折野字川筋33-4 ○ ○ ○ ○ 8

256 北條集会所 北灘町折野字屋敷154-1 ○ ○ ○ ○ 35

257 北灘西小学校（体育館） 北灘町折野字屋敷64-3 ○ ○ ○ ○ ○ 119 395

258 北灘西小学校（校舎） 北灘町折野字屋敷64-3 ○ ○ 548 548

259 北灘西小学校（運動場） 北灘町折野字屋敷64-3 ○ ○ 1,350

260 三津集会所 北灘町折野字三津260-2 ○ ○ ○ 8

261 西條集会所 北灘町折野字屋敷379-1 ○ ○ ○ ○ ○ 12

262 西條集会所（高台） 北灘町折野字屋敷379-1 ○ ○ 274

263 グランディ鳴門ゴルフクラブ登り口 北灘町折野桜井5-15付近 ○ 884

264 三津の高台 北灘町折野三津12付近 ○ ○ 429

265 ギャラリーカフェ風待ちの丘ルン 北灘町折野字上東地312-3 ○ 839

266 大須集会所 北灘町大須字西添25 ○ ○ ○ 8

267 長浜集会所 北灘町大須字長浜5-3 ○ ○ ○ 8

268 大須神社 北灘町大須西添69 ○ ○ 229

269 碁浦 国道11号線香川県境付近 北灘町碁浦碁浦20 ○ 324

270 小森集会所 大麻町姫田字東百地1-4 ○ ○ ○ ○ ○ 20

271 姫田集会所 大麻町姫田字森崎57-2 ○ ○ ○ ○ ○ 13

272 宮尾神社(姫田字小森山路) 大麻町姫田字小森山路 ○ 105

273 高松道脇（姫田字宮ヶ谷） 大麻町姫田字宮ヶ谷 ○ 6,824

274 宮尾神社(姫田字三ツカ谷) 大麻町姫田字三ツカ谷 ○ ○ 1,039

275 音蔵寺 大麻町姫田字寺内 ○ 358

木津野

折野

大須

姫田

吉永

矢倉

櫛木

粟田

大浦

宿毛谷

鳥ヶ丸
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276 牛屋島 堀江南分団詰所 大麻町牛屋島字中須45-4 ○ ○ 37

277 堀江北小学校(運動場) 大麻町大谷字中筋41 ○ ○ ○ 1,400 5,742

278 堀江北小学校（体育館） 大麻町大谷字中筋41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 140 140

279 堀江公民館 大麻町大谷字道の上24 ○ ○ ○ ○ ○ 76

280 堀江公民館（高台） 大麻町大谷字道の上24 ○ ○ 719

281 大谷集会所 大麻町大谷字椢原14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

282 池谷集会所 大麻町池谷字長田103-2 ○ ○ ○ ○ ○ 21

283 大麻中学校(運動場) 大麻町池谷字長田105 ○ ○ ○ 7,300 9,444

284 高畑 高畑集会所 大麻町高畑字居屋敷127-2 ○ ○ ○ ○ ○ 13

285 堀江南小学校（体育館） 大麻町西馬詰字橋ノ本7 ○ ○ ○ ○ ○ 117

286 堀江南小学校（校舎） 大麻町西馬詰字橋ノ本7 ○ ○ 905 905

287 堀江南小学校（運動場） 大麻町西馬詰字橋ノ本7 ○ ○ 5,050

288 中馬詰 馬詰集会所 大麻町中馬詰字居屋敷18-5 ○ ○ ○ ○ 19

289 東馬詰 東馬詰集会所 大麻町東馬詰字諏訪の元74-1 ○ ○ ○ 18

290 医王集会所 大麻町市場字大道34-1 ○ ○ ○ ○ 18

291 ホープス勝瑞 大麻町市場字川向二61-4 ○ ○ 168 168

292
高房
(北島
町)

鳴門市浄水場 北島町高房八丁の西2 ○ ○ 541 541

293 市場団地集会所 大麻町三俣字前野9-3 ○ ○ ○ ○ ○ 27

294 人権福祉センター 大麻町三俣字前野18 ○ ○ ○ ○ ○ 84

295 青少年会館 大麻町三俣字前野22-1 ○ ○ ○ ○ ○ 42

296
板東南ふれあいセンター
（旧川崎幼稚園）庁舎

大麻町川崎394 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 110 833

297
板東南ふれあいセンター
（旧川崎幼稚園）運動場

大麻町川崎394 ○ ○ 1,200

298 川崎会館 大麻町川崎字流レ466 ○ ○ ○ ○ ○ 44

299 津慈 津慈集会所 大麻町津慈字宮ノ本150-4 ○ ○ ○ ○ 18

300 萩原集会所 大麻町萩原字アコメン11-3 ○ ○ ○ ○ ○ 20

301 萩原団地集会所 大麻町萩原字西山田68-35 ○ ○ ○ ○ ○ 13

302 樋殿谷集会所 大麻町板東字樋殿谷99-2 ○ ○ ○ ○ ○ 8

303 板東連絡所 大麻町板東字宝蔵65 ○ ○ ○ ○ ○ 19

304 板東小学校（体育館） 大麻町板東字宝蔵60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 163 538

305 板東小学校（運動場） 大麻町板東字宝蔵60 ○ ○ ○ 1,600 8,588

306 舞姫会館 大麻町板東字牛ノ宮東16-3 ○ ○ ○ ○ ○ 24

307 大西集会所 大麻町板東字采女48-7 ○ ○ ○ ○ ○ 12

308 山田集会所 大麻町板東字東山田57-2 ○ ○ ○ ○ ○ 16

309 共栄集会所 大麻町板東字采女120-4 ○ ○ ○ ○ ○ 13

310 霊山寺集会所 大麻町板東字西山田32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17

311 平草集会所 大麻町板東字西平草62-12 ○ ○ ○ ○ ○ 19

312 板東公民館 大麻町板東字宝蔵103-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 72 238

313 板東公民館（周辺） 大麻町板東字宝蔵103-1 ○ ○ 1,710

314 桧集会所 大麻町桧字野神ノ北31－5 ○ ○ ○ ○ ○ 22

315 川原場集会所 大麻町桧字コモガ池90-2 ○ ○ ○ ○ 13

316 椎尾谷集会所 大麻町桧字椎尾谷35-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5

317 リューネの森集会所 大麻町桧字中山田13-151 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

318 桧西集会所 大麻町桧字ダンノ上32-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

319
長岸
(松茂
町)

松茂ＰＡ 松茂町長岸 ○ ○ 400 400

大谷

池谷

桧

西馬詰

市場

三俣

川崎

萩原

板東
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番号 地区名 施設・場所名 住所 法指定 収容人数

1 天理教撫養大教会 撫養町木津461 ○ 51

2 芦余台集会所 撫養町木津62-1 ○ 8

3 木津元村集会所 撫養町木津1123-2 ○ 23

4 原地集会所 撫養町木津388-1 ○ 26

5 東浜集会所 撫養町南浜字東浜274 ○ 38

6 南浜集会所 撫養町南浜字蛭子前西23 ○ 17

7 老人福祉センター 撫養町南浜字東浜27-3 ○ 141

8 勤労青少年ホーム 撫養町南浜字東浜27-3 ○ 62

9 市民会館 撫養町南浜字東浜170 ○ 569

10 徳島北農協撫養支所 撫養町南浜字東浜32-8 ○ 34

11 第一中学校（体育館） 撫養町南浜字浜田37-1 ○ 422

12
鳴門渦潮高等学校
（撫養グラウンド・クラブハウス）

撫養町南浜字馬目木58 ○ 77

13 斎田集会所 撫養町斎田字岩崎86-1 ○ 25

14 斎田公民館 撫養町斎田字岩崎145 ○ 43

15 撫養小学校（体育館） 撫養町斎田字岩崎72 ○ 209

16 撫養幼稚園 撫養町斎田字岩崎134-3 ○ 61

17 鳴門高等学校（体育館） 撫養町斎田字岩崎135-1 ○ 610

18 黒崎小学校（体育館） 撫養町黒崎字宮津88-1 ○ 166

19 黒崎幼稚園 撫養町黒崎字清水86-2 ○ 57

20 黒崎集会所 撫養町黒崎字清水52-1 ○ 24

21 黒崎団地集会所 撫養町黒崎字磯崎122-15 ○ 12

22 聖母幼稚園 撫養町黒崎字松島208 ○ 33

23 桑島集会所 撫養町大桑島字北之組95-20 ○ 19

24 鳴門市剣道場 撫養町大桑島字濘岩浜35 ○ 131

25 桑島小学校（体育館） 撫養町大桑島字与三左谷6 ○ 167

26 勤労者体育センター 撫養町大桑島字濘岩浜35-8 ○ 230

27 鳴門市立図書館 撫養町大桑島字蛭子山11 ○ 133

28 桑島老人憩いの家 撫養町大桑島字中之組30 ○ 30

29 立岩集会所 撫養町立岩字原田2-1 ○ 34

30 第二中学校（体育館） 撫養町立岩字内田150 ○ 295

31 林崎小学校（体育館） 撫養町立岩字内田73-1 ○ 198

32 川東公民館 撫養町立岩字内田63-2 ○ 51

33 立岩塩浜集会所 撫養町立岩字元地196 ○ 13

34
鳴門・大塚スポーツパーク
（アミノバリューホール）

撫養町立岩字四枚61 ○ 945

35 鳴門・大塚スポーツパーク（武道館） 撫養町立岩字四枚61 ○ 272

36 林崎集会所 撫養町林崎字南殿町28-2 ○ 15

37 トリーデなると 撫養町林崎字北殿町149 ○ 63

38 弁財天 弁財天集会所 撫養町弁財天字三ツ井丁4-2 ○ 13

39 岡崎 岡崎集会所 撫養町岡崎字二等道路東41-2 ○ 19

40 北浜 北浜老人憩いの家 撫養町北浜字宮の東4-2 ○ 25

41 里浦公民館 里浦町里浦字花面535-2 ○ 56

42 里浦農業協同組合 里浦町里浦字花面233-1 ○ 75

43 里浦集会所 里浦町里浦字花面350-2 ○ 30

44 里浦南防災センター 里浦町里浦字恵美寿5-6 ○ 87

45 里浦小学校（体育館） 里浦町里浦字西浜401 ○ 203

46 里浦北集会所 里浦町里浦字坂田415-5 ○ 15

76　指定避難所一覧表

木津

南浜

斎田

黒崎

大桑島

立岩

林崎

里浦
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番号 地区名 施設・場所名 住所 法指定 収容人数

47 鳴門西小学校（体育館） 鳴門町高島字北217 ○ 165

48 鳴門教育大学（体育館） 鳴門町高島字中島748 ○ 422

49 鳴門公民館 鳴門町高島字北86 ○ 29

50 中島集会所 鳴門町高島字中島124 ○ 11

51 高島団地集会所 鳴門町高島字北384 ○ 14

52 三ツ石 鳴門中学校（体育館） 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 ○ 273

53 野集会所 鳴門町土佐泊浦字高砂181-2 ○ 11

54 黒山集会所 鳴門町土佐泊浦字黒山118-295 ○ 12

55 大毛集会所 鳴門町土佐泊浦字大毛122 ○ 17

56 花見山・心の手紙館 鳴門町土佐泊浦字大毛234-35 ○ 42

57 鳴門東地区コミュニティセンター 鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 ○ 33

58 明神小学校（体育館） 瀬戸町明神字越浦70 ○ 157

59 明神集会所 瀬戸町明神字下本城242 ○ 17

60 明神越浦集会所 瀬戸町明神字越浦334-7 ○ 19

61 明神菅谷集会所 瀬戸町堂浦字本浦中32-2 ○ 10

62 明神北集会所 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 ○ 21

63 瀬戸中学校（体育館） 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 ○ 310

64 瀬戸公民館 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 ○ 45

65 瀬戸小学校（体育館） 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 ○ 149

66 堂浦ふれあい会館 瀬戸町堂浦字地廻り弐266 ○ 12

67 日出集会所 瀬戸町堂浦字日出3-3 ○ 8

68 北泊公民館 瀬戸町北泊字北泊103 ○ 14

69
北泊漁業協同組合
（北泊漁民センター）

瀬戸町北泊字北泊209-6 ○ 23

70 北泊漁業協同組合（旧事務所） 瀬戸町北泊字北泊209 ○ 19

71 小海集会所 瀬戸町北泊字小海287-1 ○ 8

72 中島田 島田小学校（体育館） 瀬戸町中島田字北田36 ○ 110

73 小島田 小島田集会所 瀬戸町小島田字通り1-3 ○ 8

74 室 室撫佐漁業協同組合 瀬戸町室字本村641-1 ○ 15

75 撫佐 撫佐集会所 瀬戸町撫佐字本村62-2 ○ 8

76 大幸 大幸集会所 大津町大幸字若宮の元14 ○ 29

77 大津中央公民館 大津町大代679-2 ○ 13

78 大代前場集会所 大津町大代1133-1 ○ 13

79 大代集会所 大津町大代1213-2 ○ 19

80 大津西小学校（体育館） 大津町大代1210 ○ 203

81 大代山路集会所（集会所） 大津町大代997-1 ○ 15

82 段関集会所 大津町段関字西53-2、53-3 ○ 12

83 段関野崎集会所 大津町段関字沖野21-6 ○ 13

84 備前島 備前島集会所 大津町備前島字荒神の越164-3 ○ 7

85 木津野集会所 大津町木津野字野神ノ越56-3 ○ 11

86 第一小学校（体育館） 大津町木津野字内田11 ○ 214

87 鳴門渦潮高等学校（体育館） 大津町吉永595 ○ 279

88 鳴門渦潮高等学校（本館） 大津町吉永595 ○ 94

89 吉永集会所 大津町吉永128-2 ○ 13

90 矢倉集会所 大津町矢倉字弐ノ越34-3 ○ 13

91 大津団地集会所 大津町矢倉字西の越2-2 ○ 8

92 長江 長江集会所 大津町長江字東大黒1-2 ○ 8

93 櫛木集会所 北灘町櫛木字中末83-3 ○ 23

94 張集会所 北灘町櫛木字中田14-2 ○ 8

高島

土佐泊浦

明神

堂浦

北泊

大代

段関

木津野

吉永

矢倉

櫛木
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番号 地区名 施設・場所名 住所 法指定 収容人数

95 粟田 北灘東小学校（体育館） 北灘町粟田字西傍示228-1 ○ 130

96 旧北灘中学校（体育館） 北灘町大浦字東浦75 ○ 126

97 大浦集会所 北灘町大浦字東浦26-1 ○ 11

98 宿毛谷 北灘公民館 北灘町宿毛谷字クロハエ66 ○ 35

99 鳥ヶ丸 鳥ヶ丸集会所 北灘町鳥ヶ丸字トノムラ60-2 ○ 5

100 東地集会所 北灘町折野字上東地122-2 ○ 12

101 川筋集会所 北灘町折野字川筋33-4 ○ 8

102 北條集会所 北灘町折野字屋敷154-1 ○ 35

103 北灘西小学校（体育館） 北灘町折野字屋敷64-3 ○ 119

104 三津集会所 北灘町折野字三津260-2 ○ 8

105 西條集会所 北灘町折野字屋敷379-1 ○ 12

106 大須集会所 北灘町大須字西添25 ○ 8

107 長浜集会所 北灘町大須字長浜5-3 ○ 8

108 小森集会所 大麻町姫田字東百地1-4 ○ 20

109 姫田集会所 大麻町姫田字森崎57-2 ○ 13

110 堀江北小学校（体育館） 大麻町大谷字中筋41 ○ 140

111 堀江公民館 大麻町大谷字道の上24 ○ 76

112 大谷集会所 大麻町大谷字椢原14 ○ 15

113 池谷集会所 大麻町池谷字長田103-2 ○ 21

114 大麻中学校（体育館） 大麻町池谷字長田105 ○ 342

115 高畑 高畑集会所 大麻町高畑字居屋敷127-2 ○ 13

116 西馬詰 堀江南小学校（体育館） 大麻町西馬詰字橋ノ本7 ○ 117

117 中馬詰 馬詰集会所 大麻町中馬詰字居屋敷18-5 ○ 19

118 東馬詰 東馬詰集会所 大麻町東馬詰字諏訪の元74-1 ○ 18

119 市場 医王集会所 大麻町市場字大道34-1 ○ 18

120 市場団地集会所 大麻町三俣字前野9-3 ○ 27

121 人権福祉センター 大麻町三俣字前野18 ○ 84

122 青少年会館 大麻町三俣字前野22-1 ○ 42

123
板東南ふれあいセンター
(旧川崎幼稚園)庁舎

大麻町川崎394 ○ 110

124 川崎会館 大麻町川崎字流レ466 ○ 44

125 津慈 津慈集会所 大麻町津慈字宮ノ本150-4 ○ 18

126 萩原集会所 大麻町萩原字アコメン11-3 ○ 20

127 萩原団地集会所 大麻町萩原字西山田68-35 ○ 13

128 樋殿谷集会所 大麻町板東字樋殿谷99-2 ○ 8

129 板東連絡所 大麻町板東字宝蔵65 ○ 19

130 板東小学校（体育館） 大麻町板東字宝蔵60 ○ 163

131 舞姫会館 大麻町板東字牛ノ宮東16-3 ○ 24

132 大西集会所 大麻町板東字采女48-7 ○ 12

133 山田集会所 大麻町板東字東山田57-2 ○ 16

134 共栄集会所 大麻町板東字采女120-4 ○ 13

135 霊山寺集会所 大麻町板東字西山田32 ○ 17

136 平草集会所 大麻町板東字西平草62-12 ○ 19

137 板東公民館 大麻町板東字宝蔵103-1 ○ 72

138 桧集会所 大麻町桧字野神ノ北31－5 ○ 22

139 川原場集会所 大麻町桧字コモガ池90-2 ○ 13

140 椎尾谷集会所 大麻町桧字椎尾谷35-2 ○ 5

141 リューネの森集会所 大麻町桧字中山田13-1 ○ 14

142 桧西集会所 大麻町桧字ダンノ上32-4 ○ 15

大浦

折野

大須

姫田

桧

大谷

池谷

三俣

川崎

萩原

板東
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番号 地区名 施設・場所名 住所 法指定 収容人数

1 デイサービスセンターほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 ○ 5

2 サービス付き高齢者向け住宅ほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 ○ 3

3 特別養護老人ホーム春潮苑 撫養町立岩字五枚146 ○ 13

4 養護老人ホーム鳴愛荘 鳴門町土佐泊浦字黒山118-84 ○ 12

5 特別養護老人ホーム鳴優荘 鳴門町土佐泊浦字黒山118-257 ○ 68

6 大代 特別養護老人ホームおおつ苑 大津町大代473 ○ 5

7 吉永
鳴門渦潮高等学校（本館４階：介護実
習室、至誠館２階：生徒宿泊室）

大津町吉永595 ○ 52

8 板東 徳島学院 大麻町板東字広塚35 ○ 31

9 桧 特別養護老人ホームおおあさ苑 大麻町桧字東山田57-10 ○ 5

立岩

土佐泊浦

77　福祉避難所一覧表
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地区名 津波避難ビル名
収容可能

人数
所在地 避難スペース

●新校舎　2階以上

●体育館　2階

〃 サーパス鳴門 593 撫養町南浜字東浜156-12
3～14階（共用廊下、
階段）

〃 ダイアパレス鳴門 382 撫養町南浜字東浜527-1
3F～14F（共用廊下、
階段）

〃 ケアハウスなると 245 撫養町南浜字蛭子前東105
2階（地域交流セン
ター）、4～7階（ラウ
ンジ）

〃 大商硝子（株）鳴門工場 144 撫養町南浜字大工野21-1
2～3階（通路、作業
場、階段等）

〃
鳴門渦潮高等学校
（撫養グラウンド：クラ
ブハウス）

256 撫養町南浜字馬目木58
●ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
2階（トレーニング
室、ミーティング室）

〃 第5西谷ビル 399 撫養町南浜字東浜158-13
2～6階（共用廊下、階
段、ホール）

●校舎
2～5階（教室、廊下、
階段）
●体育館
2階（アリーナ、渡り
廊下等）

〃 撫養小学校（校舎） 2,075 撫養町斎田字岩崎72

北棟2～3階（教室、廊
下、階段等）、北棟屋
上、南棟2～3階（教室、
廊下、階段等）

〃 ホテルアド・イン鳴門 534 撫養町斎田字大堤5-55
5～8階（廊下、ホー
ル、階段室等）、屋上

〃 第15柴田マンション 381 撫養町斎田字東発19-3
3～8階（共用廊下、階
段、ホール）

〃 小川病院 311 撫養町斎田字北浜99
6階（大会議室、西側
バルコニー、共用廊下
の一部）

黒崎 黒崎小学校（校舎） 1,107 撫養町黒崎字宮津88-1
2～4階（教室、廊下、
階段等）

大桑島 桑島小学校（校舎） 895 撫養町大桑島字与三左谷6

北棟2～3階（教室、廊
下、階段等）、北棟屋
上、南棟2階（教室、廊下
等）

〃 サンライズ大桑島 421 撫養町大桑島字濘岩浜19-27
2～8階（階段、踊り
場）

〃 市営桑島第二団地

78　津波避難場所一覧表

(1) 津波避難ビル

斎田 鳴門高等学校
3,255

（校舎）1,451
（体育館）1,804

南浜 第一中学校 撫養町南浜字浜田37-1

撫養町斎田字岩崎135-1

4,677
（新校舎）3,813

（体育館）864

●Ａ棟、Ｂ棟
2～5階（共用廊下、階
段）

168
（Ａ棟）78
（Ｂ棟）90

撫養町大桑島字北ノ浜37
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地区名 津波避難ビル名
収容可能

人数
所在地 避難スペース

大桑島 鳴門住宅
90

（鳴門住宅1）60
（鳴門住宅2）30

撫養町大桑島字蛭子山170
●鳴門住宅1、2ともに
2～3階（階段、踊り
場、玄関前）

小桑島 日峯マンション 292 撫養町小桑島字前浜180
2～7階（階段、踊り
場）、屋上

立岩
（株）大塚製薬工場鳴門
工場

1,000 撫養町立岩字元地115 屋上等

〃 第二中学校（校舎） 1,082 撫養町立岩字内田150
3～4階（教室、廊下、
階段）、屋上

〃
鳴門・大塚スポーツパー
ク
(アミノバリューホール)

472 撫養町立岩字四枚61
3階（ロビー、研修
室、廊下等）

〃 （株）テレビ鳴門 240 撫養町立岩字四枚74
3～6階（外階段）、屋
上

〃 林崎小学校（校舎） 785 撫養町立岩字内田73-1
2～3階（教室、廊下、
階段等）

里浦 里浦小学校（校舎） 1,339 里浦町里浦字西浜401

北棟3階（教室、廊下、階
段等）、北棟屋上、南棟3
階（教室、廊下、階段
等）、南棟屋上

〃 里浦南防災センター 500 里浦町里浦字恵美寿5-6 2～3階、屋上

土佐
泊浦

ふるさと君渦潮編 374 鳴門町土佐泊浦字高砂112-1 14階（共用室）

〃 大塚国際美術館 5,600 鳴門町土佐泊字浦福池65-1 
正面玄関、エントラン
スホール、庭園等

〃
特別養護老人ホーム鳴優
荘

963 鳴門町土佐泊浦字黒山118-257
3～6階（共同生活室、
廊下、階段等）

〃
ベル・シーサイド
ヴィュー鳴門Ⅰ

414 鳴門町土佐泊浦字黒山118-357
3～10階（共用廊下、
階段、ロビー）、屋上

高島 県営高島団地 180 鳴門町高島字北380
2～4階（共用廊下、階
段）

〃 市営高島団地 180 鳴門町高島字北384
2～4階（共用廊下、階
段）

〃 鳴門西小学校（校舎） 491 鳴門町高島字北217
北棟2～3階（教室、廊
下、階段等）、南棟2
階（廊下等）

〃 鳴門教育大学（人文棟） 1,845 鳴門町高島字中島748
2～7階（廊下、階段
室、ラウンジ）、屋上

明神 明神小学校（校舎） 632 瀬戸町明神字越浦70
2～3階（教室、廊下、
階段等）、屋上

〃 市営明神第二団地 54 瀬戸町明神字下本城212
2～4階（共用廊下、階
段）
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地区名 津波避難ビル名
収容可能

人数
所在地 避難スペース

堂浦 瀬戸中学校（校舎） 1,378 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4
2～4階（教室、廊下、
階段等）、屋上

〃 瀬戸小学校（校舎） 914 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1
2～3階（教室、廊下、
階段等）

大代 大津西小学校（校舎） 551 大津町大代1210

校舎2～3階（教室、廊
下、階段等）、特別棟2～
3階（教室、廊下、階段
等）

木津野 第一小学校（校舎） 1,746 大津町木津野字内田11

北校舎2～3階（教室、廊
下、階段等）、南校舎2～
3階（教室、廊下、階段
等）、南校舎屋上

〃 ふるはうす 105 大津町木津野字北川縁37番地
3～6階（共用廊下、階
段）

〃 ハイツ大津 74 大津町木津野字藪の内62-1
2～4階（共用廊下、階
段）

●至誠館
2階（会議室、生徒宿
泊室等）
●本館
4～5階（渦潮ホール、
屋上）
●第一体育館
2階（キャットウォー
ク等）

〃 ココラック鳴門 540 大津町吉永字前ﾉ越280番地9
3～10階（共用廊下、
階段）

矢倉 シティーフィールド1 114 大津町矢倉字裏15-9
2～4階（共用廊下、階
段）

〃 ガーデンヒルズ鳴門Ⅰ 75 大津町矢倉字六ﾉ越1-1
2～4階（共用廊下、階
段）

〃 市営矢倉団地 648 大津町矢倉字参の越35
●Ａ～Ｌ棟
2～4階（階段等）

折野 北灘西小学校（校舎） 548 北灘町折野字屋敷64-3 2階（教室、廊下等）

牛屋島 堀江南分団詰所 37 大麻町牛屋島字中須45-4 屋上

市場 ホープス勝瑞 168 大麻町市場字川向二61-4
2～5階（共用廊下、階
段）

西馬詰 堀江南小学校（校舎） 905 大麻町西馬詰字橋ノ本7
2～3階（教室、廊下、
階段等）、屋上

川崎
板東南ふれあいセンター
（旧川崎幼稚園）

833 大麻町川崎394
2～3階（教室、廊下、
階段等）、屋上

北島町
高房

鳴門市浄水場 541 北島町高房字八丁の西2 2階屋上、3階屋上

吉永 鳴門渦潮高等学校

1301
（本館）696

（至誠館、体育館）
605

大津町吉永595

215



地区名 避難場所名 所在地 避難スペース

木津 金刀比羅神社 撫養町木津1035 境内

〃 木津八幡見山 撫養町木津400北の山 高台

〃 木津神地区ふれあい運動場 撫養町木津6の前 高台

〃 国道11号鳴門高架橋
撫養町木津
（県道鳴門池田線交点付近）

歩道

〃 国道11号（鳴門IC付近の歩道） 撫養町木津 歩道

〃 城山東側道路 撫養町木津 道路

〃 鳴門市塵芥・し尿処理施設場内 撫養町木津200 敷地内

南浜 棒杭山登り口（中央公園） 撫養町南浜字蛭子前西161-1 高台

〃
児童発達支援なると裏山
（旧うずしお児童館裏山）

撫養町南浜字蛭子前西 広場、高台

〃 白谷池に向かう道路 撫養町南浜字蛭子前西 道路

〃 木津さくらんぼ保育園 撫養町南浜字蛭子前西92-1 敷地内

斎田 岩崎神社 撫養町斎田字岩崎148-3裏 境内

〃 鳴門市総合運動場 撫養町斎田字大池76 高台

黒崎 宇佐八幡神社 撫養町黒崎字八幡130 境内

〃 市道中山黒崎線（鳴門病院南） 撫養町黒崎字小谷 道路

〃 塩釜神社 撫養町黒崎字清水172 境内

大桑島 うさぎ山 撫養町大桑島字濘岩 高台

〃 高速鳴門バス停 撫養町大桑島字濘岩 高台

〃 高速鳴門バス停　立体駐車場 撫養町大桑島字濘岩75-1 立体駐車場

大桑島 薬師堂 撫養町大桑島字濘岩 境内

〃 高山 撫養町大桑島字濘岩 高台

〃 丸山 撫養町大桑島字濘岩 高台

小桑島 天羽家庭 撫養町小桑島字前組68 高台

〃 光徳寺の寺山山頂 撫養町小桑島字前組92 高台

〃 東山 撫養町小桑島字日向谷 高台

(2) 高台等
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地区名 避難場所名 所在地 避難スペース

林崎 妙見山 撫養町林崎字北殿町147付近 高台

〃 （財）鳴門ガレの森美術館 撫養町林崎字北殿町149付近 高台

立岩
鳴門・大塚スポーツパーク
（ポカリスエットスタジアム）

撫養町立岩字四枚61 スタンド

〃 徳島県鳴門合同庁舎 撫養町立岩字七枚128 2階デッキ

里浦 人丸神社 里浦町里浦字花面 境内

〃 障害支援センター桜 里浦町里浦字坂田432-43 高台

〃 宝珠寺の高台 里浦町里浦字花面12 高台

土佐泊浦 南海病院前駐車場 鳴門町土佐泊浦字高砂5 駐車場

〃 神戸淡路鳴門自動車道側道1 鳴門町土佐泊浦字福池 側道

〃 神戸淡路鳴門自動車道側道2 鳴門町土佐泊浦字大毛 側道

〃 神戸淡路鳴門自動車道側道3 鳴門町土佐泊浦字黒山 側道

〃 神戸淡路鳴門自動車道側道4 鳴門町土佐泊浦字大谷 側道

〃 神戸淡路鳴門自動車道横広場 鳴門町土佐泊浦字大毛 高台

〃 鳴門東小学校（運動場） 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 運動場

〃 アンテナ中継局付近 鳴門町土佐泊浦字大谷167 高台

〃 花見山・心の手紙館（高台） 鳴門町土佐泊浦字大毛234 高台

土佐泊浦 新羅神社 鳴門町土佐泊浦字土佐泊121 境内

〃 小宰相局の墓 鳴門町土佐泊浦字土佐泊62 高台

〃
鳴門東地区コミュニティーセンター裏
山

鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 高台

〃 大毛山に向かう道 鳴門町土佐泊浦字大毛 道路

〃 小鳴門橋北側道路 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 道路

〃 神社跡 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 高台

三ツ石 法勝寺 鳴門町三ツ石字南大手23 高台

〃 芙蓉山 鳴門町三ツ石字南大手66-2 高台

〃 トムソーヤの丘 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 高台

〃 三ツ石ハイランド 鳴門町三ツ石字芙蓉山下240 高台

〃 三ツ石八幡神社 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 境内
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地区名 避難場所名 所在地 避難スペース

高島 出世氏宅裏山 鳴門町高島字中島83 高台

〃 鳴門ウチノ海ふれあい広場 鳴門町高島字山路256 高台

〃 楠氏宅裏山 鳴門町高島字山路6 高台

〃 ふるさと君高台 鳴門町高島字竹島324 高台

〃 鳴門ウチノ海総合公園 鳴門町高島字北679 高台

〃 高島八幡神社 鳴門町高島字山路57 境内

明神 弐軒家の山 瀬戸町明神字弐軒家45-4付近 高台

〃 さくら公園 瀬戸町明神字鳴谷89-8付近 高台

〃 阿波道路（株） 瀬戸町明神字馬越26-1 高台

明神 鳴門複合産業団地　道路 瀬戸町明神字板屋島115-7 高台

〃 （有）嵯峨鉄工所 瀬戸町明神字丸山63-2 高台

〃 鳴門念法寺 瀬戸町明神字馬越36-2 境内

〃 市道明神エリカの丘線 瀬戸町明神字馬越 高台

〃 富田製薬（株）高台 瀬戸町明神字丸山85-1 高台

堂浦 旧鳴門ハイツ 瀬戸町堂浦字阿波井72 高台

〃 明神北集会所 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 高台

〃 瀬戸公民館 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 高台

〃 吉祥寺 瀬戸町堂浦字地廻り弐307 高台

〃 県道183号線日出橋付近 瀬戸町堂浦字日出 道路

堂浦 小鳴門公園（み山） 瀬戸町堂浦字地廻り参 高台

〃 天満宮 瀬戸町堂浦字地廻り参 高台

〃 阿波井神社 瀬戸町堂浦字阿波井 境内

〃 鳴門市クリーンセンター 瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2 駐車場

北泊 小鳴門新橋（旧料金所） 瀬戸町北泊字北泊 高台

〃 北泊漁民センター近くの道 瀬戸町北泊字北泊209-6付近 道路

〃 普光寺 瀬戸町北泊字北泊199 境内

〃 鳴門スカイライン登り口（北泊） 瀬戸町北泊字北泊 道路
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地区名 避難場所名 所在地 避難スペース

中島田 鳴門スカイライン登り口（中島田） 瀬戸町中島田字露谷 道路

〃 島田小学校（運動場） 瀬戸町中島田字北田36 運動場

室 鳴門スカイライン登り口（室） 瀬戸町室字中ケ谷68付近 道路

撫佐 鳴門スカイライン登り口（撫佐） 瀬戸町撫佐字本村17付近 道路

大代 勝福寺 大津町大代1074 境内

〃 大代山路集会所 大津町大代997-1 高台

〃 薬師坊 大津町大代 境内

〃 天皇神社・護穀神社 大津町大代 境内

〃 大代古墳入口 大津町大代辺露 高台

矢倉 ロケッツ鳴門店（駐車場） 大津町矢倉字東ノ越10-1 駐車場

大幸 高速道路段関避難場所 大津町大幸 法面避難場所

〃 高速道路大幸避難場所 大津町大幸 法面避難場所

櫛木 東山の団地 北灘町櫛木字東山10-50付近 高台

粟田 北灘東小学校（体育館） 北灘町粟田字西傍示228-1 体育館

〃 北灘東小学校（運動場） 北灘町粟田字西傍示228-1 運動場

〃 長寿寺保育園 北灘町粟田字東傍示278 高台

〃 粟田公民館 北灘町粟田字東傍示72 高台

〃 葛城神社 北灘町粟田字池谷2 境内

〃 ほほえみ児童クラブ 北灘町粟田字西傍示137-4 敷地内

大浦 旧北灘中学校（運動場） 北灘町大浦字東浦75 運動場

宿毛谷 北灘公民館 北灘町宿毛谷字クロハエ66 高台

〃 伊宇賀神社 北灘町宿毛谷字宿毛谷77 境内

鳥ヶ丸 鳥ヶ丸集会所 北灘町鳥ケ丸字トノムラ60-2 高台

折野 北灘西小学校（体育館） 北灘町折野字屋敷64-3 体育館

〃 グランディ鳴門ゴルフクラブ登り口 北灘町折野字桜井5-15付近 道路

〃 三津の高台 北灘町折野字三津12付近 高台

219
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折野 西條集会所 北灘町折野字屋敷379-1 高台

〃 ギャラリーカフェ風待ちの丘ルン 北灘町折野字上東地312-3 高台

大須 大須神社 北灘町大須字西添69 境内

碁浦 国道11号線香川県境付近 北灘町碁浦字碁浦20 国道

姫田 宮尾神社（姫田字小森山路） 大麻町姫田字小森山路 境内

〃 高松道脇（姫田字宮ヶ谷） 大麻町姫田字宮ヶ谷 広場

〃 宮尾神社（姫田字三ツカ谷） 大麻町姫田字三ツカ谷 境内

〃 音蔵寺 大麻町姫田字寺内 境内

大谷 堀江北小学校（体育館） 大麻町大谷字中筋41 体育館

〃 堀江北小学校（運動場） 大麻町大谷字中筋41 運動場

〃 堀江公民館 大麻町大谷字道の上24 敷地内

池谷 大麻中学校（運動場） 大麻町池谷字長田105 運動場

板東 板東公民館 大麻町板東字宝蔵103-1
建物・建物周
辺

〃 板東小学校（体育館） 大麻町板東字宝蔵60 体育館

〃 板東小学校（運動場） 大麻町板東字宝蔵60 運動場

松茂町 松茂ＰＡ 松茂町長岸 高台
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№ 施設名 所在地 連絡先 浸水深 備考

1
自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立
訓練事業所　なぎさ 鳴門町土佐泊浦字高砂14-2 687-0067 0.3～1.0ｍ

2 グループホーム　しおさい 鳴門町土佐泊浦字高砂5 687-0067 1.0～2.0ｍ

3
指定就労移行事業所
オリーブの木

撫養町大桑島字北の浜53 685-5524 1.0～2.0ｍ

4
地域活動支援センター
オリーブの木

撫養町大桑島字北の浜53 685-5524 1.0～2.0ｍ

5 グループホームファミリー 撫養町南浜字東浜30-8 684-1886 2.0～3.0ｍ

6 ぽてとくらぶ 撫養町南浜字東浜156-3 684-2651 2.0～3.0ｍ

7 瀬戸保育所 瀬戸町堂浦字地廻り参214-1 688-0415 1.0～2.0ｍ

8 すみれ保育園 大津町大幸字塩田27-1 685-0055 2.0～3.0ｍ

9 矢倉乳児保育園 大津町矢倉字参の越35 685-6364 2.0～3.0ｍ

10 矢倉保育園 大津町矢倉字弐の越34-2 686-9469 3.0～4.0ｍ

11 みどり保育所 大麻町市場字小桑木54 689-1386 1.0～2.0ｍ

12 中央保育所 撫養町斎田字岩崎120 686-2846 2.0～3.0ｍ

13 正興寺保育園 撫養町斎田字岩崎144 686-1188 2.0～3.0ｍ

14 うずしお保育園 撫養町斎田字西発88-1 686-9227 2.0～3.0ｍ

15 桑島保育所 撫養町大桑島字蛭子山134 685-7896 1.0～2.0ｍ

16 木津さくらんぼ保育園 撫養町南浜字蛭子前西92-1 685-3458 0.01～0.3ｍ

17 岡崎保育所 撫養町弁財天字派名26-9 686-4695 2.0～3.0ｍ

18 つくし保育所 撫養町立岩字芥原46-12 686-1214 2.0～3.0ｍ

19 林崎保育所 撫養町林崎字南殿町77-5 686-3090 2.0～3.0ｍ

20 いずみ保育園 鳴門町高島字南433-2 687-0616 0.3～1.0ｍ

21 里浦ちどり保育所 里浦町里浦字坂田217-4 685-0249 3.0～4.0ｍ

22 鳴門子ども学園 里浦町里浦字坂田415－3 683-1201 1.0～2.0ｍ

23 鳴門西児童クラブ 鳴門町高島字北86 687-1528 0.3～1.0ｍ

24 林崎児童クラブ 撫養町林崎字南殿町28-1 685-0056 1.0～2.0ｍ

25 木津くすのき児童クラブ 大津町木津野字内田11 686-3770 1.0～2.0ｍ

26 木津いちょう児童クラブ 大津町木津野字内田11 686-3770 1.0～2.0ｍ

27 撫養児童クラブ 撫養町斎田字岩崎72 685-5260 2.0～3.0ｍ

28 桑島児童クラブ 撫養町大桑島字与三佐谷8 685-0065 2.0～3.0ｍ

29 瀬戸児童クラブ 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 688-2220 1.0～2.0ｍ

30 里浦児童クラブ 里浦町里浦字西浜401 686-0299 3.0～4.0ｍ

№ 施設名 所在地 連絡先 浸水深 備考

79　避難促進施設一覧表（津波）

【社会福祉施設】
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31 黒崎児童クラブ 撫養町黒崎字宮津88-1 686-2347 1.0～2.0ｍ

32 大津西児童クラブ 大津町大代1210 686-3534 1.0～2.0ｍ

33 にこにこ広場 撫養町小桑島字前浜23 678-7784 1.0～2.0ｍ

34
(福）緑樹会
事業所内託児所 ちびまる

大津町大代字戎野472 685-2346 2.0～3.0ｍ

35
地方独立行政法人徳島県鳴門病
院院内保育所おひさま

撫養町斎田見白43 678-9399 2.0～3.0ｍ

36
南海病院附属保育所
はまゆう

鳴門町土佐泊浦高砂5 687-0311 4.0～5.0ｍ

37
鳴門山上病院
マーヤすだち保育園

鳴門町土佐泊浦高砂205-29 672-7212 2.0～3.0ｍ

38 グッドジョブセンターかのん 大麻町東馬詰字諏訪の元70-1 697-2121 2.0～3.0ｍ

39 福祉ホームありの実 大麻町東馬詰字諏訪の元71-12 698-0667 2.0～3.0ｍ

40
障害児通所支援センター
たなごころ

撫養町斎田字西発47-10 679-4293 2.0～3.0ｍ

41
障害者就労センター
たなごころ

撫養町斎田字西発47-10 679-4293 2.0～3.0ｍ

42
デイサービスセンター
たなごころ

撫養町斎田字西発47-10 679-4292 2.0～3.0ｍ

43 サポートきらり 撫養町小桑島字前浜243 683-1977 1.0～2.0ｍ

44
就労継続支援A型事業所
サスケ工房鳴門

撫養町大桑島字濘岩浜48-61 678-9988 1.0～2.0ｍ

45 きりん教室なると 撫養町南浜字蛭子前西140 686-1011 1.0～2.0ｍ

46 障害支援センター桜 里浦町里浦字坂田432-43 686-5706 5.0～10.0ｍ

47 小鳴門荘 瀬戸町明神字上本城85 688-0180 2.0～3.0ｍ

48 デイサービス楽居の里 鳴門町高島字浜中74 624-8555 0.3～1.0ｍ

49 サービス付き高齢者向け住宅楽居の里 鳴門町高島字浜中74 624-8555 0.3～1.0ｍ

50 デイサービスどんぐり 撫養町黒崎字八幡68-6 684-1371 2.0～3.0ｍ

51 デイサービスなるとも 撫養町黒崎字松島200 679-6007 1.0～2.0ｍ

52 なぎの家 撫養町黒崎字松島200 685-4537 1.0～2.0ｍ

53 レッツ倶楽部鳴門 撫養町小桑島字前浜58 679-7657 1.0～2.0ｍ

54 あい愛・撫養 撫養町斎田字北浜98 686-2340 2.0～3.0ｍ

55 “みんなの家やまびこ” 瀬戸町小島田字船隠84－1 688-2930 0.3～1.0ｍ

56 あかりデイサービス瀬戸 瀬戸町堂浦字地廻り壱26-5 688-2246 0.3～1.0ｍ

57 デイサービスたぬき 瀬戸町明神字下本城262－1 688-0310 1.0～2.0ｍ

58 デイサービスセンターそよかぜ 瀬戸町明神字上本城77-2 683-7888 0.3～1.0ｍ

59 グループホームそよかぜ 瀬戸町明神字上本城77-2 683-7888 0.3～1.0ｍ

60 リハビリ型デイサービスクリヤー 瀬戸町明神字鳴谷118-2 688-1785 0.3～1.0ｍ

61
認知症対応型通所介護
デイサービス　こすもす

大津町吉永字三石野620-2 685-5157 3.0～4.0ｍ

62 グループホームこすもす 大津町吉永字三石野620-2 685-5157 3.0～4.0ｍ

№ 施設名 所在地 連絡先 浸水深 備考
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63 デイサービスすみれ 大津町吉永字三石野777 683-1251 3.0～4.0ｍ

64
サービス付き高齢者向け
住宅すみれ

大津町吉永字三石野777 683-1251 3.0～4.0ｍ

65
リハビリステーション
ネトレン撫養

大津町吉永字西新5-1 684-5501 2.0～3.0ｍ

66
デイサービスセンター
おおつ

大津町大代字戎野472 684-3788 2.0～3.0ｍ

67 グループホームおおつ 大津町大代字戎野472 684-3788 2.0～3.0ｍ

68 介護老人福祉施設　おおつ苑 大津町大代字戎野472 684-3788 2.0～3.0ｍ

69 グループホームほのぼの 大津町矢倉字五ノ越32-1 686-3113 2.0～3.0ｍ

70 グループホームひなたぼっこ 大津町矢倉字四ノ越3 685-3605 2.0～3.0ｍ

71 介護老人保健施設陽だまり苑 大津町矢倉字四ノ越5 686-1133 2.0～3.0ｍ

72
デイサービスセンター
ぽてと鳴門

大麻町池谷字柳の本81-3 679-6739 1.0～2.0ｍ

73
通所介護事業所　たんぽぽはう
す

大麻町姫田字久保ノ内26-18 686-0670 1.0～2.0ｍ

74 デイサービスゆとり 撫養町斎田字西発11-2 677-7566 3.0～4.0ｍ

75
デイサービスセンター
たなごころ

撫養町斎田字西発47-10 679-4292 3.0～4.0ｍ

76
サービス付き高齢者向け
住宅たなごころ

撫養町斎田字西発47-10 679-4292 3.0～4.0ｍ

77
リハビリ型デイサービス
ヒューマ二ー

撫養町斎田字北浜37-5 685-7374 3.0～4.0ｍ

78 デイサービスハッピーズ 撫養町斎田字北浜46-1 686-1862 2.0～3.0ｍ

79 デイサービスセンター　花雲 撫養町小桑島字前浜197 685-1266 3.0～4.0ｍ

80
サービス付き高齢者向け住宅
しあわせ家族

撫養町小桑島字前浜197 685-1266 3.0～4.0ｍ

81
ふれあいデイホーム
“みんなの家”

撫養町小桑島日向谷163-2 678-5963 2.0～3.0ｍ

82 デイサービス阿波裕 撫養町大桑島字北ノ浜66-1 686-9095 1.0～2.0ｍ

83 鳴門市老人福祉センター 撫養町南浜字東浜30-9 686-2448 0.3～1.0ｍ

84 ケアハウスなると 撫養町南浜字蛭子前東105 687-1679 2.0～3.0ｍ

85 むやデイサービスセンター 撫養町南浜字蛭子前東105 688-1244 2.0～3.0ｍ

86 こもれびの家・撫養 撫養町南浜字浜田130 686-0425 2.0～3.0ｍ

87
デイサービスセンター
大きな木

撫養町弁財天字派名35 689-1422 3.0～4.0ｍ

88
平成デイサービスセンター
鳴門

撫養町木津字防崎445-1 685-1316 1.0～2.0ｍ

89 グループホーム鳴門 撫養町木津字防崎445-1 686-2469 1.0～2.0ｍ

90
有料老人ホーム
レジデント・木津

撫養町木津字防崎445-1 686-2243 1.0～2.0ｍ

91
デイサービスセンター　ほほえ
み

撫養町立岩字五枚220-1 683-1022 3.0～4.0ｍ

92 ショートステイほほえみ 撫養町立岩字五枚220-1 679-4165 4.0～5.0ｍ

93
サービス付き高齢者向け
住宅ほほえみ

撫養町立岩字五枚220-1 679-4165 4.0～5.0ｍ

94 貴洋会　デイサービスセンター 撫養町立岩字五枚146 686-2080 3.0～4.0ｍ

№ 施設名 所在地 連絡先 浸水深 備考
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95 特別養護老人ホーム　春潮苑 撫養町立岩字五枚146 686-2080 3.0～4.0ｍ

96 緑会デイサービスセンター 鳴門町三ツ石字江尻山74 687-1130 1.0～2.0ｍ

97 特別養護老人ホーム　鳴光荘 鳴門町三ツ石字江尻山85 687-1130 1.0～2.0ｍ

98 介護老人保健施設みどりの里 鳴門町三ツ石字江尻山91 687-3355 1.0～2.0ｍ

99
介護老人保健施設
いこいの家鳴山荘

鳴門町土佐泊浦字高砂205-29 687-1005 1.0～2.0ｍ

100
介護老人保健施設
大鳴門シルバーハイツ

鳴門町土佐泊浦字高砂50-3 687-0582 0.3～1.0ｍ

101 特別養護老人ホーム鳴優荘 鳴門町土佐泊浦字黒山118-257 687-1007 0.3～1.0ｍ

102 養護老人ホーム鳴愛荘 鳴門町土佐泊浦字黒山118-84 687-2555 0.3～1.0ｍ

№ 施設名 所在地 連絡先 備考

1 鳴門シーガル病院 瀬戸町堂浦字阿波井57 688-0011 2.0～3.0ｍ

2 兼松病院 撫養町斎田字大堤54 685-4537 2.0～3.0ｍ

3 鳴門山上病院 鳴門町土佐泊浦字高砂205-29 687-1234 2.0～3.0ｍ

4 岩朝病院 撫養町立岩字元地280 685-8855 1.0～2.0ｍ

5 徳島県鳴門病院 撫養町黒崎字小谷32 683-0011 1.0～2.0ｍ

6 小川病院 撫養町斎田字北浜99 686-2322 2.0～3.0ｍ

7 元木医院 撫養町南浜字東浜592 685-8282 0.3～1.0ｍ

8 原田内科 大津町矢倉字六ノ越5-9 685-3351 0.3～1.0ｍ

9 佐藤整形外科医院 撫養町南浜字東浜265 685-6555 1.0～2.0ｍ

10 勝良医院 撫養町斎田字西発77-10 686-1216 1.0～2.0ｍ

11 斎藤整形外科 撫養町小桑島字前浜217 685-5811 1.0～2.0ｍ

12 西條内科 撫養町南浜字東浜424 686-1235 0.3～1.0ｍ

13
レディースクリニック
兼松産婦人科

撫養町南浜字東浜601 685-1103 1.0～2.0ｍ

14 橋本医院 大津町吉永字4番越471-6 685-5211 2.0～3.0ｍ

15 チェリー助産所　　　　　　 大麻町姫田字小森下75-2 685-5043 1.0～2.0ｍ

【医療施設】
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№ 施設名 所在地 連絡先 備考

1 聖母幼稚園 撫養町黒崎字松島208 685-0079 1.0～2.0ｍ

2 撫養幼稚園 撫養町斎田字岩崎135-3 686-4093 2.0～3.0ｍ

3 精華幼稚園 撫養町立岩字内田73 686-4558 3.0～4.0ｍ

4 桑島幼稚園 撫養町大桑島字与三左谷32 686-9479 2.0～3.0ｍ

5 第一幼稚園 大津町木津野字薮の内55-2 686-3453 2.0～3.0ｍ

6 黒崎幼稚園 撫養町黒崎字清水86-2 686-9478 1.0～2.0ｍ

7 里浦幼稚園 里浦町里浦字西浜401 686-2448 3.0～4.0ｍ

8 成稔幼稚園 鳴門町高島字北221 687-1679 0.3～1.0ｍ

9 大津西幼稚園 大津町大代1210 686-0425 1.0～2.0ｍ

10 堀江南幼稚園 大麻町西馬詰字橋ノ本7 689-1422 1.0～2.0ｍ

11 明神幼稚園 瀬戸町明神字越浦70 688-1244 0.3～1.0ｍ

12 撫養小学校 撫養町斎田字岩崎72 685-1316 2.0～3.0ｍ

13 林崎小学校 撫養町立岩字内田73-1 686-2469 3.0～4.0ｍ

14 黒崎小学校 撫養町黒崎字宮津88-1 686-2243 3.0～4.0ｍ

15 桑島小学校 撫養町大桑島字与三左谷6 686-2239 2.0～3.0ｍ

16 第一小学校 大津町木津野字内田11 685-1301 2.0～3.0ｍ

17 里浦小学校 里浦町里浦字西浜401 686-0236 3.0～4.0ｍ

18 鳴門東小学校 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 687-0950 0.3～1.0ｍ

19 鳴門西小学校 鳴門町高島字北217 687-1152 0.3～1.0ｍ

20 明神小学校 瀬戸町明神字越浦70 688-0532 0.3～1.0ｍ

21 瀬戸小学校 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 688-0151 1.0～2.0ｍ

22 堀江南小学校 大麻町西馬詰字橋ノ本7 689-1422 1.0～2.0ｍ

23 大津西小学校 大津町大代1210 686-3509 1.0～2.0ｍ

24 第一中学校 撫養町南浜字浜田37-1 685-2542 2.0～3.0ｍ

25 第二中学校 撫養町立岩字内田150 685-7911 3.0～4.0ｍ

26 鳴門中学校 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 687-1153 1.0～2.0ｍ

27 瀬戸中学校 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 688-0033 0.3～1.0ｍ

28 鳴門高等学校 撫養町斎田字岩崎135-1 685-3217 3.0～4.0ｍ

29 鳴門渦潮高等学校　 大津町吉永595 686-4577 3.0～4.0ｍ

(注) この表は津波防災地域づくりに関する法律第54条第1項に基づき、社会福祉施設、学校、医療施設
その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設を示しています。

【学校】

225



名称 鳴門・大塚スポーツパーク うずしおふれあい公園 第一小学校

所在地 撫養町立岩 撫養町斎田 大津町木津野

施設連絡先 685-3131 － 685-1301

総面積 256,000㎡ 23,000㎡ 8,000㎡

撫養町立岩・林崎・北浜 撫養町斎田・南浜 大津町木津野・吉永

　　　弁財天・岡崎 　　　黒崎・桑島 　　　矢倉・大代

里浦町里浦・粟津 　　　段関・徳長

撫養町木津

地区人口 約10,600人 約14,000人 約10,400人

収容可能人員 128,000人 11,500人 4,000人

林崎岡崎線 国道28号 国道28号

～県道粟津港撫養線 ～南浜黒崎線 ～明神大津線

南浜里浦線 小桑島大桑島線 県道鳴門池田線

～県道粟津港撫養線 ～小桑島斎田線 ～明神大津線

県道粟津港線 南浜木津線

～県道粟津港撫養線 ～明神大津線

80　広域避難場所一覧表

対象地区

主要避難路

226



幅員

（歩道含）

大津町大代～北灘町櫛木 約38m

北灘町櫛木～北灘町碁の浦 約12m

大津町吉永～木津交番 約22m

木津交番～大麻町桧 約12m

川崎橋～大麻町板東 約8m

徳島北農協桧選荷場～北灘町 約12m

里浦町粟津～里浦町里浦 約5m

里浦町里浦～大津町吉永 約16m

国道28号～第一小学校 約16m

第一小学校～木津神橋 約6m

約14m

約15m

約12m

約12m

約7m

約16m

約11m

約16m

約16m撫養町南浜～撫養町黒崎

大津町矢倉～大麻町大谷

里浦町里浦～撫養町岡崎

文明橋～撫養町岡崎

約18m

約12m

約13m

約6m

約5m大津町矢倉～里浦町粟津

撫養町大桑島～北灘町櫛木

鳴門町亀浦～北灘町櫛木

撫養町南浜～里浦町里浦

撫養町南浜～旧テクノスクール

撫養町林崎～撫養町岡崎

大津町矢倉～撫養町大桑島

大麻町池谷～大麻町市場

大麻町姫田～牛屋島大橋

大麻町津慈～大麻町牛屋島

81　主要避難路一覧表

番号 路線名 区間

1 国道11号

2 国道28号

3 県道鳴門池田線

4 県道徳島北灘線

5 県道北島池谷停車場線

6 県道徳島鳴門線

7 県道津慈広島線

8 県道粟津港線

9 県道粟津港撫養線

10 県道瀬戸撫養線

11 県道亀浦港櫛木線

12 南浜里浦線

13 南浜木津線

14 明神大津線

15 林崎岡崎線

16 南浜黒崎線

17 木津野松村線

18 粟津岡崎線

19 撫養港東線
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(1) 支部　12箇所

番号 設置場所名 所在地
1 木津元村集会所 撫養町木津1123-2

2 健康福祉交流センター 撫養町南浜字東浜30-9
3 黒崎集会所 撫養町黒崎字清水52-1
4 市立図書館 撫養町大桑島字蛭子山49
5 川東公民館 撫養町立岩字内田63-2
6 里浦公民館 里浦町里浦字花面535-2
7 鳴門公民館 鳴門町高島字北86
8 瀬戸公民館 瀬戸町堂浦字地廻り壱86
9 大津中央公民館 大津町大代679-1
10 旧北灘中学校 北灘町大浦字東浦75

11 堀江公民館 大麻町大谷字道の上24
12 板東公民館 大麻町板東宝蔵103-1

(2) 小学校　17箇所
番号 設置場所名 所在地
1 撫養小学校 撫養町斎田字岩崎72
2 林崎小学校 撫養町立岩字内田73-1
3 黒崎小学校 撫養町黒崎字宮津88-1
4 桑島小学校 撫養町大桑島字与三佐谷6
5 第一小学校 大津町木津野字内田11

6 里浦小学校 里浦町里浦字西浜401

7 鳴門東小学校 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3

8 鳴門西小学校 鳴門町高島字北217

9 明神小学校 瀬戸町明神字越浦70

10 瀬戸小学校 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1

11 大津西小学校 大津町大代1210

12 北灘東小学校 北灘町粟田字西傍示228-1

13 北灘西小学校 北灘町折野字屋敷64-3

14 堀江北小学校 大麻町大谷字中筋41

15 堀江南小学校 大麻町西馬詰字橋ノ本7

16 板東小学校 大麻町板東字宝蔵60

17 島田小学校 瀬戸町中島田字北田36

(3) 中学校　5箇所
番号 設置場所名 所在地
1 第一中学校 撫養町南浜字浜田37-1

2 第二中学校 撫養町立岩字内田150

3 鳴門中学校 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251

4 瀬戸中学校 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4

5 大麻中学校 大麻町池谷字長田105

(4) その他施設　3箇所
番号 設置場所名 所在地
1 鳴門市役所本庁舎 撫養町南浜字東浜170

2 板東南ふれあいセンター 大麻町川崎394

3 北灘公民館 北灘町宿毛谷字クロハエ66

82　特設公衆電話設置場所一覧表

　特設公衆電話とは、災害発生時における帰宅困難者等への迅速かつ確実な通
信手段の確保を目的に設置した公衆電話で、通常の電話機を回線に接続するこ
とにより利用できる。
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No 市町村名 旧市町村名 集落名 ふりがな 所在地

1 鳴門市 北灘 粟田 あわた 鳴門市北灘町粟田

2 鳴門市 北灘 大浦 おおうら 鳴門市北灘町大浦

3 鳴門市 北灘 三ヶ谷西 さんがだににし 鳴門市北灘町宿毛谷

4 鳴門市 北灘 折野東地 おりのひがしじ 鳴門市北灘町折野字東地

5 鳴門市 北灘 折野屋敷 おりのやしき 鳴門市北灘町折野字屋敷

6 鳴門市 北灘 折野上西条 おりのかみにしじょう 鳴門市北灘町折野字上西条

7 鳴門市 北灘 折野三津 おりのみつ 鳴門市北灘町折野字三津

8 鳴門市 北灘 大須 おおず 鳴門市北灘町大須

9 鳴門市 北灘 北泊 きたどまり 鳴門市瀬戸町北泊

10 鳴門市 堂浦 堂浦日出 どうのうらひゅうで 鳴門市瀬戸町堂ノ浦日出

11 鳴門市 北灘村 櫛木上 くしきかみ 鳴門市北灘町櫛木

12 鳴門市 北灘村 粟田空 あわたそら 鳴門市北灘町粟田

13 鳴門市 北灘村 粟田浜 あわたはま 鳴門市北灘町粟田

14 鳴門市 北灘村 大浦 おおうら 鳴門市北灘町大浦

15 鳴門市 北灘村 折野川筋 おりのかわすじ 鳴門市北灘町折野字川筋

16 鳴門市 北灘村 折野三津 おりのみつ 鳴門市北灘町折野字三津

17 鳴門市 北灘村 大須 おおず 鳴門市北灘町大須

83　孤立化が予想される集落一覧表
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84 徳島県が実施したこれまでの南海トラフ 

巨大地震に係る被害想定等 

 

１． 徳島県地震対策基礎調査（昭和 56 年度） 

「南海沖に発生する地震（M8.1）」を想定し、「震度（加速度）」と「建物被害」を算出して

いる。 

【参考】 

    ・直近の震災：伊豆大島近海地震（昭和 53年）、宮城県沖地震（昭和 53 年） 

    ・国の動き：大規模地震対策特別措置法の制定（昭和 53 年）、地震財特法の制定（昭和 

55 年） 

 

 

２． 徳島県地震防災アセスメント調査（平成 8年度） 

「安政南海地震と同規模の南海トラフを震源とする海溝型地震（M8.4）」、「中央構造線系活

断層の東側半分程度（M7.7）と鮎喰川断層系（M7.5）の 2 つが連動して発震し、西から東側

に向かって破壊が進行する内陸型地震」、「中央構造線系活断層の西側半分程度の活動で西か

ら東側に向かって破壊が進行する内陸型地震（M7.7）」の 3ケースを想定し、「震度分布」、「液

状化危険度」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「津波予測」、「建物被害」、「人的被害」、「土木構造

物被害」、「道路網被害」、「ライフライン被害」などを算出している。 

【参考】 

    ・直近の震災：北海道南西沖地震（平成 5年）、兵庫県南部地震（平成 7年） 

    ・国の動き：地震防災対策特別措置法の制定（平成 7年） 

 

 

３．徳島県津波浸水予測調査（平成 15 年度）、徳島県地震動被害想定調査（平成 16 年度） 

平成 15 年度の津波浸水予測調査では、中央防災会議が示した「東南海・南海地震同時発生

モデル」及び安政南海地震を再現した「Aida モデル」を対象に津波予測を行っている。 

また、平成 16 年度の被害想定調査では、「東南海・南海地震同時発生モデル（M8.6）」及び

「県西部直下を震源とする地震（M7.0）」の 2ケースを想定し、「震度分布」、「液状化危険度」、

「急傾斜地崩壊危険箇所」、「建物被害」、「人的被害」、「ライフライン被害」、「交通施設被害」、 

「生活機能支障」などを算出している。 

【参考】 

    ・直近の震災：芸予地震（平成 13 年）、十勝沖地震（平成 15年）、新潟県中越地震（平 

成 16 年） 

    ・国の動き：東南海・南海地震対策特別措置法の制定（平成 14 年度） 
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85 徳島県津波浸水想定（鳴門市域） 

 

 

 

「徳島県津波浸水想定」（平成 24 年 10 月 31 日公表）より 
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86 徳島県の震度分布図 

 
 
 
「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定」（第一次：平成 25 年 7 月 31 日公表）より 
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87 徳島県の液状化危険度分布図 

 
 
 
「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定」（第一次：平成 25 年 7 月 31 日公表）より 

 



施設名

消防本部

し尿処理施設

750W 3.7kW 5.5kW

1 撫養町南浜字東浜170 ○ ○
2 大津町木津野字裏の越12-32 ○ ○
3 撫養町南浜字権現2-1 ○
4 撫養町斎田字岩崎58-4 ○
5 撫養町黒崎字松島229 ○ ○
6 撫養町大桑島字与三左谷6 ○ ○
7 里浦町里浦字坂田415-5 ○ ○
8 里浦町里浦字恵美寿5-5 ○ ○
9 鳴門町三ツ石字江尻山209 ○ ○

10 鳴門町土佐泊浦字土佐泊288 ○ ○
11 鳴門町土佐泊浦字高砂203-3 ○ ○
12 鳴門町土佐泊浦字大毛83-11 ○ ○
13 瀬戸町明神字下本城242 ○ ○
14 瀬戸町堂浦字地廻り弐81-3 ○ ○
15 瀬戸町北泊字北泊103 ○
16 瀬戸町小島田字通り60-3 ○ ○
17 大津町大幸字若宮ノ本13-2 ○ ○
18 大津町段関字東21-3 ○
19 大津町段関字沖野21-6 ○ ○
20 大津町備前島字荒神の越187 ○ ○
21 大津町木津野字仲ノ越44-3 ○
22 大津町吉永22-2 ○
23 大津町矢倉字北47-1 ○ ○
24 大津町徳長字四番ノ越4-3 ○ ○
25 大津町徳長字榎ヶ江ノ越50-3 ○ ○
26 大津町長江字東大黒1-1 ○
27 北灘町櫛木字中末82 ○ ○
28 北灘町粟田字東傍示148-6 ○
29 北灘町大浦字東浦19-2 ○
30 北灘町折野字屋敷371-2 ○
31 北灘町折野字三津260-2 ○ ○
32 大麻町姫田字東百地1-6 ○ ○
33 大麻町姫田字森崎57-3 ○ ○
34 大麻町池谷字長田32-1 ○ ○
35 大麻町松村字吉井10-1 ○ ○
36 大麻町牛屋島字中須45-4 ○ ○
37 大麻町市場字東原16-1 ○ ○
38 大麻町市場字大西43-4 ○ ○
39 大麻町津慈宮ノ本153-3 ○ ○
40 大麻町板東字牛の宮東84-1 ○
41 大麻町桧字野神ノ北32-4 ○ ○ ○
42 撫養町斎田字岩崎145 ○ ○ ○
43 撫養町立岩字内田63-2 ○ ○
44 大津町大代679-2 ○ ○ ○
45 里浦町里浦字花面535-2 ○ ○
46 鳴門町高島字北86 ○ ○ ○
47 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 ○ ○
48 北灘町宿毛谷字クロハエ66 ○ ○ ○
49 大麻町大谷字道の上24 ○ ○ ○
50 撫養町木津字原畑388-1 ○ ○
51 大麻町板東字宝蔵65-1 ○ ○ ○
52 大津町吉永595 ○ ○ ○
53 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 ○ ○
54 大麻町板東字広塚42 ○ ○ ○

板東連絡所
 鳴門渦潮高等学校（大津キャンパス）

鳴門中学校
大麻中学校広塚分校

里浦公民館
鳴門公民館
瀬戸公民館
北灘公民館
堀江公民館
原地集会所

旧津慈分団
板東分団
桧分団　再送信子局
斎田公民館
川東公民館
大津中央公民館

姫田分団
池高分団
松村分団
堀江南分団
堀江中分団
市場分団

櫛木分団
粟田分団
三ヶ谷分団
折野分団
三津大須分団
小森分団

木津野分団
吉永分団
矢倉分団
徳長分団
中江分団
長江分団

北泊分団
島田分団
大幸分団　再送信子局
段関分団
野崎集会所
備前島分団

三ツ石分団
土佐泊分団
野黒山分団
大毛分団
明神分団
堂浦分団

南浜分団
斎田分団
黒崎分団
桑島分団
里浦北分団
里浦南分団

88 デジタル防災行政無線 屋外子局一覧表

支
部
・
避
難
所
（
学
校
）

備考
双方向
通話機

番
号

施
設

サイレン

消
防
本
部
・
消
防
分
団
詰
所

子局一覧（施設名）

消防本部
木津神分団

設備名 送信周波数

非常用親局設備

親局設備

60.485MHｚ

スピーカ所在地

60.485MHｚ

出力

１W/方向×２方向＝２W

合計１０W
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750W 3.7kW 5.5kW
55 撫養町黒崎字宮津88-1 ○ ○
56 大津町木津野字内田11 ○ ○ ○
57 里浦町里浦字西浜401 ○ ○ ○
58 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 ○ ○
59 瀬戸町明神字越浦70 ○ ○ ○
60 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 ○ ○
61 瀬戸町中島田字北田36 ○ ○ ○
62 北灘町粟田字西傍示228-1 ○ ○ ○
63 北灘町折野字屋敷64-3 ○ ○ ○
64 大麻町西馬詰字橋ノ本7 ○ ○ ○
65 大麻町川崎394 ○ ○ ○
66 撫養町木津1356-43 ○ ○
67 撫養町立岩字四枚61 ○ ○
68 撫養町北浜字宮の東4-2 ○ ○ ○
69 瀬戸町撫佐字前山地先 ○ ○ ○
70 撫養町大桑島字大谷5 ○ ○ ○
71 大麻町桧字東山田50-2 ○ ○ ○
72 里浦町粟津字西開38-1 ○ ○ ○
73 撫養町林崎字北殿町149 ○ ○ ○
74 大麻町萩原字アコメン11-3 ○ ○ ○
75 大麻町桧字コモガ池90-2 ○ ○ ○
76 撫養町木津地先 ○ ○
77 瀬戸町北泊字小海287-1 ○ ○ ○
78 瀬戸町北泊字北泊地先 ○ ○
79 北灘町大須字長浜5-3 ○ ○
80 大麻町大谷字椢原18 ○ ○

79 40 8 9 39
大麻学校給食センター横グランド

公設地方卸売市場
旧鳥居記念博物館
萩原集会所
川原場集会所
し尿処理施設
小海集会所

北浜老人憩いの家
室展望台
鳴門競艇場
賀川豊彦記念館

瀬戸　再送信子局
長浜集会所 再送信子局

北灘東小学校
北灘西小学校
堀江南小学校
板東南ふれあいセンター
なるとソフトノミックスパーク
総合運動公園

第一小学校
里浦小学校
鳴門東小学校
明神小学校
瀬戸小学校
島田小学校

子局一覧（施設名）

黒崎小学校

番
号

所在地 スピーカ
サイレン 双方向

通話機
備考

施
設

避
難
所
等
（
学
校
以
外
）

支
部
・
避
難
所
（
学
校
）

※屋外子局とは、屋外拡声スピーカとモーターサイレンの両方、または一方が備わった設備のことをいう。
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